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規 則

川崎市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第61号

川崎市事業所事務分掌規則の一部を改正す

る規則

川崎市事業所事務分掌規則（昭和51年川崎市規則第39

号）の一部を次のように改正する。

別表第２計量検査所の項及び同表登戸区画整理事務所

の項を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一

部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布

する。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第62号

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施

行条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部

を改正する条例（令和６年川崎市条例第54号）の施行期

日は、令和６年９月１日とする。

告 示

川崎市告示第380号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により

医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第

４項において生活保護法の規定の例によるとされている医

療支援給付の医療機関の指定を行いましたので、同法第55

条の３第１号の規定に基づき告示します。（別表省略）

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第381号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項において生活保護法の規定の例によるとさ

れている医療支援給付の施術機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第382号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に

より指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条

第４項において生活保護法の規定の例によるとされている

医療支援給付の指定医療機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第383号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に

より指定医療機関の休止並びに中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条

第４項において生活保護法の規定の例によるとされている

医療支援給付の指定医療機関の休止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第384号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行い

ましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別表

のとおり告示します。（別表省略）

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第385号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川崎

市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、第11

条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基づき自

転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条第１項
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（第27条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき告示します。

令和６年８月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙省略

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車　　　　　2,500円

原動機付自転車　5,000円

自動二輪車　　�10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第386号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月22日から令和６年９月５日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
向ケ丘高

第１号線

川崎市高津区向ケ

丘158番10先
4.80 49.28

川崎市高津区向ケ

丘158番８先

新
向ケ丘高

第１号線

川崎市高津区向ケ

丘158番５先
5.02

～

5.09

49.28
川崎市高津区向ケ

丘158番15先

　　　───────────────────

川崎市告示第387号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に

基づき、次の道路の供用を令和６年８月22日から開始し

ます。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月22日から令和６年９月５日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

向ケ丘高

第１号線

川崎市高津区向ケ丘158番５先

川崎市高津区向ケ丘158番15先

　　　───────────────────

川崎市告示第388号

川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４

年川崎市条例第76号）第４条第１項の規定による保有個

人情報の目的外利用等の届出について、同条第２項の規

定に基づき公表します。

令和６年８月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　届出の状況

　⑴�　目的外利用

　　ア�　市 　 　 長� ６件

　⑵�　目的外提供

　　ア�　市 　 　 長� 13件

　　イ�　病院事業管理者� １件

　　ウ�　消 　 防 　 長� ８件

　　エ�　教 育 委 員 会� ５件

２�　届出書

別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第389号

令和６年第３回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　日　　時　令和６年９月２日（月曜日）　午前10時

２�　場　　所　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第390号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
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令和６年８月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ⅤＥＲＴ 1465390422
ヴェール訪問看護

ステーション二子
川崎市高津区諏訪１－４－６

訪問看護

介護予防訪問看護

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙省略

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車　　　　　2,500円

原動機付自転車　5,000円

自動二輪車　　�10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第391号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月27日から令和６年９月10日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
東門前

第14号線

川崎市川崎区東門

前３丁目56番13
3.64 22.38

川崎市川崎区東門

前３丁目56番13

新
東門前

第14号線

川崎市川崎区東門

前３丁目56番13
3.64

～

6.53

22.38
川崎市川崎区東門

前３丁目56番13

　　　───────────────────

川崎市告示第392号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に

基づき、次の道路の供用を令和６年８月27日から開始し

ます。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月27日から令和６年９月10日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

東門前

第14号線

川崎市川崎区東門前３丁目56番13

川崎市川崎区東門前３丁目56番13

　　　───────────────────

川崎市告示第393号

介護保険法によるサービス事業者等の指定

等について

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第394号

介護保険法等によるサービス事業所等の廃

止等について

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第

78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第105

条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第２項、

第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険法等の

一部を改正する法律附則130条の２第１項によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前の介護保険法（以下、

「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定により、指

定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業

者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、又は指

定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設

若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出があっ

たため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、第

104条の２、第115条の10、第115条の20、第115条の30、

第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条

の規定に基づき告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

合同会社ＬＣ 1475602734 リリアンケア百合ヶ丘
川崎市麻生区百合丘３－19－９

メゾン・ド・ユリ103
居宅介護支援

ＨｅｒｃｉＢｏｋｕ株式会社 1465290325
カーサ訪問看護

ステーション中原

川崎市中原区新城１－13－７

クレーシェ新城２Ｆ

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社文教センター 1475102735 ジョイリハアスリエ柳町
川崎市幸区柳町55番地１

サンライズビル１Ｆ
通所介護

株式会社ビーナス 1475502934 リハフロ宮前
川崎市宮前区平２－２－19

フラットリブ１階
通所介護

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

令和６年６月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社　アライブ 1475001762 アライブケアプランセンター
川崎市川崎区本町２－９－３

マリーナ川崎101
居宅介護支援

合同会社友輪 1475602114 ケアステーション　デイジー 川崎市麻生区高石６－13－４ 居宅介護支援

有限会社　明寿会 1475000525 柳田デイサービス 川崎市川崎区旭町２－21－10 地域密着型通所介護

有限会社ほっと 1465590310 訪問看護リアン
川崎市宮前区西野川

１－19－49
訪問看護

アースサポート株式会社 1475501332 アースサポート川崎宮前 川崎市宮前区土橋２－６－２
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

社会福祉法人　母子育成会 1475000251 高齢者福祉施設　しおん 川崎市川崎区本町１－１－１ 地域密着型介護老人福祉施設

社会福祉法人母子育成会 1475000053
社会福祉法人母子育成会

しおん居宅介護支援センター
川崎市川崎区本町１－１－１ 居宅介護支援

社会福祉法人母子育成会 1475000251 高齢者福祉施設　しおん 川崎市川崎区本町１－１－１
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人母子育成会 1405000041
しおん

地域包括支援センター
川崎市川崎区本町１－１－１ 介護予防支援

社会福祉法人母子育成会 1405100015
しゃんぐりら

地域包括支援センター
川崎市幸区東小倉６－１ 介護予防支援

社会福祉法人母子育成会 1475100622
しゃんぐりら

デイサービスセンター
川崎市幸区東小倉６－１ 通所介護

社会福祉法人母子育成会 1475100606
特別養護老人ホーム

しゃんぐりら
川崎市幸区東小倉６－１

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人母子育成会 1475100606
特別養護老人ホーム

しゃんぐりら
川崎市幸区東小倉６－１ 介護老人福祉施設

社会福祉法人母子育成会 1475101489
特別養護老人ホーム

しゃんぐりら（ユニット）
川崎市幸区東小倉６－１ 介護老人福祉施設

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市告示第395号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月28日から令和６年９月11日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道
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旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅早野線

（Ⅵ）

川崎市麻生区下麻

生２丁目684番１
16.00 23.80

川崎市麻生区下麻

生２丁目682番１

新
菅早野線

（Ⅵ）

川崎市麻生区下麻

生２丁目683番１
16.00

～

23.39

23.80
川崎市麻生区下麻

生２丁目683番１

　　　───────────────────

川崎市告示第396号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年８月30日から令和６年９月13日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
上作延

第159号線

川崎市高津区上作

延三丁目713番14
5.00 8.41

川崎市高津区上作

延三丁目713番13

新
上作延

第159号線

川崎市高津区上作

延三丁目713番14
4.64

～

5.00

8.41

関係図

面のと

おり
川崎市高津区上作

延三丁目713番13

　　　───────────────────

川崎市告示第397号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規

定において準用する同法第19条第１項の規定により、都

市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定におい

て準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図書

を公衆の縦覧に供します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画都市高速鉄道の変更（東日本旅客鉄道

南武線）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　追加する部分

川崎市　幸区　　�塚越１丁目、塚越３丁目、塚越

４丁目、東小倉、小倉、鹿島田

１丁目及び鹿島田２丁目地内

　　　　　　　中原区　�上平間、田尻町、北谷町、市ノ

坪、中丸子、下沼部、上丸子及

び上丸子山王町２丁目地内

　⑵�　削除する部分

なし

　⑶�　変更する部分

なし

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　───────────────────

川崎市告示第398号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規

定において準用する同法第19条第１項の規定により、都

市計画を変更したので、同法第21条第２項の規定におい

て準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、この都市計画の図書

を公衆の縦覧に供します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画道路の変更（３・５・２号矢向鹿島田

線ほか11路線）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　川崎都市計画道路の変更（３・５・２号矢向鹿島

田線）

　　ア�　追加する部分

なし

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

川崎市　幸区　　�塚越３丁目、東小倉、小倉、

鹿島田１丁目及び鹿島田２丁

目地内

　　　　　　　　中原区　市ノ坪地内

　⑵�　川崎都市計画道路の変更（３・５・３号大田神奈

川線）

　　ア�　追加する部分

なし

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

川崎市　中原区　�上平間、田尻町、北谷町及び

市ノ坪地内

　⑶�　川崎都市計画道路の変更（３・５・９号古市場矢

上線）

　　ア�　追加する部分

なし

　　イ�　削除する部分

なし
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　　ウ�　変更する部分

川崎市　幸区　　�鹿島田１丁目地内

　⑷�　川崎都市計画道路の変更（３・５・10号塚越南加

瀬線）

　　ア�　追加する部分

なし

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

川崎市　幸区　塚越３丁目地内

　⑸�　川崎都市計画道路の変更（７・７・８号区画街路

13号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　中原区　田尻町地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑹�　川崎都市計画道路の変更（７・７・９号区画街路

14号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　中原区　�北谷町、市ノ坪、中丸子及び

下沼部地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑺�　川崎都市計画道路の変更（８・７・７号南武線沿

道１号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　幸区　　�塚越１丁目及び東小倉地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑻�　川崎都市計画道路の変更（８・７・８号南武線沿

道２号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　幸区　　�小倉及び鹿島田１丁目地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑼�　川崎都市計画道路の変更（８・７・９号南武線沿

道３号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　幸区　　�鹿島田１丁目地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑽�　川崎都市計画道路の変更（８・７・10号南武線沿

道４号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　幸区　　鹿島田２丁目地内

　　　　　　　　中原区　上平間地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑾�　川崎都市計画道路の変更（８・７・11号南武線沿

道５号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　中原区　上平間及び田尻町地内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

　⑿�　川崎都市計画道路の変更（８・７・12号南武線沿

道６号線）

　　ア�　追加する部分

川崎市　中原区　�北谷町、中丸子及び下沼部地

内

　　イ�　削除する部分

なし

　　ウ�　変更する部分

なし

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

税 告 示

川崎市税告示第６号

川崎市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第23条

の５第１項の規定に基づき、川崎市市税条例の規定によ

る寄附金の指定について（平成21年川崎市告示第91号）の

一部を改正し、令和６年７月25日以後に支出する分から

適用しますので、同条例第23条の６第２項の規定により

告示します。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

表中に次のように加える。

ＮＰＯ法人チーム・

ユニコン

（川崎市麻生区片平

２丁目17番６号）

左に掲げる者の主た

る目的である業務に

関連する寄附金

令和６年７月25日から

令和11年７月24日まで
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その11）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月20日10時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その12）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格 ⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

公 告

川崎市公告第1197号

川崎新！アリーナシティ・プロジェクトに

係る条例環境影響評価準備書等に関する公

聴会の開催について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第23条第２項の規定に基づき、その旨及び川

崎市環境影響評価に関する条例施行規則（平成12年川崎

市規則第106号）第21条に定める事項について、次のとお

り公告します。

令和６年８月16日� 崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価準備書等に関する公聴会

の開催について

１�　指定開発行為の名称

川崎新！アリーナシティ・プロジェクト

２�　条例公聴会開催日時

令和６年８月31日㈯午前10時00分から

３�　条例公聴会開催場所

会場名　川崎市役所　本庁舎　２階ホール

所在地　川崎市川崎区宮本町１番地

４�　意見を聴こうとする事項

騒音・振動・低周波音、地域交通

　　　───────────────────

川崎市公告第1198号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その13）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月18日10時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その14）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月18日14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その15）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月20日14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その16）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日10時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その17）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されている者。

⑹�　本業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は測量士

補でも可））確保すること。なお、技術者には、委託業務代理人及び主任技術者を含むことができる。

ただし、同一公告日の土地境界確定等測量委託に関し、技術者（測量士及び測量士補）を兼任する

ことはできない。

　�　また、配置予定の測量士（測量士補）は、一般競争入札参加申込締切日以前において、直接的な

雇用関係（自社社員）であること。
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月18日15時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園108区周辺小区画墓所等整備設計業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延地内

履行期間 令和７年３月14日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「造園部門」

で登録されている者。

⑷�　主任技術者は、次のア～エのいずれかの要件を満たす者を配置できること。

　ア�　技術士（建設部門：都市及び地方計画）又は（総合技術監理部門：建設―都市及び地方計画）の

いずれかの資格を有する者。

　イ�　ＲＣＣＭ（造園部門）又は（都市計画及び地方計画部門）のいずれかの資格を有する者。

　ウ�　１級土木施工管理技士

　エ�　１級造園施工管理技士

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度�都市計画道路鹿島田菅線（宮内新横浜線関連外郭部）事業建物調査等委託その２

履行場所 川崎市中原区宮内二丁目地内

履行期間 令和７年２月28日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」、種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 百合丘小学校前歩道橋補修詳細設計委託

履行場所 川崎市麻生区百合丘２丁目１番地先

履行期間 令和７年３月14日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「鋼構造及び

コンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構

造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

　�　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（機械清掃）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内他２箇所

履行期間 令和６年12月27日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録され

ている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月19日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・�本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契
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川崎市公告第1199号

（仮称）高津物流施設計画に係る条例環境

影響評価準備書及び要約書について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第18条第１項の規定に基づく条例環境影響評

価準備書及び要約書の提出がありましたので、同条例第

19条の規定に基づき、その旨及び川崎市環境影響評価に

関する条例施行規則（平成12年川崎市規則第106号）第16

条で定める事項について次のとおり公告します。

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価準備書について

１�　指定開発行為者

名　称：日鉄興和不動産株式会社

代表者：代表取締役副社長　

　　　　企業不動産開発本部長　吉澤　恵一

住　所：東京都港区赤坂一丁目８番１号

２�　指定開発行為の名称及び種類

　⑴�　名称

（仮称）高津物流施設計画

　⑵�　種類

都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第

３種行為）

大規模建築物の新設（第１種行為）

工場又は事業所の新設（第１種行為）

３�　指定開発行為を実施する区域

川崎市高津区下野毛２丁目976－１ほか、

　　　　　　　　北見方３丁目531－１ほか

　　　　　中原区宮内２丁目1541番２ほか

４�　指定開発行為の目的及び内容

　⑴�　目的

物流倉庫（一部産業支援施設）の新設

　⑵�　内容

開発区域面積：約46,480㎡　

建築面積：約20,760㎡　

延べ面積：約110,790㎡

５�　指定開発行為の施行期間

令和７年６月（着工予定）～令和10年２月（完了予定）

６�　条例環境影響評価準備書の要旨

第１章　指定開発行為の概要

第２章　�条例方法書に対する市民意見等の概要と指

定開発行為者の見解

第３章　�計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

第４章　環境影響評価項目の選定等

第５章　環境影響評価

第６章　環境保全のための措置

第７章　環境配慮項目に関する措置

第８章　環境影響の総合的な評価

第９章　事後調査計画

第10章　関係地域の範囲

第11章　その他

資料編

７�　条例環境影響評価準備書の写しの縦覧の期間、場所

及び時間

　⑴�　期間

令和６年８月19日㈪から令和６年10月２日㈬まで

　⑵�　場所及び時間

高津区役所(１階)・中原区役所(５階)・環境局

環境評価課(市役所本庁舎20階)

午前８時30分～午後５時（環境局環境評価課は午

後５時15分まで）。土曜・日曜及び祝日は除く。た

だし高津区役所では第２･第４土曜午前８時30分～

午後０時30分も行います。

※�縦覧開始日（８月19日）は、午前10時から縦覧

を行います。

　　　───────────────────

川崎市公告第1200号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市川崎区大師河原二丁目4731番５

� ほか４筆

� 841平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都千代田区丸の内２－７－２

株式会社オープンハウス・ディベロップメント

代表取締役　福岡　良介

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：９戸９棟

そ　の　他

約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定める必要があります。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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４�　開発許可年月日及び許可番号

令和６年３月５日

川崎市指令　ま宅審（�）第249号

令和６年６月10日

川崎市指令　ま宅審（�）第28号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1201号

次の市有財産について、プロポーザル方式による貸付

けを実施します。

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一時貸付物件および使用許可可能な駐車場

　⑴�　一時貸付物件は次のとおりです。

住宅名

（所在地）
地目

貸付面積

（㎡）
事業内容

宮内市営住宅

（中原区宮内４丁目375の一部）
宅地 1,200㎡ 貸し菜園

本物件の一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づ

く貸付け（賃貸借契約）です。借地借家法（平成３年

法律第90号）の規定の適用はないものとします。

ただし、当該土地内に存する電話柱２本（矢口支

RB7,矢口支RB８）および支線１本（矢口支RB８を支

える支線）の設置部分（公募要項の物件現況図を参

照してください。）は、貸付範囲から除きます。なお、

支線については、空中を通る支線直下の土地も含め

て貸付範囲外とします。

　⑵�　上記貸付物件とは別に、市営住宅敷地内の駐車場

区画の使用を希望する場合、借受者は、地方自治法

第238条の４第７項の規定に基づく、行政財産の使

用許可の手続きを行う必要があります。

この場合の許可条件については、公募要項を参照

してください。また、使用料は１区画あたり13,000

円／月です。ただし、貸付期間中、市営住宅の駐車

場使用料の改定に伴い、上記使用料の額を変更する

場合があります。

駐車場を使用する場合、借受者の責任で使用する

区画の清掃や不正駐車対策などの管理を行っていた

だく必要があります。その他条件の詳細については、

公募要項を参照してください。

※�上記１⑴の物件内に駐車場を作ることはできま

せん。

貸付期間は、令和７年４月１日から令和14年３月31

日までの７年間です。

２�　応募者の資格要件

次の⑴～⑼に該当する方は、公募には参加できません。

　⑴�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条

の４第１項の規定に該当する者

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑷�　国税又は川崎市税の未納がある者

　⑸�　本要項に定める条件及び法令を遵守しない者。ま

た、一時貸付物件において、貸付期間中継続して、

貸し菜園を運営する資力、能力等を有しない者。た

だし、貸し菜園の運営について、借受者が業務の一

部を委託することを全面的に禁じ、全ての業務を借

受者が直営で行うことを求めるものではありません。

　⑹�　過去３か年において、貸し菜園事業の運営をした

実績を有しない者。ただし、業務の一部を委託する

場合においては、借受者又は委託先の事業者がそれ

らの実績を有していれば参加することができます。

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がある者

　⑼�　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結している者

３�　貸付契約の主な条件（前記１⑴に示す物件について）

　⑴�　貸付期間

貸付期間は、令和７年４月１日から令和14年３月31

日までの７年間です。菜園に必要な設備の設置及び

撤去にかかる期間は貸付期間に含めるものとします。

　⑵�　貸付料

貸付地の貸付料（年額）は、事業者の提案に基づ

き、決定するものとします。

貸付料は、市が発行する納入通知書により、毎年

度当初、指定する期日までに納入していただきます。

なお、貸付料は固定額とし、出来高払い等による

変動はないものとします。

　⑶�　一時貸付物件の用途指定

一時貸付物件は、前記１⑴に定める事業内容で営

業、運営する用途（以下「指定用途」という。）に供

さなければなりません。指定用途にはその運営に必

要な工作物（建築物（建築基準法第２条第１項第１

号に規定する建築物をいう（以下同じ））を除く。）の

設置を含みます。

また、公募要項に記載するチャレンジ提案におい

て、市が採用したものについては、その用途での使

用を認めるものとします。
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なお、工作物の設置について、一時貸付物件外の

敷地が必要な場合は、市と協議の上、借受者は、地

方自治法第238条の４第７項の規定に基づく、行政

財産の使用許可の手続きを行う必要があります。

また、一時貸付物件内に自動販売機等の設置を希

望する場合は、別途御相談ください。

　⑷�　禁止事項

一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。ただし、書面により市の承諾を得ている

場合はこの限りではありません。

　　ア�　一時貸付物件を指定用途以外の用途に供するこ

と。

　　イ�　一時貸付物件に建築物を建築すること。（仮設

トイレを含みます。）

　　ウ�　一時貸付物件を指定用途以外の用途で第三者に

転貸すること。

　　エ�　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　オ�　一時貸付物件において公序良俗に反する行為を

すること。

　⑸�　実地調査等

前記⑶及び⑷の履行を確認するため、市が一時貸

付物件の利用状況等についての実地調査を実施する

とき又は関係資料の提出を求めたときは、借受者は

必ず市に協力しなければなりません。

　⑹�　資料の提出等

　　ア�　借受者は、事故、市および第三者の財産の破損、

市が対応する必要があるトラブルが発生した際に

は、速やかに市に報告をするものとします。

　　イ�　借受者は、毎年１回、貸し菜園の利用状況、管

理運営状況等を記載した事業報告書を作成し、各

年度終了後速やかに、市に提出するものとします。

事業報告書のフォーマットは、借受者決定後、市

と借受者とで協議の上決定するものとします。な

お、市はこれを公表できるものとします。

　　ウ�　借受者は、市の要請を受けた場合には、市営住

宅入居者（以下「入居者」という。）及び近隣住民

への説明会等に同席し、必要に応じて資料の作成

及び説明を行うものとします。

　　エ�　川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１

号）に基づく開示請求又は市議会からの要請を受

けた場合には、借受者は市に協力するよう努める

ものとします。

　　オ�　市が、債権の保全上必要があると認めるとき、

又は指定用途以外の用途で第三者に一時貸付物件

を転貸している疑いがある場合等において確認の

必要があると認めるときは、市は借受者に対して

その参考となるべき資料の提出又は報告を求める

ことができるものとします。

　⑺�　違約金

前記⑶～⑸又は⑹ア、イ、オの条件に違反した場

合には、「貸付料（総額）」（各年度の貸付料（年額）

の合計額（前記１⑵に示す駐車場および前記３⑶に

示す行政財産使用許可による使用料は除きます。））

の100分の30に相当する額を違約金として市に支払

わなければなりません。

　⑻�　一時貸付物件の引渡しと返還

　　ア�　一時貸付物件は、市、第１期の借受者及び第２

期の借受者で土地の原状回復に関する協議を行

い、その内容に応じた状態で貸付期間の初日に引

渡します。

また、返還にあたっては、借受者は第１期事業

開始前の原状（更地）に回復しなければなりませ

ん。ただし、原状回復を不要とすることについて、

書面により市の承諾を得ている物についてはこの

限りではありません。

なお、菜園として利用するために運び入れた土

に関しては、原状への回復は不要とします。ただ

し、土留め、暗渠等を設置した場合は当該土留め、

暗渠等を撤去、原状回復し、撤去後に土留め等が

なくても土砂が貸付地の外に流出しないように処

置するものとします。また、地面に穴等を掘った場

合は空洞が残らないように埋め戻すものとします。

また、残渣を含むゴミ等を埋め残してはなりません。

また、一時貸付物件の引渡し後に借受者が埋設

物の施工や工作物の設置を行った場合は、市の指

示により、速やかに埋設物の施工、工作物の設置

に関する図面、写真等の土地利用状況に関する書

類を提出するものとします。

　　イ�　市は、貸付期間の満了前に、貸付期間満了日以

降の期間について、再び貸し菜園に係る借受者を

公募する可能性があるものとします。その公募の

結果、今回公募の借受者が次の期間も引き続き同

じ一時貸付物件を使用できることが明らかになっ

たときは、当該一時貸付物件を原状に回復するこ

となく、引き続き使用することができます。

また、借受者が次の貸付期間における借受者

（以下「次期借受者」という。）と異なる場合は、必

要に応じて、次期借受者決定後、速やかに市、借

受者及び次期借受者と貸付物件の返還に向けて、

当該一時貸付物件の原状回復に関する協議を行う

ものとします。

４�　市営住宅敷地内駐車場を利用する場合の条件（前記

１⑵に示す物件）

　⑴�　前記１⑵に示す駐車場を利用する場合、以下の条

件に加え、行政財産使用許可の許可条件（詳しくは
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公募要項を参照してください。）を守る必要がありま

す。（許可条件２では転貸を禁じていますが、駐車

場区画を不特定の貸し菜園の利用者に利用させるこ

とは転貸には当たりません。借受者が特定の利用者

や第三者と契約して駐車場区画を貸し出すことは、

転貸となりますのでご注意ください）

　⑵�　許可期間は、令和７年４月１日から令和14年３月

31日までの７年間です。

ただし、一回に許可できる期間は１年度以内であ

り、借受者は、使用期間満了の30日前までに使用許

可の申請をする必要があります。また、利用区画数

は市と協議の上、年度ごとに増減させることが可能

なものとします。

　⑶�　使用料は、市が発行する納入通知書により、毎年

度当初、指定する期日までに納入していただきます。

使用料の額は前記１⑵のとおりですが、令和７年度

以降、市営住宅の駐車場使用料の改定に伴い、使用

料の額を変更する場合があります。

　⑷�　使用する駐車場区画は、借受者決定後に市と借受

者とが協議して決定するものとします。

　⑸�　次の各号に示す事項を禁止します。貸し菜園の利

用者として駐車場を利用する者にも借受者が責任を

持って周知し、守らせるものとします。

　　ア�　危険物又は外の自動車の駐車に支障となる荷物

等を積載して駐車場を使用すること。

　　イ�　駐車場内で洗車又はオイル交換等を行うこと。

　　ウ�　団地内でみだりに騒音を発生させる等生活環境

上支障となる行為をすること。

　　エ�　他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障

となる行為をすること。

　　オ�　駐車場内で火気を取り扱うこと。

　　カ�　その他の前各号に準ずる行為をすること。

　⑹�　次の各号に示す事項を遵守することとします。貸

し菜園の利用者として駐車場を利用する者にも借受

者が責任を持って周知し、守らせるものとします。

　　ア�　団地内では、徐行し安全運転をするとともに、

事故を未然に防ぐよう努めてください。

　　イ�　その他駐車場を正常に使用できるように努める

ものとします。

　⑺�　利用する駐車場区画について、少なくとも月に１

回清掃を行うものとします。

　⑻�　貸し菜園関係者以外の車が利用しないよう、不正

利用の防止に努めるものとします。前記⑺における

駐車場区画の清掃および不正利用の防止策について

は、公募要項６⑿の現地訪問及び維持管理について

の計画書に含めて市に提出するものとします。

　⑼�　前記３⑹アに示す報告には、駐車場および駐車場

の利用に関するトラブルの報告も含めるものとします。

５�　応募の手続き等

　⑴�　応募の手続き

　　ア�　公募要項の配布：�令和６年８月19日㈪から９月

６日㈮まで

公募要項は、川崎市ホームページにおける貸付

募集案内（令和６年度）において、ダウンロード

できます。

また、市営住宅管理課（応募申込書類等提出先）

においても配布します。

　　イ�　応募申込期間：�令和６年８月26日㈪から９月６

日㈮まで

応募者は、応募申込書類を提出先に直接お持ち

ください。郵送による応募申込の受付は行ってお

りません。

また、申込前に、必ず貸付等対象物件と関係法

令を確認してください。現地調査を行う場合は、

事前に市営住宅管理課まで御連絡ください。

　　ウ�　提出期間　�令和６年８月26日㈪から９月６日㈮

まで

受付時間　�午前９時から午後４時まで（正午か

ら午後１時までを除く。）

　　エ�　提出先

川崎市川崎区宮本町１番地

（川崎市役所新本庁舎18階）

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

電話　044-200-2951（直通）

　⑵�　質疑書の受付：�令和６年９月９日㈪から９月13日

㈮まで

この要項に関する質疑は、質疑書により受け付け

ます。

質疑書を提出できる者は応募申込者に限り、提出

方法については、ＦＡＸ又はEメールでお願いします。

送信後は、電話で質疑書送信の旨を連絡してくださ

い。質疑書については、公募要項を御覧ください。

　⑶�　質疑の対する回答

令和６年９月20日㈮までに、Eメールにより全て

の質疑書に対する回答を応募者全員に回答します。

（質疑書提出者が特定されると思われる情報は公開

いたしません。）

　⑷�　企画提案書類の提出：�令和６年９月24日㈫から９月

27日㈮まで

企画提案書類は提出先に直接お持ちください。郵

送による提出は受付けません。また、Eメールにより、

データ（PDF形式）の提出も併せてお願いします。

なお、応募申込者から所定期間内に提出がない場

合は、応募を辞退したものとみなします。

※�企画提案書類を提出できる者は応募申込者に限

ります。
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６�　借受予定者の選定等

　⑴�　借受予定者の選定方法

市において企画内容や実施能力等を審査し、総合

的に判断の上、応募者の中から借受予定者及び次点

者を決定します。（評価内容により次点者を定めな

いことがあります。）

　⑵�　審査の実施

提出書類の内容に基づき市が審査を実施します。

なお、企画提案書類の内容について、市から質問

する場合があります。その場合は、速やかに書面で

回答してください。

　⑶�　審査項目

事業主体の適格性、事業計画の妥当性、借受条件

の優位性について審査します。

　⑷�　失格要件

次の失格要件に該当すると認められる場合は、審

査の上、失格とします。

　　ア�　本要項の定める応募資格要件を満たしていない

場合

　　イ�　企画提案書類が、本要項の示す要件を満たして

いない場合

　　ウ�　企画提案書類に虚偽の記載があることが判明し

た場合

　⑸�　借受予定者の決定時期並びに審査結果の通知及び

公表

借受予定者は、令和６年10月上旬に決定する予定

です。審査結果は応募者全員に文書で通知します

が、審査結果や内容に関するお問い合わせには応じ

られません。

なお、決定した借受予定者等については公表する

予定です。

　⑹�　借受予定者の決定の取消し

次の場合には、借受予定者としての決定を取り消

します。

　　ア�　借受予定者の決定から契約締結までの間に、借

受予定者について資金事情の変化等により貸し菜園

の運営実施の履行が確実でないと市が判断した場合

　　イ�　著しく社会的信用を失墜する等により、借受予

定者として相応しくないと市が判断した場合

　　ウ�　借受予定者が本要項に定める応募者の資格要件

に適合しなくなった場合

７�　契約締結（前記１⑴の物件について）

　⑴�　契約の締結

市と借受予定者は令和７年３月下旬以降に契約を

締結します。借受予定者の企画提案書類の内容を反

映させる目的で、契約締結にあたり契約書（案）及

び特記仕様書（案）の補正等を行う場合があります。

本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に

関して必要な費用は、借受者の負担です。

なお、借受予定者が本件契約を締結しない場合、

借受予定者としての決定は無効となります。また、

川崎市契約規則第２条に基づき、今後３年間、川崎

市の一般競争入札に参加することができなくなるこ

とがあります。

　⑵�　契約保証金

　　ア�　本件契約締結日までに契約保証金として、貸付

料（月額）（前記１⑵に示す駐車場および前記３⑶

に示す行政財産使用許可による使用料はのぞきま

す）の13か月分相当の額に貸付地の原状回復に係

る費用等の概算額を加えた額と比して、契約上の

義務の履行を確保するために十分な額を納入して

いただきます。（「原状回復に係る費用等の概算額」

は、借受者決定後、契約までに具体的な金額を決

定する予定です）

　　イ�　契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸

付物件の原状回復を確認後、借受者の請求に基づ

き利息を付さずに返還します。

　　ウ�　借受者が本件契約上の義務を履行しないとき

は、市は本件契約を解除し、納付された契約保証

金は市に帰属することになります。

８�　行政財産使用許可

　⑴�　許可手続き

前記１⑵に示す駐車場を使用する場合および前記

３⑶に示す行政財産使用許可を受ける場合は、令和

７年３月下旬以降に借受予定者から市に申請を行い

ます。行政財産使用許可条件及び駐車場使用に関す

る許可条件（案）は、公募要項を参照してください。

なお、借受予定者の企画提案書類の内容を反映さ

せる目的で、駐車場使用に関する許可条件（案）の

修正等を行う場合があります。

９�　その他

　⑴�　詳細は、公募要項を御覧ください。

　⑵�　事情により予告なく公募を取り止める場合があり

ます。

　⑶�　公募開始から提案書受付期間となる令和６年８月

26日㈪から９月６日㈮までの間であれば、現地訪問

による確認が可能です。ただし、現地訪問の際は事

前に、下記⑸に記載の連絡先まで御連絡ください。

　⑷�　公募要項に定めるもののほか、地方自治法、地方

自治法施行令、川崎市財産規則（昭和39年川崎市規

則第33号）、川崎市契約規則、その他関係法令等の

定めるところによります。

　⑸�　本要項に関する問い合わせ先は、次のとおりです。

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

（川崎市役所新本庁舎18階）
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター受水槽補修工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

履行期間 契約の日から令和７年１月24日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川崎

市上下水道指定）」ランク「Ｃ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

電話　044-200-2951（直通）

　　　───────────────────

川崎市公告第1202号

令和６年８月１日付け川崎市公告第1155号で公告しま

した、川崎都市計画地区計画の決定（大川町産業団地地

区地区計画）の都市計画素案の縦覧について、次のとお

り訂正します。

令和６年８月20日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

５�　都市計画素案の説明会及び縦覧

　⑵�　縦　覧

　　イ�　場　所　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　　　�（川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市

役所本庁舎19階）

　　　　　　　　川崎区役所３階市政資料コーナー

　　　　　　　　（川崎区東田町８）

　　　　　　　　川崎区役所大師支所

　　　　　　　　川崎区役所田島支所

　　　　　　　　川崎市立川崎図書館

　　　　　　　　�（川崎区駅前本町12－１　かわさき駅

前タワーリバーク４階）

　　　　　　　　※�都市計画課、川崎区役所、大師支所、

田島支所は、閉庁日（土・日曜日・

祝日）を除く平日の午前８時30分か

ら午後５時まで。

　　　　　　　　※�川崎図書館は、平日の午前９時30分

から午後７時まで、並びに土曜日、

日曜日及び祝日の午前９時30分から

午後５時まで。なお、休館日があり

ますので御注意ください。

正

５�　都市計画素案の説明会及び縦覧

　⑵�　縦　覧

　　イ�　場　所　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　　　　　　　�（川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市

役所本庁舎19階）

　　　　　　　　�川崎区役所12階市政資料コーナー

　　　　　　　　（川崎区東田町８）

　　　　　　　　川崎区役所大師支所

　　　　　　　　川崎区役所田島支所

　　　　　　　　�川崎市立川崎図書館（川崎区駅前本町

12－１　かわさき駅前タワーリバーク

４階）

　　　　　　　　※�都市計画課、川崎区役所、大師支所、

田島支所は、閉庁日（土・日曜日・

祝日）を除く平日の午前８時30分か

ら午後５時まで。

　　　　　　　　※�川崎図書館は、平日の午前９時30分

から午後７時まで、並びに土曜日、

日曜日及び祝日の午前９時30分から

午後５時まで。なお、休館日があり

ますので御注意ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第1203号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑽�　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月６日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市本庁舎改修電気その他設備工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」又は「Ｂ」で登録され

ていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月18日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度道路照明設置その３工事

履行場所 川崎市多摩区東三田２－14－23番地先他１箇所

履行期間 契約の日から90日間
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参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「照明灯設備」ランク「Ｂ」で

登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月11日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 かわさき北部斎苑斎場棟大屋根部上裏面塗装改修その他工事

履行場所 川崎市高津区下作延６丁目18番１号

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100
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入札日時等 令和６年９月11日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鹿島田ポンプ設備他制御盤等更新工事

履行場所 川崎市幸区鹿島田２丁目１番５号地先ほか１箇所

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

　�　また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することが

できます。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月11日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 初山住宅新築第３号電気設備工事

履行場所 川崎市宮前区初山２丁目900－61

履行期間 契約の日から令和８年７月15日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。
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参 加 資 格

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年10月２日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区役所道路公園センター換気その他設備改修工事

履行場所 川崎市中原区下小田中２丁目９番１号

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「冷暖房設備」ランク

「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。
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参 加 資 格

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月18日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 向小学校受変電設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区大島４丁目17番１号

履行期間 契約の日から令和７年10月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100
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入札日時等 令和６年10月２日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル・リーファーフレーム（Ａレーン）補修工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「鋼構造物」種目「その他の鋼構造物」で登

録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑺�　監理技術者資格者証（業種「鋼構造物」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月25日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新町小学校受変電設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区渡田新町３丁目15番１号

履行期間 契約の日から令和７年９月30日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年10月２日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 王禅寺余熱利用市民施設プール塗装改修工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺1321番地

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで
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参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「塗装」種目「塗装」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月６日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度千鳥町港務所前道路改良工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地内

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。
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参 加 資 格
　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内主要地方道幸多摩線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市高津区二子１丁目４番地先

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。

⑴�　開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱・

運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」という。）及び予定価格を

示した保留通知を入札参加者に発行します。

⑵�　積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札（以下、「有効札」

という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の範囲内の平均値（１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を本入札の最低制限価格として設定します。

　�　ただし、当該金額が予定価格に10分の9.5を乗じて得た金額（10,000円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては10分の9.5を乗じて得た金額を本入札

の最低制限価格とします。
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そ　の　他

⑶�　上記⑵にかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、再度入札と

なった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格とします。詳細は「川崎市請

負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路補修（緊急24－２）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市中原区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ

る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」に

登録があること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道高石159号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市麻生区高石４丁目22番地先

履行期間 契約の日から140日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月５日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

　ア�　入札参加者は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切削）

工事」又は「市道高石159号線道路補修（打換）工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとしま

す。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この

限りではありません。

　イ�　落札候補者決定は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切

削）工事」、「市道高石159号線道路補修（打換）工事」の順に行います。

　ウ�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

　エ�　上記アの対象工事においては、配置できる技術者が１名でも全ての入札に参加することが可能

です。詳細は、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第４条４を御覧ください。

⑵�　「川崎市入札契約に関する共通事項」及び「川崎市競争入札参加者心得」も併せて御確認ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道野川381号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市宮前区南野川３丁目14番地先

履行期間 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。
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⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月５日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

　ア�　入札参加者は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切削）

工事」又は「市道高石159号線道路補修（打換）工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとしま

す。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この

限りではありません。

　イ�　落札候補者決定は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切

削）工事」、「市道高石159号線道路補修（打換）工事」の順に行います。

　ウ�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

　エ�　上記アの対象工事においては、配置できる技術者が１名でも全ての入札に参加することが可能

です。詳細は、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第４条４を御覧ください。

⑵�　「川崎市入札契約に関する共通事項」及び「川崎市競争入札参加者心得」も併せて御確認ください。

（案件17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度緑地前道路改良工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内

履行期間 契約の日から130日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
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　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「舗装」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

本工事は、「川崎市請負工事変動型最低制限価格方式」試行対象案件です。

⑴�　開札後、本入札が有効に成立した場合は、「川崎市工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱・

運用指針」によって算出した最低制限価格（以下、「現行の最低制限価格」という。）及び予定価格を

示した保留通知を入札参加者に発行します。

⑵�　積算疑義申立て期間終了後、現行の最低制限価格から予定価格の間にあった応札（以下、「有効札」

という。）について、標準偏差を取り、有効札の平均±標準偏差の範囲内の平均値（１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を本入札の最低制限価格として設定します。

　�　ただし、当該金額が予定価格に10分の9.5を乗じて得た金額（10,000円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を超える場合にあっては10分の9.5を乗じて得た金額を本入札

の最低制限価格とします。

⑶�　上記⑵にかかわらず、有効札が５者に満たない場合、あるいは予定価格超過により、再度入札と

なった場合については、現行の最低制限価格を本入札の最低制限価格とします。詳細は「川崎市請

負工事変動型最低制限価格方式試行要領」第３条及び第４条を御覧ください。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ガス橋平間歩道橋補修（撤去）及び中原区内一般県道大田神奈川（ガス橋）交差点改良工事

履行場所 川崎市中原区上平間380番地先

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。
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⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「とび・土工」種目「基礎くい打」で登録さ

れていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　とび・土工工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「とび・土工」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川見晴らし公園インフラ整備工事

履行場所 川崎市幸区幸町２丁目地内

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者
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　であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月５日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道下平間18号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区下平間216番地先

履行期間 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月５日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴�　本工事は、「川崎市請負工事受注機会確保方式」対象案件です。

　ア�　入札参加者は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切削）

工事」又は「市道高石159号線道路補修（打換）工事」のいずれか１件のみ落札ができるものとしま

す。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する場合は、この

限りではありません。

　イ�　落札候補者決定は、「市道野川381号線道路補修（打換）工事」、「市道下平間18号線道路補修（切

削）工事」、「市道高石159号線道路補修（打換）工事」の順に行います。
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　ウ�　本工事の落札候補者となった者は、以降に落札候補者を決定する本方式対象案件の落札候補者

にはなれません。ただし、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第３条の規定に該当する

場合は、この限りではありません。

　エ�　上記アの対象工事においては、配置できる技術者が１名でも全ての入札に参加することが可能

です。詳細は、「川崎市請負工事受注機会確保方式実施要領」第４条４を御覧ください。

⑵�　「川崎市入札契約に関する共通事項」及び「川崎市競争入札参加者心得」も併せて御確認ください。

（案件21）

競争入札に

付する事項

件　　 名 岡上跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市麻生区岡上１丁目13番地先

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「橋りょう」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が40点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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川崎市公告第1204号

プロポーザル方式の実施について次のとおり公告します。

令和６年８月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　本企画提案について

本市では、令和４年３月に「川崎市ＤＸ（デジタル・

トランスフォーメーション）推進プラン」を策定し、

その中で「デジタルデバイド対策」を重点取組事項に

定め、めざす姿として、「市民のＩＣＴリテラシーの

向上を図り、年齢等を問わず等しく市民がデジタル技

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件22）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル内ケーブル用配管設置工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地内

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑺�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月17日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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術を活用することによる利益を享受できるように」す

るとし、地域のデジタル人材と連携して取組を進める

こととしています。

本委託は、手続のオンライン化や窓口のデジタル化

など、本市が推進するＤＸによる恩恵を多くの人が享

受できるようにするため、スマートフォンに関する講

座、教室、情報交換会等を実施するものです。

「デジタルデバイド対策」を効果的に実施するために

は、スマートフォンを使い慣れていない市民に向け、

わかりやすく、ニーズの多い内容を盛り込んだ講座や

教室とする必要があることから、これまで川崎市にお

いてデジタルデバイド対策関連講座を行ってきた事業

者、NPO法人等を対象とし、その経験やノウハウを生

かした企画案を採択することで、内容の充実した講座、

教室を効率的に行うことが可能となります。このため、

参加を希望した事業者、NPO法人等から企画案を募集

し、最も優れた企画案を提案した事業者、NPO法人等

と随意契約を行います。

２�　件　　名

令和６年度デジタルデバイド対策関連講座等実施委託

３�　委託期間

契約締結日から令和７年３月31日まで

４�　履行場所　

川崎市内の行政施設等

５�　委託業務の内容等

手続のオンライン化や窓口のデジタル化など、本市

が推進するＤＸによる恩恵を多くの人が享受できるよ

うにするため、スマートフォンに関する講座、教室、

情報交換会等を実施します。

６�　契約方法及び業務規模概算額

　⑴�　契約方法

公募型プロポーザル方式（随意契約）

　⑵�　業務概算額

2,376,000円（消費税及び地方消費税を含む）以下

７�　参加資格

この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た

している必要があります。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　契約時点までに、令和５・６年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「その他業務」、種目「催物会

場設営及びイベント，運営・企画」に登録されてい

るものであること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　市内中小企業者若しくは、主たる事務所の所在地

が川崎市内となっているNPO法人、社会福祉法人、

一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人又は公

益社団法人（以下事業者等）であること。

　⑸�　過去５年間に川崎市内において類似の事業の実績

があること。

８�　公募手続

本公募に参加を希望する者は、次により参加意向申

出書のほか、上記７の⑸を証する書類（写し可）を提

出しなければなりません。また、参加意向申出書等関

係資料の配布及びその提出は、次のとおりとします。

　⑴�　参加意向申出書等の配布、提出及び問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎10階

総務企画局デジタル化施策推進室　

庶務・企画調整担当

電　話　044－200－2109（直通）

ＦＡＸ　044－200－3752

電子メール　17digital@city.kawasaki.jp

※�「参加意向申出書」等は、川崎市総務企画局デ

ジタル化施策推進室のホームページからダウン

ロードも可能です。

　�https://www.city.kawasaki.jp/templates/

proposal/170/0000168528.html

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月21日㈬から令和６年８月30日㈮まで

とします（午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで（土日を除く。））。

　⑶�　提出期限及び提出方法

令和６年８月30日㈮までに提出（持参は午後５時

15分まで、郵送は当日必着）

　⑷�　公募への参加指名の通知

参加意向申出書及び資格確認資料に基づき応募資

格を確認後、提案資格確認結果通知書を令和６年９

月３日㈫までにメールにて送付します。

　⑸�　質問と回答

仕様書の内容についての質問は、質問書により、

電子メールにて受け付けます。なお、電話・ファッ

クスでの質疑応答は行いませんので注意ください。

　　ア�　受付期間

令和６年９月３日㈫午前８時30分から令和６年

９月５日㈭午後５時

　　イ�　質問送付先メールアドレス

17digital@city.kawasaki.jp

　　ウ�　回答

令和６年９月11日㈬午後５時15分までに参加資

格がある全ての事業者等に電子メールにて回答い

たします。

９�　企画提案のための必要書類

次の書類を提出してください。また、提出書類をも
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とにプレゼンテーションを行っていただきますので、

選定評価基準を踏まえて作成いただくようご留意くだ

さい。

　⑴�　企画提案書

企画提案書には、次の事項を盛り込んでください

（順番は問いません。）

　　ア�　今回の業務に対する基本方針

　　イ�　実施体制及び実績

　　　（�）構成員の人員及び役割分担

　　　（�）これまでの実施経験（実施数、実施講座内容）

　　ウ�　川崎市のデジタルデバイド対策に関する現状の

分析

本市のデジタルデバイド対策における現状の分

析と、具体的な課題の抽出

　　エ�　「スマホ初心者向け、より便利になるためのス

マートフォン講座」の実施内容

　　オ�　「スマホ何でも相談会」の実施内容

　　カ�　「川崎市民に必要なスマホ教室」の実施内容

ウの分析、課題から、どのようなスマホ教室を

行うべきか、具体的に提示すること

　　キ�　「地域スマホ相談員育成講座」の実施内容

　　ク�　デジタル人材情報交換会（仮）の実施内容

　　ケ�　その他自由提案

　⑵�　概算見積書　

見積額とその積算の根拠を示し、企画内容は見積

額と整合が取れたものとしてください。

※�企画提案書等作成に伴う費用は提案者の負担と

します。また、御提出いただいた企画提案書は

返却いたしません。

10�　提出書式

　⑴�　書式

　　ア�　企画提案書及び概要見積書の書式は任意です。

　　イ�　全てＡ４サイズで作成してください。

　　ウ�　資料はPDF化して提出してください。

※なお、ページ内に事業者名を入れないでください。

　⑵�　枚数

提出書類の枚数は、上記「９⑵」以外を全て含め

て15枚以内とします。

11�　提出方法・日時・提出先

　⑴�　企画提案書等の提出方法

電子メールにてPDFデータを送付

　⑵�　企画提案書等の提出期間

令和６年９月３日㈫午前８時30分から令和６年９

月20日㈮午後５時15分まで（必着）

※�期日に遅れた場合はいかなる理由があっても受

領できません。

　⑶�　提出先のメールアドレス　

17digital@city.kawasaki.jp

（川崎市総務企画局デジタル化施策推進室）

12�　企画提案会

　⑴�　日時

令和６年９月30日㈪

（時間及び開催場所については、提案者へ別途通

知します。）

※�提案者が多数いる場合は、本市と提案者で相談

の上、日程を調整します。

　⑵�　選考方法

選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会

において実施します。

　⑶�　プレゼンテーション

　　ア�　プレゼンテーションは、上記「11　提出方法・

日時・提出先」で提出された資料に基づき、20分

以内（質疑応答10分を含む。）で行います。

　　イ�　契約後に本業務に携わる人が企画提案書及び提

案資料の作成及びプレゼンテーションに参加して

ください。なお、出席者は３名以内とします。

　　ウ�　会場にモニター（ＨＤＭＩケーブル付）を設置

しますので、提案者が持参したパソコンをモニ

ターに接続し、プレゼンテーションを行っていた

だきます。

※�提出された企画提案書等を事前に評価委員に共

有します。

　⑷�　企画提案の評価

企画提案の評価は、あらかじめ定めた選定評価基

準を基に項目ごとに数値化して、採点し、合計点数

の最高得点を得た者を本委託業務の選定事業者とし

ます。ただし、６⑵業務概算額を超えた見積額を提

示している場合は、特定しません。また、合計点数

が満点の60％に満たない場合や、複数の評価委員か

ら標準点を下回る評価項目がある場合には、受託候

補者として選定されません。本選定評価基準の評価

項目を参考にして、プレゼンテーションを行ってく

ださい。

なお、採点の結果、最も高い総合点を獲得した事

業者等が複数の場合（同点の場合）は、見積金額の

低い事業者等を選定するものとします（それでも決

定しない場合はプロポーザル評価委員会の審議によ

り事業者等を決定します。）。

13�　選考結果通知

選考結果は、令和６年10月８日㈫以降に提案各事業

者すべてに「選考結果通知書（様式４）」を郵送で通知

します。

また、選考結果については市ホームページに掲載し

ます。

14�　契約手続等

選考結果の通知後、速やかに選定された事業者等と
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競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港コンテナターミナルクレーン設備物品

履行場所 川崎市川崎区東扇島92番地

履行期間 令和７年３月31日

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「産業機器」種目「建設・

電気機器｣に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

⑷�　平成26年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。または、

この物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けていること。

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑸�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階）

電話番号��044－200－2091

入札日時等 令和６年10月１日11時00分�（川崎市役所入札室　�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎３階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

契約を締結します。

　⑴�　契約保証金　免除

　⑵�　前払金　　　　否

　⑶�　契約書の作成　要

15�　その他

　⑴�　本委託業務の受託者は、本委託業務の履行により

知りえた情報により、入札の公平性を阻害又は阻害

するおそれがある業務の入札に参加することはでき

ません。

　⑵�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、

辞退届（様式５）を提出してください。

　⑷�　13で非選定の通知を受けた参加者は、通知日から

30日以内において、書面によりその理由について説

明を求めることができます。

　⑸�　提出する書類の作成及び提出に要する経費は応募

者の負担とします。

　⑹�　提出された書類は返却いたしません。

　⑺�　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員

会においてあらかじめ事前評価を行い、原則上位５

団体がヒアリングによる審査・評価を受けることが

できるものとします。

16�　事務局（問い合わせ先及び提出先）

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　

（川崎市役所本庁舎10階）

川崎市総務企画局デジタル化施策推進室　

武田、藤巻

ＴＥＬ：044－200－2109

E-Mail：17digital@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告第1205号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市公告第1206号

川崎都市計画用途地域の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、こ

の案を公衆の縦覧に供します。

なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画用途地域の変更（南渡田北地区）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　追加する部分

なし
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 緑ヶ丘霊園無縁納骨堂周辺小区画墓所設計業務委託

履行場所 川崎市高津区下作延地内

履行期間 令和７年３月14日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「造園部門」

で登録されている者。

⑷�　主任技術者は、次のア～エのいずれかの要件を満たす者を配置できること。

　ア�　技術士（建設部門：都市及び地方計画）又は（総合技術監理部門：

　　建設―都市及び地方計画）のいずれかの資格を有する者。

　イ�　ＲＣＣＭ（造園部門）又は（都市計画及び地方計画部門）のいずれかの資格を有する者。

　ウ�　１級土木施工管理技士

　エ�　１級造園施工管理技士

　⑵�　削除する部分

なし

　⑶�　変更する部分

川崎市　川崎区　南渡田町、浅野町及び鋼管通５

丁目地内

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁者19階）

川崎区役所12階市政資料コーナー（川崎区東田町８）

川崎区役所大師支所（川崎区東門前２－１－１）

川崎区役所田島支所（川崎区鋼管通２－３－７）

川崎市立川崎図書館（川崎区駅前本町12－１　かわ

さき駅前タワーリバーク４階）

※�都市計画課、川崎区役所、大師支所、田島支所は、

閉庁日（土・日曜日）を除く平日の午前８時30分

から午後５時まで。

※�川崎図書館は、平日の午前９時30分から午後７時

まで、並びに土曜日及び日曜日の午前９時30分か

ら午後５時まで。なお、休館日がありますので御

注意ください。

４�　縦覧期間

令和６年８月23日㈮から令和６年９月６日㈮まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1207号

川崎都市計画地区計画の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、こ

の案を公衆の縦覧に供します。

なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画地区計画の変更（南渡田北地区地区計画）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　追加する部分

なし

　⑵�　削除する部分

なし

　⑶�　変更する部分

川崎市　川崎区　南渡田町、浅野町及び鋼管通５

丁目地内

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁者19階）

川崎区役所12階市政資料コーナー（川崎区東田町８）

川崎区役所大師支所（川崎区東門前２－１－１）

川崎区役所田島支所（川崎区鋼管通２－３－７）

川崎市立川崎図書館（川崎区駅前本町12－１　かわ

さき駅前タワーリバーク４階）

※�都市計画課、川崎区役所、大師支所、田島支所は、

閉庁日（土・日曜日）を除く平日の午前８時30分

から午後５時まで。

※�川崎図書館は、平日の午前９時30分から午後７時

まで、並びに土曜日及び日曜日の午前９時30分か

ら午後５時まで。なお、休館日がありますので御

注意ください。

４�　縦覧期間

令和６年８月23日㈮から令和６年９月６日㈮まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1208号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港海底トンネル照明設備改修設計業務委託

履行場所 川崎市川崎区千鳥町６－５ほか

履行期間 令和７年３月28日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「電気電子部

門」で登録されている者。

⑷�　国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した業務委託において、トンネル照明設備の設計業務

の元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸�　現場代理人及び管理（主任）技術者は、技術士（電気電子部門）、技術士（総合技術監理部門：電

気電子）又はＲＣＣＭ（電気電子部門）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 二ヶ領本川(上河原線)人道橋改修設計委託

履行場所 川崎市多摩区生田２丁目19番地先

履行期間 令和７年３月28日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「鋼構造及び

コンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構

造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者を配置できること。

　�　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 三田第４公園整備設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田３丁目５番地

履行期間 令和７年３月21日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「造園部門」

で登録されている者。

⑷�　主任技術者及び照査技術者として、次のア～カのいずれかの資格を有する者を配置できること。

　ア�　技術士（建設部門：都市及び地方計画）

　イ�　技術士（建設部門：建設環境）

　ウ�　ＲＣＣＭ（造園部門）

　エ�　ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門）

　オ�　ＲＣＣＭ（建設環境部門）

　カ�　登録ランドスケープアーキテクト（ＲＬＡ）

　�　なお、主任技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市保管土地図図葉調製委託

履行場所 川崎市内全域

履行期間 令和７年３月21日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「地図調製」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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川崎市公告第1209号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和７年川崎市「二十歳を祝うつどい」入場管理

システム等開発及び運用支援業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市こども未来局青少年支援室、川崎市とどろ

きアリーナ、他

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和７年１月31日まで

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格者名簿に業

種「その他業務」に登載されていること。

　⑷�　過去３年以内に本市、他官公庁又は民間におい

て、本業務と同種または類似した業務を実施した実

績があること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次により申込みを

しなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎15階　

こども未来局青少年支援室　担当　山本

電　話：044－200－2669（直通）

ＦＡＸ：044―200－3931

メール：45sien@city.kawasaki.jp

なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます（「入

札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄の「入札公

表」の中にあります。「入札情報かわさき」のアドレス

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

を参照してください。）

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月４日㈬まで

午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日曜日

を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２⑷の実績を確認できる契約書等の写し

　⑷�　提出方法

持参又は郵送とします。

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、

次により競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　日時

令和６年９月６日㈮　午後５時まで

　⑵�　交付方法

川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付します。

　⑶�　入札説明書の交付

入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、インターネットからダウン

ロードできます(「入札情報かわさき」の「入札情報」

の委託の「入札公表」の中にあります)。なお、イン

ターネットから入手できない者には、申し出により

無償で入札説明書を交付します。

　⑷�　入札説明会

実施しません。

５�　仕様・入札に関する問合せ先

　⑴�　問合せ場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　問合せ期間

令和６年９月６日㈮から令和６年９月13日㈮午後

５時まで

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定するＦＡＸ又は電子メールアドレス

宛て送付してください。

　⑶�　回答方法

質問があった場合の回答は、令和６年９月18日㈬

までに、参加全社宛てに電子メールにて送付します。

６�　競争参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は総価で行います。消費税等を含まない金

額により入札することとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　入札を代理人に委任する場合は、入札書の他に

委任状を提出してください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年９月24日㈫　午後１時30分

　　イ�　場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎15階　こども未来局会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

その者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を

行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑸�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑵の質

問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情報」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）に

おいて、本件の公表情報詳細のページからダウンロー

ドできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1210号

入　　札　　公　　告

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について、次のとおり公告します。

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

海底トンネル照明設備及び交通管制・測定設備保

守点検業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区千鳥町６－５地先ほか

　⑶�　履行期間

契約日から令和６年12月20日まで

　⑷�　業務概要

本業務委託は、川崎港海底トンネル通行車両の安

全を確保するため、照明設備、交通管制設備及び交

通量測定設備の機能を正常かつ良好に維持すること

を目的とした委託であり、対象設備の点検及び管球

類の交換を行う。

設備・業務内容　

　　　　１�　照明設備保守点検

　　　　　　⑴�　人道入口照明保守点検

　　　　　　⑵�　人道照明保守点検

　　　　２�　交通管制設備保守点検

　　　　３�　交通量測定設備保守点検

　　　　　　点検回数　年１回

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されてい

る者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されている者。

３�　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
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この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0869

川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

電話番号　044－287－6014

ＦＡＸ　044－287－6038

E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

とします（毎日午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで）。

　⑶�　提出書類

一般競争入札参加申込書

　⑷�　提出方法

持参とします。

４�　入札説明書の縦覧

入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）。

５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴�　競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア�　交付場所

３⑴に同じ

　　イ�　交付日時

令和６年９月５日㈭午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時の間は除きます）。

　⑵�　入札説明書及び仕様書等の交付

競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア�　交付場所

３⑴に同じ

　　イ�　交付日時

５⑴イに同じ

ただし、⑴及び⑵について、令和５・６年度川崎

市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メー

ルのアドレスを登録している場合は、令和６年９月

５日㈭に競争入札参加資格確認通知書、入札説明書

及び仕様書等を電子メールにより送付します。

６�　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴�　問い合わせ先

３⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月６日㈮午前９時から令和６年９月11

日㈬午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸに限ります。

電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－287－6038

　⑸�　回答方法

令和６年９月18日㈬までに、文書（ＦＡＸ又は電

子メール）にて、競争入札参加者全員に送付します。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法　持参

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時

令和６年９月26日㈭　午前10時

　　イ�　入札場所

川崎市川崎区東扇島38－１

川崎マリエン３階会議室

　⑶�　入札保証金

免除

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約手続等

次により契約を締結します。

　⑴�　契約保証金は免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

契約書を作成することを要します。

　⑶�　契約条項等の閲覧
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川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、

川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1211号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度川崎市新本庁舎整備事業に係る事後調

査報告等業務委託

　⑵�　履行場所　

川崎市川崎区宮本町１番地　ほか

　⑶�　履行期限　

契約締結日から令和７年３月31日まで

（工期の延期の変更届については、令和６年11月

末までとする。）

　⑷�　目　　的

新本庁舎を整備するにあたり、「川崎市環境影響

評価に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき、

平成30年７月に「川崎市新本庁舎整備事業に係る条

例環境影響評価書」（以下「評価書」という。）の手続

きを実施した。評価書には事後調査を実施する項目

として、解体工事中における産業廃棄物（石綿）、新

庁舎供用時における緑の質、風害を位置づけており、

予測・評価結果の検証を行うとともに、本事業の実

施に伴い大きな影響が生じている場合には、新たな

環境保全のための措置を適切に講じることにより、

環境への影響の提言を図り、適正な事業実施に資す

ることを目的としている。

本業務は、環境影響評価事後調査の一つとして、

旧本庁舎基礎解体工事及び第２庁舎解体工事におけ

る産業廃棄物（石綿）の事後調査を行い、検証を行

うものである。

また、本庁舎整備事業が新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う影響により工期を延期したことに伴う

評価書の変更を併せて行うこととする。

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認申請書の提出時点にお

いて、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名

簿に業種「建設コンサルタント」・種目「都市計画」

で登録されていること。

　⑸�　過去５年の間に、日本国内の官公庁において、本

業務に類似する業務の契約実績（元請けとして業務

完了している契約）が３件以上あること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書等の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により一般

競争入札参加資格確認申請書及び上記２⑸の実績が確

認できる書類の写し（提出する書類、書式等は任意）

を提出しなければいけません。

　⑴�　配布場所

３⑶の場所で配布します。また、一般競争入札参

加資格確認申請書は、川崎市HP「入札情報かわさき

（参照先URL：https://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）」のページにおいて閲覧及びダウンロー

ドすることができます。

　⑵�　配付・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前９時～午後５時

（ただし、正午～午後１時を除く）

　⑶�　提出場所・提出方法

提出場所は次のとおりとします。

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎　２階

総務企画局総務部庁舎管理課

電話　044-200-0864

提出方法は持参とします。

　⑷�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　２⑸を証明する書類

４�　仕様書等の交付

一般競争入札参加資格確認申請書等の配布に併せ

て、３⑵の期間、３⑶の場所で、無償で仕様書を配布

すると共に、仕様書を縦覧に供します。また、川崎市

HP「入札情報かわさき（参照先URL：https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）」のページにおいて

閲覧及びダウンロードすることができます。
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５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和６年９月５日㈭午後５時までに令和５・６年

度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出

のあった電子メールアドレス宛て一般競争入札参加資

格確認通知書を送付します。なお、電子メールアドレ

スの登録を行っていない場合は、次により一般競争入

札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付場所

３⑶に同じ

　⑵�　交付日時

令和６年９月５日㈭午前９時から午後５時

（正午から午後１時までを除きます。）

６�　仕様書に関する問い合わせ

仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又

はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴�　質問書の提出方法

　　ア�　持参の場合の受付場所

３⑶に同じ

　　イ�　電子メールの場合の提出先

17tyosya@city.kawasaki.jp

　　ウ�　ＦＡＸの場合の提出先

044-200-3749

　⑵�　受付期間

令和６年９月５日㈭午前９時から令和６年９月11

日㈬午後５時まで（持参の場合は、土曜日、日曜日

及び国民の祝日を除き午前９時から午後５時まで

（正午から午後１時までを除きます。）とします。）

　⑶�　質問回答

質問に対する回答については、入札参加者から質

問が提出された場合にのみ、令和６年９月13日㈮に、

一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者

（審査の結果、入札参加資格があると認められなかっ

た者を除く。）へ電子メールで送付します。なお、電

子メールの登録を行っていない場合は、ＦＡＸで送

付します。

７�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び２⑸につい

て虚偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年９月19日㈭午前11時00分

　　イ�　場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎　８階　総務企画局会議室２

（８階EVホールにお越しください。職員が誘導

します。）

　⑵�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合には、入札前

に委任状を提出しなければなりません。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再度入札に参加することができる者は、その前回

の入札に参加した者とします。ただし、その前回の入

札が「川崎市競争入札参加者心得」第７条の規定によ

り無効とされた者及び開札に立ち会わない者は、再度

入札に参加の意思がないものとみなします。

10�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑶の場所及び川崎市ホームページ内「入札情

報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することがで

きます。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑶に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1212号

入　　札　　公　　告
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一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

生活環境事業所樹木剪定等整備委託

　⑵�　履行場所

別紙仕様書のとおり

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和７年２月28日㈮まで

　⑷�　業務概要

仕様書による。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の事項を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」

で登録されている者

　⑷�　過去２年間で、樹木剪定業務の契約実績があるこ

と。

　⑸�　樹木の剪定作業に必要な資格及び技術者を有して

いる人員を配置できること。

なお、主に必要な資格及び技術者は次のとおりと

する。

造園施工管理技士又は、１級若しくは２級造園技

能士

　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３�　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸の書類を提出してくだ

さい。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申

請する場合は、再委託確認書を提出してください。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所環境局生活環境部収集計画課　

高波担当

電話　044－200－2583

　⑵�　配布・提出期間

土曜日、日曜日及び祝日を除き、令和６年８月26

日㈪から８月30日㈮までの９時から正午まで及び13

時から17時までとします。

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします。

　⑷�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の実績を確認できる書類等の写し（契

約書等の写し等）

　　ウ�　上記２⑸の資格証の写し

　　エ�　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４�　仕様書について

　⑴�　仕様書の閲覧

この入札に関する仕様書は、上記３⑴の場所で閲覧

することができるほか、川崎市ウェブサイト「入札情

報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）で閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑵�　仕様書の配布

原則電子メールでの配布になりますが、上記３に

より一般競争入札参加申込書を提出した者のうち、

仕様書の印刷物の配布を希望する者には、３⑴の場

所において、令和６年９月２日㈪９時から17時まで

配布します。

５�　確認通知書の交付

上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ、提出書類を審査した結果、入札参加資格がある

と認められた者には、次の日時までに川崎市の令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委

託」の委任先メールアドレスに入札参加資格の確認通

知書を送付します。また、申請者が当該委任先メール

アドレスの登録を行っていない場合、次により確認通

知書を交付します。

　⑴�　日時

令和６年９月２日㈪９時から正午まで及び13時か

ら17時まで

　⑵�　場所

上記３⑴に同じ

６�　質問等の受付

　⑴�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者からの質問等を受け付けます。

　⑵�　質問等に関しては、令和６年９月２日㈪９時から

令和６年９月６日㈮17時までの間、ＦＡＸ、電子

メール又は持参により受け付けます。

　⑶�　ＦＡＸ又は電子メールにより質問等を送った場合

は、電話により併せて御連絡ください。

　⑷�　回答については、令和６年９月11日㈬17時までに

令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書

の「委託」の委任先メールアドレスへ送付します。

当該委任先メールアドレスの登録を行っていない者

に対しては、ＦＡＸにより送付します。ただし、審
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査の結果入札参加資格があると認められなかった者

からの質問や回答後の再質問には回答しません。

７�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、入札期日ま

での間に次のいずれかに該当したときは、この入札に

参加することができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格条件を満たさなくなっ

たとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札金額は、見積もった合計額で行います。見積

もった合計額を入札書に記載してください。

また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸経

費を含めた入札金額を見積もるものとしてください。

なお、税抜価格をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当す

る金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵�　入札方法等

　　ア�　入札日時

令和６年９月18日㈬　11時

　　イ�　入札場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎【復元棟】102会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時及び場所

⑵に同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

否

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧及

びダウンロードをすることができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、仕様書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑴と同じ

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります

　　　───────────────────

川崎市公告第1213号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　令和６年度設計図書電子化業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　⑶�　履行期間　�契約締結日から令和７年３月14日㈮ま

で

　⑷�　業務概要　�本業務は、川崎市環境局が発注する工

事の設計図書（図面等の冊子）を電子

化（ＰＤＦ化）するものです。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「印刷物のデザイン」で登録

されている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　過去２年間で官公庁において電子化業務の完遂し

た契約実績があること。

　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑸の書類を提出してください。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎20階
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環境局施設部施設整備課　大池

電話　044－200－2577（直通）

※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

（午前９時～12時、午後13時～16時）

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

　　ア�　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

４�　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書及

び仕様書を令和６年９月６日㈮に交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。電子メールアドレスを登録して

いない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　�令和６年９月６日㈮９時から16時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和６年９月６日㈮９時から令和６年９月10日㈫

16時まで

（持参の場合は午前９時～12時、午後13時～16時）

　⑵�　質問書の様式　「質問書」の様式は、仕様書と併せ

て交付いたします。

　⑶�　質問受付方法

持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア�　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ�　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷�　回答方法

令和６年９月11日㈬に文書

（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　�令和６年９月19日㈭10時30分

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　川崎市役所本庁舎３階　

　　　　　　　　　　　　304会議室

　⑷�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸�　入札保証金　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格を

もって有効な入札を行った者

を落札者とします。

　⑺�　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札

に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻�　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　免除

　⑵�　契約書の作成　　　要

　⑶�　契約規則等の閲覧　�川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきの「契約関係規

定」から閲覧できます。

　　　　　　　　　　　　�（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/）

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じです。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1214号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

かわさきスペシャルサポーターコラボ事業業務委

託

　⑵�　履行場所

川崎市役所本庁舎１階　情報発信スペース等

　⑶�　履行期限
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契約締結日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務概要

令和６年度に迎えた市制100周年と、さらにその

先に向けて、市民が愛着や誇りを持って川崎市に住

み、市民としてのアイデンティティを形成すること

で、まちの一層の活性化や持続的な発展に寄与する

ことを目指している中で、川崎市シティプロモー

ション戦略プラン第３次推進実施計画のターゲット

としている若年層への「川崎の対外的な認知度やイ

メージの向上」及び「市民の『川崎への愛着・誇り

（シビックプライド）』の醸成」に向けて実施する「か

わさきスペシャルサポーター」による各種事業の遂

行にあたり、必要な業務の支援を行います。

詳細は、委託仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登録されている者。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

なお、入札説明会は実施しません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

電　話　044－200－2473

ＦＡＸ　044－200－3915

電子メール　17brand@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶�　提出書類

一般競争入札参加資格確認申請書

　⑷�　提出方法

持参

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、確認通知書

を令和６年９月４日㈬までに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付します。

５�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。

また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布・提出場所

３⑴と同じ

　　イ�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ�　質問受付期間

令和６年９月４日㈬から令和６年９月９日㈪まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く。）

　　エ�　質問書の提出方法

持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じです。

なお、電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、

送付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連

絡ください。

また、郵送の場合は５⑴ウの期間内に必着する

よう発送してください。

　⑵�　回答

令和６年９月11日㈬までに、回答書を令和５・６

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」

の委任先メールアドレスに送付します。なお、当該

委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡ

Ｘで送付します。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答しません。また、回答後の

再質問は受付しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。
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７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札書の提出日時・場所

　　ア�　入札日時　令和６年９月13日㈮午後１時30分

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　�川崎市役所本庁舎８階総務企画局会

議室１

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、事業会社の保証をもって契約保証金の納付に

代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　事業により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1215号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和６年度　拉致問題啓発イベント実

施業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市の指定する場所

　⑶�　履行期限　�令和６年12月23日㈪まで

　⑷�　委託概要　�令和６年11月22日㈮午後に、川崎市立

王禅寺中央中学校で開催する拉致問題

啓発イベントの準備、運営、撤収等を

行う。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であること。

　⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」（種目「催物会場設営及びイベン

ト，運営・企画」）で登録されている者。

　⑹�　本市その他の官公庁等で本業務と同種又は類似の

契約実績がある者。

３�　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎21階

市民文化局人権・男女共同参画室

電　話　（044）200－2688

ＦＡＸ　（044）200－3914

E-mail　25zinken@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

午前８時30分～正午、午後１時～午後５時15分
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来庁する場合は、必ず事前に３⑴へ電話連絡し、

来庁日時について、指示を受けてください。

なお、一般競争入札参加申込書等の書類は、次の

ウェブページからダウンロードすることもできます。

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/ 

0000168364.htmlを参照してください。

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　その他添付書類

　⑷�　提出方法

持参又は郵送（配達時に、受け取り先の確認印又

は署名を受領する郵送手段に限る。）とします。ただ

し、郵送とする場合、提出期限は、３⑵によらず、

令和６年８月30日㈮必着とします。

　⑸�　その他

　　ア�　提出された一般競争入札参加申込書等は返却し

ません。

　　イ�　提出された一般競争入札参加申込書等の差し替

え又は再提出は認めません。

　　ウ�　一般競争入札参加申込書等に関する問合せ先

は、３⑴とします。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書等を提出した者には、一般

競争入札参加資格について審査の上、令和６年９月３

日㈫までに、確認通知書を電子メール又はＦＡＸで送

付します。

５�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布・提出場所

３⑴と同じ

　　イ�　質問書の配布・提出期間

令和６年９月３日㈫から令和６年９月６日㈮まで

午前８時30分～正午、午後１時～午後５時15分

　　ウ�　質問書の提出方法

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、上記３⑴までＦＡＸ又は電子メール

で提出してください（提出後は必ず電話で御一報

ください。）。

　⑵�　回答

回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、令和６年９月10日㈫までに、参加者

全てにＦＡＸ又は電子メールで回答します。なお、

回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和６年９月18日㈬午後１時30分

　　イ�　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市役所本庁舎２階　202会議室

　⑵�　入札書の提出方法

持参に限ります。

　⑶�　入札金額等

　　ア�　入札書に記載する金額は、法令所定の消費税及

び地方消費税額を含まないものとします。

　　イ�　入札は、所定の入札書をもって行い、入札件名

を記入した封筒に入れて提出してください。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　ア�　入札及び開札に立ち会う者は、資格確認通知書

を必ず持参してください。

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。なお、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委任を受けなければなりま

せん（入札の際に委任状を提出してください）。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

　⑻�　再入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再入札用の入札書も準備の上、参加してください。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金　免除

　⑵�　契約書作成の要否　要

　⑶�　前払金　無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約

関係規定において閲覧することができます。
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９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶�　その他問合せ窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1216号

川崎都市計画都市高速鉄道の変更案について、都市計

画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用

する同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　都市計画の種類及び名称

川崎都市計画都市高速鉄道の変更（京浜急行大師線）

２�　都市計画を定める土地の区域

　⑴�　追加する部分

なし

　⑵�　削除する部分

なし

　⑶�　変更する部分

川崎市　川崎区　�大師河原２丁目、江川１丁目、田

町１丁目、及び田町２丁目地内

３�　縦覧場所

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

（川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁舎19階）

川崎区役所12階市政資料コーナー

（川崎区東田町８番地）

川崎区役所大師支所（川崎区東門前２－１－１）

川崎区役所田島支所（川崎区鋼管通２－３－７）

川崎市立川崎図書館（川崎区駅前本町12－１　川崎

駅前タワーリバーク４階）

※市ホームページでも図書の閲覧ができます。

※�都市計画課、川崎区役所、大師支所、田島支所は、

閉庁日（土・日曜日）を除く平日の午前８時30分

から午後５時まで。

※�川崎図書館は、平日の午前９時30分から午後７時

まで及び土・日曜日の午前９時30分から午後５時

まで。なお、休館日がありますので御注意ください。

４�　縦覧期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月９日㈪まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1217号

次のとおり、一般競争入札について公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和６年度史跡橘樹官衙遺跡群内剪

定・除草業務委託

　⑵�　履行場所　史跡橘樹官衙遺跡群内

　　　　　�（川崎市高津区千年字伊勢山台423－１

［橘樹歴史公園内］ほか）

　⑶�　履行期間　�契約日から令和７年３月19日まで

　⑷�　委託概要　�史跡橘樹官衙遺跡群内の植栽等の除

草・剪定。

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和６年度川崎市業務委託者有資格業者名簿の業

種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」

に搭載されていること。

　⑶�　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、史跡

の剪定・除草業務を委託した実績があり、かつ誠実

に履行した実績を有すること。なお、民間実績につ

いては、同等の契約実績を有すること。

３�　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札申込

書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウェ

ブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」からダウ

ンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0000　川崎市川崎区東田町５番地４

教育委員会事務局生涯学習部文化財課

担当　淺井　達也

電　話：044－200－0403

E-mail：88bunka@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

とします。

（午前９時から正午まで及び午後１時から午後４

時まで）

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加入札参加申込書

　　イ�　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するもの。

※�提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、
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書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法　持参

４�　確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

令和６年９月３日㈫までに交付

５�　質問書の受付・回答

確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

令和６年９月３日㈫から９月９日㈪までとし、受

付時間は午前９時から正午まで及び午後１時から午

後４時までとします。

　⑵�　質問方法

「質問書」により、３⑴の問い合わせ先まで持参又

は電子メールにて提出してください。なお、電子

メールで質問する場合は、「質問書」を送信した旨を

担当までご連絡ください。

※�郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和６年９月12日㈭までに、入札参加資格が

あると認めた全社宛てに電子メールまたはＦＡＸに

て送付します。

なお、質問がなかった場合には、連絡はしません。

また、回答後の再質問は受け付けしません。

６�　入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札書の提出方法　郵送又は持参による紙入札

　⑵�　入札書の提出日時　令和６年９月13日㈮から

　　　　　　　　　　　　令和６年９月19日㈭まで

　　　　　　　　　　　　（当日16時必着）

　⑶�　入札書の提出場所　�川崎市教育委員会事務局

　　　　　　　　　　　　生涯学習部文化財課

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑷�　入札保証金　　　　免除とします。

　⑸�　開札の日時　　　　�令和６年９月20日㈮午前10時

から（開札は対面では実施し

ません）

　⑹�　開札の場所　　　　川崎市教育委員会事務局

　　　　　　　　　　　　生涯学習部文化財課

　　　　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑺�　落札者の決定方法　川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低

制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者

のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札

者とします。

　⑻�　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札はこれを無

効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　　要

　⑵�　契約保証金　　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　　�ただし、川﨑市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提

供（振替債を除く。）、又は金

融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の

納付に変えることができます。

また、川﨑市契約規則第33条

各号に該当する場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者

　　心得等の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1218号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日
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� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�王禅寺処理センター資源化処理施設高

圧電気設備保守点検業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶�　履行期間　�契約日から令和７年３月19日㈬まで

　⑷�　業務概要　�本業務は、王禅寺処理センター資源化

処理施設に設置されている電気工作物

を、電気事業法第39条で定める技術基

準並びに電気事業法第42条に基づき定

めた保安規定に沿って、適正に維持管

理するために必要な保守点検を実施す

るものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されている者。

　⑷�　令和４年４月１日以降に本市、他官公庁又は民間

において、高圧電気設備保守点検業務を受託し、誠

実に履行した実績を有する者。

　⑸�　業務に必要な有資格者及び技術者を配置できるこ

と。

　　ア�　第１種電気工事士

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑷、⑸が確認できる書類を提

出して下さい。

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

〒215－0013

川崎市麻生区王禅寺1285番地

環境局施設部王禅寺処理センター

技術係　小路谷、鈴木、臼田

電話　044－966－6135　

※�競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

よりダウンロードできます。

　⑵�　配布・提出・仕様書閲覧期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月４日㈬まで

の９時から17時まで

（日曜日及び12時から13時までの間は除く。）

　⑶�　提出方法

持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　ウ�　上記２⑸の資格証の写し

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子

メールで令和６年９月12日㈭までに配信します。電子

メールアドレスを登録していない場合は、次のとおり

受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時

令和６年９月12日㈭９時から17時まで（12時から

13時までの間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和６年９月12日㈭９時から令和６年９月18日㈬

17時まで

　⑵�　質問書の様式　

配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和６年９月24日㈫に

全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年９月27日㈮10時00分

　　イ�　場所

川崎市麻生区王禅寺1285番地

王禅寺処理センター３階会議室
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　⑶�　入札書の提出方法

持参（持参以外は無効とします）

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、

入札前に委任状を提出しなければなりません。入札

当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札を

行った者を落札者とします。

　⑺�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の

意思がないものとみなします。）

　⑻�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

してはいけません。契約後、業務の一部（主要な部

分を除く）を第三者に委託しようとする場合、再委

託承諾申請書の提出を求めます。

なお、川崎市指名停止基準に基づく指名停止期間

中の業者又は競争相手であった入札参加者に、委託

することは認められません。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1219号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名（賃貸借物品）

令和６年度環境局普通貨物自動車の賃貸借

　⑵�　履行場所

川崎生活環境事業所

　⑶�　賃貸借期間及び台数

令和７年３月３日から令和14年３月２日まで

１台

　⑷�　賃貸借物品の特質等

仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」種目「車両」で登録

されている者であること。

　⑷�　車両の調達について、本市または他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎20階

環境局生活環境部収集計画課　永松担当

電話　044－200－2571

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く毎日午前９

時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）と

します。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　類似業務の契約実績資料

４�　一般競争入札参加資格確認通知書・仕様書の交付及

び仕様書の閲覧

一般競争入札参加申込書を提出し、参加資格がある

と認めた者には、令和５・６年度川崎市製造の請負・
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物件の供給等有資格業者名簿へ登録した際の委任先

メールアドレスに、令和６年９月４日㈬までに一般競

争入札参加資格確認通知書及び仕様書を送付します。

また、当該メールアドレスを登録していない者には、

令和６年９月４日㈬の午前９時から正午までに上記３

⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知書及

び仕様書を交付します。なお、仕様書は、上記３⑴の

場所において上記３⑵の期間まで、閲覧に供します。

５�　仕様書等に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

令和６年９月４日㈬正午から令和６年９月９日㈪

正午までとします。

　⑶�　問い合わせ方法

上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するメールアドレス又はＦＡＸ宛てに送付して

ください。なお、電子メール又はＦＡＸにより送付

した場合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－200－3923

　⑷�　回答方法

質問があった場合、令和６年９月11日㈬までに参

加全社宛て、文書（電子メール又はＦＡＸ）にて回

答します。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に、賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で見

積もりをしてください。なお、入札は所定の入札書

をもって行い、入札書はそれぞれの入札件名を記載

した封筒にて提出してください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年９月17日㈫　午前10時30分

　　イ�　場所

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎　204会議室

　⑶�　入札書の提出

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できます。

10�　契約内容の変更等

当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、仕様書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷�　支払いについては、毎月払いとします。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1220号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�橘処理センター整備事業に係る環境影
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響評価事後調査（供用時・大気質）業

務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶�　履行期間　�契約日から令和７年３月28日㈮まで

　⑷�　業務概要　�橘処理センター供用時の排ガスの排出

に伴う大気質の調査業務を実施するも

のである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市委託業務資格業者名簿に業

種「調査・測定」種目「環境アセスメント」で登録さ

れていること。

　⑷�　過去に本市又は他官公庁において、環境影響評価

に係る大気質調査に関する業務を受託し、誠実に履

行した実績を有すること。

　⑸�　自社で技術士（技術部門：建設部門、選択科目：

建設環境）を有すること。

　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸が確認できる書類を提出し

てください。

　⑴�　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎20階

環境局施設部施設建設課　担当　磯﨑

電話　044－200－2591（直通）

※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵�　配布・提出・仕様書等閲覧期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮９時

から17時まで

（12時から13時までの間は除く。）

　⑶�　提出方法　�持参（持参以外は無効とします。）

　⑷�　提出書類

　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し

　　イ�　上記２⑸の資格証の写し

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和６年９月５日㈭までに交付します。

なお、交付については、川崎市業務委託有資格業者

名簿へ登録した電子メールアドレス宛て、電子メール

にて送付します。電子メールアドレスを登録していな

い場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵�　交付日時　令和６年９月５日㈭９時から17時まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５�　質問書の受付・回答

　⑴�　質問受付日

令和６年９月５日㈭９時から令和６年９月９日㈪

17時まで

　⑵�　質問書の様式

配布する「質問書」の様式により提出してください。

　⑶�　質問受付方法

電子メール　30siseke@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

質問があった場合に限り、令和６年９月11日㈬ま

でに全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付し

ます。

６�　競争入札参加資格の喪失

次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　令和６年９月17日㈫９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　�川崎市役所本庁舎復元棟306

会議室

　⑷�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効としま

す）

　⑸�　入札保証金　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低制限

価格以上の価格をもって有効

な入札を行った者のうち、最

低の価格をもって入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺�　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札

に立ち会わない者は、再入札
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に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻�　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債は除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　契約書の作成

必要とします。

　⑶�　契約規則等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさき

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「契約関係規定」から閲覧できます。

９�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1221号

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

マイクロフィルムへの撮影業務委託

　⑵�　履行期限

契約締結日から令和７年３月31日まで

　⑶�　履行場所

総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理

部行政情報課、本市が指定する場所

　⑷�　委託概要

川崎市マイクロフィルム文書取扱規程（昭和46年

川崎市訓令第２号）に基づくマイクロフィルムへの

撮影業務の委託

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

「業種「電算関連業務」」に登録されていること。

　⑷�　川崎市内に本社又は事業所・営業所を有すること。

　⑸�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約実績があること。

３�　競争入札参加申込書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　提出場所

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

総務企画局コンプライアンス推進・

行政情報管理部行政情報課（本庁舎３階）

篠原担当

電話　044－200－2051（直通）

　⑵�　提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）

　⑶�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷�　提出方法

持参とします。

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。なお、川崎市業務委託

有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレス

を登載している場合、一般競争入札参加確認通知書は

自動的に電子メールで配信されます。

　⑴�　交付場所

３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

令和６年９月３日㈫　午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時まで

５�　仕様又は入札説明書に関する問合せ

仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴�　問合せ先

３⑴と同じ

　⑵�　問合せ方法

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶�　受付期間
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令和６年９月３日㈫から令和６年９月６日㈮まで

（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）

　⑷�　回答方法

令和６年９月11日㈬までに、確認通知書を交付し

た全社宛てに、電子メールで送付します。

なお、回答後の再質問は受付しません。

６�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

紙入札方式

　　ア�　入札書の提出日時

令和６年９月19日㈭　午前11時

　　イ�　入札書の提出場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎３階306会議室

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時

７⑴アと同じ

　⑷�　開札の場所

７⑴イと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければならない。

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1222号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　業務件名

宮前市民館・図書館泡消火設備点検整備及び薬剤

更新業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市宮前区宮前平２丁目20番地４

　⑶�　履行期間

契約日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務概要

宮前市民館・図書館に設置されている泡消火設備

について、屋内駐車場に設置されている泡フォーム

ヘッド、一斉開放弁、バタフライバルブ等の交換及

び薬剤更新（PFOS含有から非PFOS薬剤へ更新）、試

運転調整等を行う。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「消火設備保守点検」に登載さ

れていること。

　⑶�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹�　過去10年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
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競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し（仕様書を含む）、工事実績一覧

表等）を提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒216－0006

川崎市宮前区宮前平２丁目20番地４

宮前区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

電話　044-888-3911（直通）、ＦＡＸ　044-856-1436

E-mail：88miyasi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休

館日を除きます。

　⑶�　提出方法

持参

　⑷�　提出書類

・一般競争入札参加資格確認申請書

・�類似の契約実績を証する書類（契約書の写し

等）

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」において、本件の公表

情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月３日㈫　午後１時から午後５時まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵�　場所

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月３日㈫から令和６年９月６日㈮まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア�　電子メール　88miyasi@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　044-856-1436

　⑸�　回答方法

令和６年９月12日㈭午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各号

のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時・場所

　　ア�　入札日時

令和６年９月19日㈭午前11時00分

　　イ�　入札場所

川崎市宮前区宮前平２丁目20番地４

宮前市民館１階　大会議室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。
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　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1223号

入　　札　　公　　告

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公告します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和６年度自動車騒音常時監視業務委

託及び鉄道騒音振動測定調査業務委託

　⑵�　履行場所　�市内の監視対象となる幹線道路20評価

区間、主要鉄道路線６地点及び環境局

環境保全課

　⑶�　履行期間　�契約日から令和７年３月７日まで

　⑷�　概　　要　�本入札公告及び仕様書によります。

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格者名簿の業

種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されている者。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑷�　過去３か年に、本市又は他官公庁において、面的

評価支援システム（環境省提供）を用いて、騒音規

制法第18条に基づく自動車騒音の常時監視に関する

業務実績があること。

　⑸�　騒音規制法第18条に基づく自動車騒音の状況の常

時監視業務に３年以上従事し、政令市またはそれに

準じる自治体の自動車騒音常時監視業務経験を有す

る者を主任技術者として選任することができること。

　⑹�　新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル及び在来鉄

道騒音測定マニュアル等に基づく新幹線騒音を含む

鉄道騒音振動の測定経験があり、政令市またはそれ

に準じる自治体の鉄道騒音振動測定調査業務経験を

有する者を主任技術者として選任すること。

３�　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　提出書類

下記の書類を全て提出してください。なお、本市

が必要と認めた場合、追加で書類提出を求めること

があります。なお、競争入札参加申込書及び仕様書

は、インターネットからダウンロードすることがで

きます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託

の欄の「入札公表」の中にあります。URL:http://www.

city.kawasaki.jp/233300/）ダウンロードができない

場合には、３⑵の期間に、３⑶の場所で配布します。

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　契約実績（契約内容）を確認できる契約書等の

写し

　⑵�　配布及び提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日、日曜日、祝日を除く）

　⑶�　配布及び提出場所

川崎市環境局環境対策部環境保全課

担当　吉田、伊藤

郵便番号　210-8577
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住　所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所本庁舎20階

電　話　044-200-2525

ＦＡＸ　044-200-3921

電子メール　30hozen@city.kawasaki.jp

　⑷�　提出方法

持参に限ります。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和５・６年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和６年９月11日㈬までに送付します。委任先メールア

ドレスを登録されていない者には、ＦＡＸで送付します。

なお、入札説明会は実施いたしません。

５�　仕様及び入札に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

上記３⑶に同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

令和６年９月11日㈬午前９時から令和６年９月18

日㈬午後５時まで

　⑶�　問い合わせ方法

競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、Word形式のまま、３⑶

に記載した電子メールアドレス又はＦＡＸ宛てにお

送りください。（質問書を送付した旨を、電話番号

044-200-2525あてに電話連絡してください。）

　⑷�　回答方法

競争入札参加資格を有する者から質問があった場

合の回答は、令和６年９月24日㈫までに、競争入札

参加資格を有する全社に委任先メールアドレスあて

もしくはＦＡＸにて送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札金額

入札は、「川崎市競争入札参加者心得」に基づい

て行うものとします。

入札書に記載する金額には、法令所定の消費税額

及び地方消費税額を含まないものとします。消費税

額及び地方消費税額は、契約の際に加算するものと

します。

　⑵�　入札（入札書の提出）及び開札の日時

令和６年９月30日㈪午前10時

　⑶�　入札及び開札の場所

川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所本庁舎

復元棟　202会議室

　⑷�　入札書の提出方法

持参（持参以外は無効とします。）

　⑸�　入札保証金

免除とします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格を

もって有効な入札を行った者のうち、最低の価格を

もって入札を行った者を落札者とします。

　⑺�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻�　再度入札

落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者、最低制限価

格を下回った者、再度入札に係る入札書を持参しな

かった者、及び開札に立ち会わない者は除きます。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、事業会社の保証をもって契約保証金の納付に

代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑶の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき(http://www.city.kawasaki.

jp/233300/)」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

９�　入札及び開札に立ち会うものに関する事項

入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加

資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関
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する権限の委任を受けることとし、入札前にその旨を

示す委任状を提出するものとします。

10�　その他

　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市入札参加者心得等に定めるとこ

ろによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口は３⑶に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1224号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度道路照明詳細点検委託その１

　⑵�　履行場所

川崎市内一円

　⑶�　履行期間

令和７年３月14日まで

　⑷�　業務概要

「川崎市道路維持修繕計画」に基づき道路照明設

備の点検を行い、点検対象の変状に起因する事故を

防止し、安全な道路交通の確保を図る。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」

種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている

者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であること。

３�　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴�　配付場所

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑵�　配布開始日

令和６年８月26日㈪

　⑶�　提出方法

持参

　⑷�　提出場所及び問合せ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課

電　話：044－200－2821

　⑸�　受付期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任

先メールアドレスに一般競争入札参加資格確認通知書

を参加申込締切日後から令和６年９月９日㈪までに、

送付します。なお、メールアドレスを登録していない

者については、ＦＡＸで送付します。

５�　仕様書等に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

　　ア�　電子メールの場合

　　　（�）�質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　　※�件名を「【質問書】令和６年度道路照明詳細

点検委託その１」としてください。

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

午後５時00分まで

　　イ�　持参の場合

　　　（�）�質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵�　質問書の様式

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑶�　回答方法

令和６年９月20日㈮までに、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回

答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し

ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
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札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき

は、一般競争入札参加資格を喪失します。

７�　入札手続等

　⑴�　提出書類

　　ア�　入札書

　　イ�　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ）

　⑵�　入札方法

持参による入札

　⑶�　入札の日時・場所

　　ア�　令和６年10月１日㈫午前10時

　　イ�　川崎市川崎区宮本町１番地本庁舎３階306会議

室

※�封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記してく

ださい。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約に関する手引」を御覧ください。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は上記３⑷に

同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1225号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度道路照明詳細点検委託その２

　⑵�　履行場所

川崎市内一円

　⑶�　履行期間

令和７年３月14日まで

　⑷�　業務概要

「川崎市道路維持修繕計画」に基づき道路照明設

備の点検を行い、点検対象の変状に起因する事故を

防止し、安全な道路交通の確保を図る。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」

種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であること。

３�　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴�　配付場所

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑵�　配布開始日

令和６年８月26日㈪

　⑶�　提出方法
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持参

　⑷�　提出場所及び問合せ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課

電　話：044－200－2821

　⑸�　受付期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任

先メールアドレスに一般競争入札参加資格確認通知書

を参加申込締切日後から令和６年９月９日㈪までに、

送付します。なお、メールアドレスを登録していない

者については、ＦＡＸで送付します。

５�　仕様書等に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

　　ア�　電子メールの場合

　　　（�）�質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　　※�件名を「【質問書】令和６年度道路照明詳細

点検委託その２」としてください。

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

午後５時00分まで

　　イ�　持参の場合

　　　（�）�質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵�　質問書の様式

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑶�　回答方法

令和６年９月20日㈮までに、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回

答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し

ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき

は、一般競争入札参加資格を喪失します。

７�　入札手続等

　⑴�　提出書類

　　ア�　入札書

　　イ�　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ）

　⑵�　入札方法

持参による入札

　⑶�　入札の日時・場所

　　ア�　令和６年10月１日㈫午前10時25分

　　イ�　川崎市川崎区宮本町１番地本庁舎３階306会議

室

　　※�　封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒

に上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記して

ください。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム
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ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約に関する手引」を御覧ください。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は上記３⑷に

同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1226号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度道路照明詳細点検委託その３

　⑵�　履行場所

川崎市内一円

　⑶�　履行期間

令和７年３月14日まで

　⑷�　業務概要

「川崎市道路維持修繕計画」に基づき道路照明設

備の点検を行い、点検対象の変状に起因する事故を

防止し、安全な道路交通の確保を図る。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録され、業種「施設維持管理」

種目「電気・機械設備保守点検」で登録されている者。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であること。

３�　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴�　配付場所

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑵�　配布開始日

令和６年８月26日㈪

　⑶�　提出方法

持参

　⑷�　提出場所及び問合せ先

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課

電　話：044－200－2821

　⑸�　受付期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任

先メールアドレスに一般競争入札参加資格確認通知書

を参加申込締切日後から令和６年９月９日㈪までに、

送付します。なお、メールアドレスを登録していない

者については、ＦＡＸで送付します。

５�　仕様書等に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

　　ア�　電子メールの場合

　　　（�）�質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　　※�件名を「【質問書】令和６年度道路照明詳細

点検委託その３」としてください。

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

午後５時00分まで

　　イ�　持参の場合

　　　（�）�質問書の提出場所

　　　　　上記３　⑷�　と同じ

　　　（�）�質問書の受付期間

　　　　　�令和６年９月９日㈪から令和６年９月12日㈭

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　　�午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵�　質問書の様式

川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑶�　回答方法

令和６年９月20日㈮までに、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回

答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し

ていない者については、ＦＡＸで送付します。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、開
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札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき

は、一般競争入札参加資格を喪失します。

７�　入札手続等

　⑴�　提出書類

　　ア�　入札書

　　イ�　委任状（代表者以外の方が提出する場合のみ）

　⑵�　入札方法

持参による入札

　⑶�　入札の日時・場所

　　ア�　令和６年10月１日㈫午前10時50分

　　イ�　川崎市川崎区宮本町１番地本庁舎３階306会議

室

　　※�　封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒

に上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記して

ください。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約に関する手引」を御覧ください。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は上記３⑷に

同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第1227号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度川崎市新型コロナウイルス感染症予防

接種データエントリー及び書類保管業務等委託

　⑵�　履行場所

健康福祉局保健医療政策部予防接種担当指定場所

　⑶�　履行期間

令和６年10月１日から令和７年３月31日まで

　⑷�　委託概要

予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症予

防接種の実施における、データエントリー業務及び

書類保管業務委託

２�　競争参加資格者に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「電算関連業務」種目「データ入力業務」で登録

されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

　⑸�　仕様書３に定める要員要件を満たすこと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所13階

健康福祉局保健医療政策部予防接種担当　

担当　藤江（フジエ）・吉川（ヨシカワ）
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電　話　044－200－1220

ＦＡＸ　044－200－1065

E-mail　40vaccine@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布及び提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

午前９時から正午及び午後１時から午後５時(土

曜日、日曜日及び祝日を除く)

　⑶�　提出物

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ�　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　　ウ�　仕様書３に定める以下の要員要件等を確認でき

る書類の写し

・�作業責任者としてJIIMA（公益社団法人　日本

文書情報マネジメント協会）認定の「文書情

報管理士１級」以上の資格を５年以上有する

ものを任命すること。

・ISO/IEC�27001・ISO9001を取得していること。

・�プライバシーマーク（Ｐマーク）を取得して

いること。

　⑷�　提出方法

持参とします。

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。

　⑴�　交付場所及び問合せ先

３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

令和６年９月４日㈬午前９時から午後５時までに

通知書を交付または電子メールで送付します。

　⑶�　入札説明書の交付

一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。また、入札説

明書は３⑴の場所において、令和６年８月26日㈪か

ら令和６年８月30日㈮まで(土曜日、日曜日及び祝

日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで)縦覧に供する他、川崎市のホームペー

ジ「入札情報かわさき」の「入札情報」で閲覧するこ

とができます。

５�　仕様又は入札説明書に関する問合せ

仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴�　問合せ先

３⑴と同じ

　⑵�　問合せ方法

入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶�　受付期間

令和６年９月４日㈬から令和６年９月10日㈫午後

５時まで

　⑷�　回答方法

令和６年９月12日㈭までに、確認通知書を交付し

た全社宛てに、電子メールで送付します。

６�　入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア�　入札書の提出方法

持参とします。

　　イ�　入札日時

令和６年９月18日㈬　午前10時30分

　　ウ�　入札場所

川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所３階

306会議室

　　エ�　入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。

入札(見積)書及び入札(見積)書内訳書をそれぞ

れ作成してください。

　⑵�　入札保証金

免除とします。

　⑶�　開札の日時

７⑴イと同じ

　⑷�　開札の場所

７⑴ウと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、
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免除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

要

　⑶�　前払金

否

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約（公

契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定める必要があり、下請も含め、

市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払って

いただくことが契約条項加わります。下請も含めて契

約に違反した場合は受注者の責任となり、場合によっ

ては契約解除となる可能性もありますので、入札に臨

まれるさいには十分に御注意ください。

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「入札・契約

関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を

ご確認ください。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書のとおりとなります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1228号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�かわさき新産業創造センター外壁塗装

改修その他設計業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市幸区新川崎７番７号

　⑶�　履行期間　令和７年３月24日限り

　⑷�　委託概要　

　　ア�　かわさき新産業創造センター外壁塗装改修その

他設計業務

　　　（�）�構　　造：鉄骨造地上２階建て

　　　　　延床面積：約3,428㎡

　　　（�）�一般業務：実施設計

　　　（�）�追加業務：積算業務、その他（都市景観）

　　　（�）�業務概要：外壁改修設計、屋根防水改修設計

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　川崎市内に本社を有すること。

　⑷�　令和５・６年度川崎市「業務委託有資格業者名

簿」の業種「建築設計」に登録されていること。

　⑸�　次の要件を満たす自社所属の者を管理（主任）技

術者として配置できること。

建築士法第２条第２項に規定する一級建築士とし

て、建築士法施行規則第１条の２に規定する実務経

験を５年以上有する者

３�　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理技術者届

等の配布、提出

この入札に参加を希望するものは、次により一般競

争入札参加申込書及び配置予定管理技術者届等（技術

者の資格及び業務実績を証する資料を添付するこ

と。）を提出しなければなりません。

　⑴�　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理技術者

届等の配布場所

川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）の「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」

からダウンロード可能です。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び配置予定管理技術者

届等の配布期間

令和６年８月26日㈪９時から令和６年９月２日㈪

17時まで

　⑶�　提出方法

提出方法は持参とします。

　⑷�　提出場所及び問い合わせ先

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

本庁舎19階

まちづくり局総務部庶務課経理係

電話：044-200-2966

　⑸�　提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

（土曜日、日曜日、祝日を除く、９時から12時まで

及び13時から17時まで）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、令和５・６年度川崎市競争入札参加資
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格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレスに、

申請申込締切日１週間後を目安に送付します。当該委

任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで

送付します。

なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格がなく申し込みを行った入札者の入札は

無効とします。

５�　仕様書等の交付

確認通知書に添付してお送りしますので、御確認く

ださい。

６�　仕様書の縦覧

　⑴�　縦覧場所　３⑷に同じ

　⑵�　縦覧期間　３⑸に同じ

７�　仕様に関する問い合わせ

一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様書の内容に関して次

により質問を行うことができます。質問は書面で提出

するものとし、仕様書の該当箇所を明示してください。

　⑴�　様式の配布場所　３⑴に同じ

　⑵�　様式の配布期間　３⑵に同じ

　⑶�　受付場所

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

本庁舎19階

まちづくり局施設整備部施設計画課

電　話：044-200-2954

メール：50kouken@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044-200-3971

　⑷�　受付期間

令和６年９月９日㈪９時から、令和６年９月11日

㈬17時まで

　⑸�　問い合わせ方法

質問書の様式を使用し、仕様書の該当箇所を明示

して、７⑶に記載のメールまたはＦＡＸ宛て送付し

てください。

　⑹�　回答方法

令和６年９月18日㈬までに、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付を受けた全ての者に対し、文書

（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

８�　一般競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

９�　入札手続等

次により入札を執行します。

入札・開札の日時及び場所

日時：令和６年９月26日㈭　午前10時00分

場所：川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎２階

　　　203会議室

　⑴�　入札保証金

免除

　⑵�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とします。

当該落札候補者については、上記２に示した資格

を満たしているかどうかの最終的な資格審査をした

上、落札者として決定します。資格審査の結果、当

該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入

札を無効とし、順次、価格の低い入札者について同

様の審査を実施し、落札者を決定します。

なお、最低制限価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

の「川崎市業務委託契約に係る最低制限価格取扱要

綱・運用指針」を御覧ください。

　⑶�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

　⑷�　再度入札の実施

予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者が

いない場合は、直ちに再度入札を行います。

　⑸�　入札の無効

｢川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入

札は無効とします。

10�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　免

　⑵�　前払金　有

　⑶�　契約書の作成　要

11�　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

の契約関係規定において閲覧することができます。

　⑶�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　本委託は電子納品対象案件です。
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　　　───────────────────

川崎市公告第1229号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

電気自動車（軽貨物車）の賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所

川崎市多摩区登戸1775番地１（川崎市多摩区役所

地下駐車場）

　⑶�　履行期間

令和７年３月11日から令和14年２月29日まで

　⑷�　賃貸借の概要

電気自動車（軽貨物車）１台の賃貸借及び保守業務

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」種目「車両」に登録

されている者。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書を提出してください。

　⑴�　提出先及び問合せ先

川崎市多摩区役所まちづくり推進部総務課

電話：044-935-3128（直通）

電子メールアドレス：71soumu@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪午後

５時まで

　⑶�　提出方法

電子メールによる送付

４�　仕様書及び入札説明書等の交付

仕様書、入札説明書等の必要書類については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」における、本

件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月４日㈬

　⑵�　交付方法

令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿へ登録されている電子メールアドレ

スに送付します。

６�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴提出先及び問合せ先に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月４日㈬から令和６年９月11日㈬まで

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール

　⑸�　回答方法

令和６年９月13日㈮午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者全員へ電子

メールにて回答書を送付します。なお、この入札の

参加資格を満たしていない者からの質問に関しては

回答しません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各号

のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札日時等

　　ア�　入札書の提出日時

令和６年９月20日㈮　午前10時00分

　　イ�　入札書の提出場所

川崎市多摩区登戸1775番地１

川崎市多摩区役所10階　1002会議室

　⑶�　入札保証金

免除とします。
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　⑷�　開札の日時

８⑵アと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は

無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約の条件

当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができも

のとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴提出先及び問合せ先の場所で

閲覧することができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出先

及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1230号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�市道横浜生田線（水沢工区）一般構造

物詳細設計委託

　⑵�　履行場所　�川崎市宮前区水沢１丁目地内他

　⑶�　履行期限　�令和７年３月31日限り

　⑷�　業務概要　�仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」で登録

されている者。

　⑷�　管理技術者要件については以下の全ての要件を満

たす者であること。

(照査技術者及び担当技術者との兼務は不可とする)

技術士（総合技術監理部門（業務に該当する部門））

又は(建設部門－道路)及び(建設部門－都市及び地方

計画)

　⑸�　照査技術者要件については以下の全ての要件を満

たす者であること

(管理技術者及び担当技術者との兼務は不可とする)

技術士(建設部門－都市及び地方計画)及び技術士

(建設部門－建設環境)

　⑹�　担当技術者については、以下の要件を満たす者を

各１名配置すること。

(照査技術者との兼務は不可とする)

技術士(建設部門－道路)またはRCCM(道路)

技術士(建設部門－建設環境)またはRCCM(建設環境)

技術士(建設部門－鋼構造及びコンクリート)また

はRCCM(鋼構造及びコンクリート)

３�　入札参加申込書の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎17階

川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課

電　話：044－200－2829

ＦＡＸ：044－200－7703

E-Mail：53douro@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間
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令和６年８月26日㈪から令和６年９月３日㈫まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日、12時～

13時の間は除く）

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後

１時までを除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷、⑸、⑹を証明する資格者証及び自社

従業員である証明書類の写し

　⑷�　提出方法

持参又は郵送（郵送の場合は令和６年９月３日㈫

必着）。（ただし、郵送した際はその旨を３⑴の所管

課まで、令和６年９月３日㈫午後５時までに電話連

絡願います。）

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある

と認められた者には、川崎市業務委託有資格業者名簿

に登録した電子メールアドレスに、確認通知書を令和

６年９月６日㈮までに送付します。当該電子メールア

ドレスを登録していない場合はＦＡＸで送付します。

なお、当該電子メールアドレス及びＦＡＸの登録をし

ていない場合は、直接受取りに来るようお願いいたし

ます。

５�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸによります。（ただし、送

信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い

ます。）

E-Mail：53douro@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－200－7703

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月６日㈮から令和６年９月12日㈭まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）の

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午後

１時までを除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　回答方法

令和６年９月18日㈬までに、競争入札参加資格確

認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸにより回

答書を送付します。なお、当該電子メールアドレス

及びＦＡＸの登録をしていない場合は、直接受取り

に来るようお願いいたします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問は受け付けません。

６�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類について、虚偽の記

載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　提出書類

　　ア�　入札書

　　イ�　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑶�　入札・開札の日時と場所

令和６年９月25日㈬14時00分

　⑷�　入札・開札の場所

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎３階304会議室

　⑸�　提出書類の提出方法

持参（持参以外は無効とします。）

　⑹�　入札金額

入札は総価で行います。入札者は見積もった契約

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し

てください。

　⑺�　入札保証金

免除とします。

　⑻�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑼�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金

有

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等



川 崎 市 公 報

－4396－

（第1,898号）令和6年(2024年)９月10日

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑸�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　⑹�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第1231号

一般競争入札について、次のとおり公表します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　鷺沼小学校校舎等劣化調査業務委託

　⑵�　履行場所　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶�　履行期間　令和７年２月28日㈮まで

　⑷�　業務概要　仕様書のとおり

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「建築設計」種目「構造設計」で登録されている

こと。

　⑷�　本市または他官公庁において平成27年度以降に学

校施設の校舎または体育館の劣化調査、耐力度調査

等の契約実績があること。

３�　入札参加申込書の配布及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。提出された

書類等に関し、説明を求められたときはこれに応じな

ければなりません。

　⑴�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　　※�　書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御注

意ください。

　⑵�　提出方法

提出方法の詳細については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」の「入札公表詳細」を御覧くだ

さい。

一般競争入札参加申込書等は、下記⑶の期間に⑷

の場所で配布しています。また、「入札公表詳細」か

ら一般競争入札参加申込書をダウンロードすること

ができます。

なお、一般競争入札参加申込書等の郵送による提

出は認めません。

　⑶�　提出期間

令和６年８月26日㈪～令和６年９月２日㈪

午前８時30分～午後５時（ただし、閉庁日及び正

午～午後１時を除く）

　⑷�　提出場所

川崎市川崎区東田町５番地４�　第３庁舎４階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　

長期保全・計画担当

電話：044－200－0362

４�　仕様書の取得

本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からダウ

ンロードしてください。ダウンロードができない場合、

３⑶の期間に３⑷の場所で配布します。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格があることを確認し、その結果を確認通知書にて、

令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の

「委託」の委任先メールアドレスに令和６年９月４日㈬

までに送付します。当該委任先メールアドレスを登録

していない者にはＦＡＸで送付します。

６�　質問書の受付・回答

　⑴�　問合せ先

３⑷に同じ

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月４日㈬～令和６年９月９日㈪

午前９時～午後５時（ただし、閉庁日及び正午～

午後１時を除く）

　⑶�　質問書の様式

質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア�　電子メール　88seibi@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044－200－3679
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また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あて電話

連絡をしてください。

　⑸�　回答

　　ア�　回答日

令和６年９月13日㈮まで

　　イ�　回答方法

入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和５・６年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

なお、回答後の再質問は受付しません。

７�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　令和６年９月20日㈮午前10時

　⑶�　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　　　川崎市役所本庁舎306会議室

　⑷�　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸�　入札保証金　　　　免除

９�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総額で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を

落札者とします。

　⑵�　入札の無効

２に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札の場合は、これを無効とします。

10�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金　免除

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

11�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は

上記３⑷の場所で閲覧することができるほか、川崎

市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関係規

定」で閲覧することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1232号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

令和６年度原子力防災活動資機材点検等業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地　危機管理本部ほか

　⑶�　履行期間

契約日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務概要

原子力防災活動用に各局で配備している放射線測

定器等の原子力防災活動資機材について、機器の維

持を目的とした定期的な詳細点検（メーカーによる

点検）を実施します。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

　⑶�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「医療関連業務」種目「医療機器維持管理」で登録さ

れている者。

　⑷�　過去２年間で国または地方公共団体において、２

年間で２件以上の契約実績があること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証

する書類（契約書の写し等業務内容がわかるもの）を

持参により提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所危機管理本部危機管理部

電　話　044-200-2794（直通）、

ＦＡＸ　044-200-3972、
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E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から９月４日㈬までの午前８

時30分から午後５時までとします。ただし土曜日、

日曜日祝日及び平日の正午から午後１時までを除き

ます。

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供すると

ともに、希望者には印刷物を配布します。また、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」(http://

www.city.kawasaki.jp/233300/)において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月６日㈮　午後１時から午後５時まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、同日

の未明に電子メールで配信されます。

　⑵�　場所

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和６年８月26日㈪から９月11日㈬までの午前８

時30分から午後５時までとします。ただし、土曜日、

日曜日祝日及び平日の正午から午後１時までを除き

ます。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア�　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044-200-3972

　　ウ�　郵送　　　　�「３⑴配布・提出場所及び問い合わ

せ先」に同じ。ただし、「６⑵質問

受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸�　回答方法

令和６年９月13日㈮午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　令和６年９月20日㈮　午前10時00分

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　�川崎市役所本庁舎６階災害対策本部

室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金

免除とします。
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　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧する

ことができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1233号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

備えるフェスタin新百合ヶ丘設営等業務委託

　⑵�　履行場所

新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ他

　⑶�　履行期間

契約日から令和６年12月20日まで

　⑷�　業務概要

川崎市が主催する「備えるフェスタin新百合ヶ

丘」について、設営及び撤去等の業務を円滑に行い、

イベントを事故なく万全に行う。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「その他業種」及び種目「イベント」で登録されてい

る者。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しと過去制作物が確認できるもの

等業務内容がわかるもの）を持参により提出してくだ

さい。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所６階

危機管理本部危機管理部

電　話　044-200-2894（直通）

ＦＡＸ　044-200-3972

E-mail　60kikika@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月２日㈪まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただし、

土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後１時

までを除きます。

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所におい

て、「３⑵配布・提出期間」の期間で縦覧に供すると

ともに、希望者には印刷物を配布します。また、川

崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)において、本件の公表情報詳細のページから

ダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月５日㈭

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵�　場所

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

６�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和６年８月26日㈪から令和６年９月10日㈫まで

の午前８時30分から午後５時まで（10日のみ午前８

時30分から正午まで）とします。ただし、土曜日、

日曜日、祝日及び平日の正午から午後１時までを除

きます。

　⑶�　質問書の様式
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入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

（電子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を「３⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」の

問い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア�　電子メール　60kikika@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　　　044-200-3972

　　ウ�　郵送　　　　�「３⑴配布・提出場所及び問い合わ

せ先」に同じ。ただし、「６⑵質問

受付期間」の期間内に必着のこと。

　⑸�　回答方法

令和６年９月12日㈭に、一般競争入札参加資格確

認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付します。なお、この入札の参加資

格を満たしていない者からの質問に関しては回答し

ません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　令和６年９月19日㈭　午前10時00分

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市役所６階

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。

10�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」(https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)に お い

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1234号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　令和６年度街路樹診断業務委託

　⑵�　履行場所　�川崎市麻生区上麻生４丁目57番地先ほ

か

　⑶�　履行期間　令和７年３月31日限り

　⑷�　概　　要　�本委託は、上麻生376号線ほかの街路

樹診断（外観診断）を行い、樹勢や活

力、樹木健全度を判定し、街路樹の適

正管理の指標とするものである。

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による



川 崎 市 公 報

－4401－

（第1,898号）令和6年(2024年)９月10日

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託資格業者名簿に地

域区分「市内」企業規模「中小」で登録されている者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託資格業者名簿に業

種「樹木管理」種目「樹木管理」で登録がされている者。

　⑸�　「樹木医」の免状を有する者が、在籍していること。

３�　入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、入札

参加申込書を持参により提出してください。

　⑴�　配布方法

「入札情報かわさき」からダウンロード

　⑵�　提出場所及び問い合わせ先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地17階

川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課

電　話　044－200－2960

ＦＡＸ：044－200－3973

E-Mail：53mihoze@city.kawasaki.jp

　⑶�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

午前８時30分～午後５時まで（ただし、正午～午

後１時を除く）

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

入札参加申込書、質問書、仕様書の様式が添付さ

れている入札説明書は、「３⑵提出場所及び問い合わ

せ先」の場所において、「３⑶配布・提出期間」の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配

布します。また、川崎市のホームページの「入札情

報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）において、本件の公表情報詳細のページ

からダウンロードできます。

５�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、川崎市競争入札

参加資格審査申請書の「委託」の委任先メールアドレ

スに、確認通知書を申請申込締切日後１週間以内に送

付します。なお、当該委任先メールアドレスを登録し

ていない者にはＦＡＸで送付します。

６�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布方法・提出場所

配布方法は３⑴と同じ。提出場所は３⑵と同じ。

　　イ�　質問書の配布・提出期間

令和６年９月３日㈫～令和６年９月６日㈮まで

午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ�　質問書の提出方法

持参

　⑵�　回答

　　ア�　回答日

令和６年９月11日㈬

　　イ�　回答方法

回答については、入札参加者から提出された場

合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした質

問回答書を、川崎市競争入札参加資格審査申請書

の「委託」の委任先メールアドレスに送付します。

なお、当該委任先メールアドレスを登録していな

い者にはＦＡＸで送付します。

なお、回答後の再質問は受付しません。

７�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

８�　入札手続等

　⑴�　入札方法　持参

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　令和６年９月17日㈫午前10時

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　市役所本庁舎17階1701会議室

　⑶�　入札保証金　免除

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とし

ます。

　⑸�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金　要（10％）

　⑵�　契約書の作成の要否　要

　⑶�　前払金　無

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

10�　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。
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　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第1235号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　業務件名

総合教育センターハロン消火設備点検整備業務委

託

　⑵�　履行場所

川崎市高津区溝口６丁目９番３号

　⑶�　履行期間

契約日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務概要

総合教育センターの地下１階及び３階に設置され

ているハロン容器、起動容器、容器開放装置等の交

換並びに試運転調整等を行う。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿の業種

「施設維持管理」種目「消火設備保守」に登載されて

いる者。

　⑶�　令和５・６度業務委託有資格業者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹�　過去10年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒213－0001

川崎市高津区溝口６丁目９番３号

川崎市教育委員会事務局　総合教育センター

電　話　044-844-3600（直通）、

ＦＡＸ　044-844-3604

E-mail：88csomu@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶�　提出方法

持参

　⑷�　提出書類

・一般競争入札参加資格確認申請書

・�類似の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

４�　入札説明会及び入札説明書

　⑴�　入札説明会

実施しません。

　⑵�　入札説明書の交付

業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴�配布・提出場所及び問合せ先の場所において、

３⑵�配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希

望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件の公

表情報詳細のページからダウンロードできます。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月３日㈫　午後１時から午後５時まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵�　場所

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月３日㈫～令和６年９月５日㈭までの

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま

でとします。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア�　電子メール　88csomu@city.kawasaki.jp

　　イ�　ＦＡＸ　044-844-3604
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　⑸�　回答方法

令和６年９月11日㈬午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各号

のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時・場所

　　ア�　入札日時

令和６年９月19日㈭　11時00分

　　イ�　入札場所

川崎市総合教育センター　第２研修室

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９�　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10�　特定業務委託契約（公契約対象）

本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴�配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1236号

一般競争入札について、次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　北部児童相談所ＬＥＤ照明器具賃貸借

　⑵�　履行場所　川崎市多摩区生田７丁目16番２号

　⑶�　履行期間　契約日から令和12年２月28日まで

　⑷�　調達概要　仕様書によります。

なお、本契約は環境省で進めている脱炭素先行地

域づくりを推進するための事業であり、本事業には

地域脱炭素移行・再エネ推進補助金が別途交付され

ます。

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」で登録されている

こと。

３�　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出・仕様書等閲覧場所

川崎市多摩区生田７丁目16番２号

川崎市こども未来局北部児童相談所

（担当　美川）

電話　044－931－4300

一般競争入札参加申込書は、インターネットから

もダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札公表」の

中にあります。「入札情報かわさき」http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵�　配布・提出・仕様書等閲覧期間

令和６年８月26日㈪から令和６年８月30日㈮まで

午前９時から午後５時まで（ただし、開庁日の正

午から午後１時まで及び閉庁日を除く。）

　⑶�　提出方法

事前に連絡の上、持参又は郵送により担当者まで

提出してください。

郵送による場合は、簡易書留等、配達記録が残る

方法により送付してください。

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

入札参加申込書を提出した者には、令和５・６年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールア

ドレスに令和６年９月６日㈮までに送付します。

また、当該委任先メールアドレスを登録していない

者には、ＦＡＸで送付します。

５�　入札説明書及び仕様書の交付

競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書、仕様書及び質問書を、令和５・６年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和６年９月６日㈮までに送付します。

また、当該委任先メールアドレスを登録していない

者には、ＦＡＸで送付します。

６�　仕様書等に関する質問・回答

　⑴�　質問

次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

なお、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア�　質問書の配布

入札説明書の交付と同じ

　　イ�　質問書の提出期間

質問書の配布から令和６年９月13日㈮午後５時

まで

　　エ�　質問書の提出方法

電子メールによる提出とし、送付先は次のメー

ルアドレスとします。

45hokuzi@city.kawasaki.jp

　⑵�　回答

　　ア�　回答日

令和６年９月20日㈮

　　イ�　回答方法

入札参加者から質問が出された場合にのみ、全

ての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、

令和５・６年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに送付します。

また、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者には、ＦＡＸで送付します。

なお、回答後の再質問は受け付けません。

７�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札手続等

　⑴�　入札書の提出方法

持参

　⑵�　入札書の提出日時及び提出場所

　　ア�　提出日時　令和６年９月26日㈭午後２時

　　イ�　提出場所　�北部児童相談所　大会議室（川崎市

多摩区生田７丁目16番２号）

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時及び開札場所

８⑵と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　契約手続等

　⑴�　契約保証金
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契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。

また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合

は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報か

わさき」の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。（「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

10�　その他

　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸�　関連情報を入手するための照会窓口はこの公告の

３⑴に同じです。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑺�　本契約については、本市がやむを得ない理由があ

ると認めた場合には、賃貸借物品の設置期限及び賃

貸借期間を変更することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1237号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月27日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和６年度川崎市ホームページ品質向

上支援業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室等

　⑶�　履行期限　契約締結日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務概要

本市ホームページは、平成24年度及び令和５年度の

リニューアルにより、障害のある方や高齢の方でも情

報を取得しやすいウェブアクセシビリティに配慮した

ものとなりましたが、総務省が求めるウェブアクセシ

ビリティの国内標準規格JIS�X�8341-３:2016の「適合

レベルAA準拠」を引き続き満たすには、定期検証や改

善作業、職員研修などの継続した取組が必須です。

平成28年４月の障害者差別解消法の施行、ウェブ

アクセシビリティに関するJIS基準及び総務省「みん

なの公共サイト運用ガイドライン」の示す自治体サイ

ト運用モデルの改定により、こうした対応の重要性

は一層増しています。

本業務は、ホームページの品質を維持・向上し、

ウェブアクセシビリティを担保するための定期検証

や改善作業、職員研修などを実施するものです。詳

細は、委託仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度業務委託有資格業者名簿に業種

「電算関連業務」種目「その他の電算関連業務」で搭

載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　ア　�HTML数３万ページを超える公共機関（地方公

共団体、国の機関）のホームページを対象に、

全ファイルの解析、検証を実施した実績が過

去10年間に１件以上あること。

イ　�HTML数３万ページを超える公共機関（地方公

共団体、国の機関）のホームページを対象に、

JIS� X� 8341- ３:2016に基づく全ページの検

証を実施した実績が過去10年間に１件以上あ

ること。

ウ　�JIS�X�8341- ３:2016に基づいたウェブアクセ

シビリティの職員研修の担当実績が過去２年

間に10件以上あること。

エ　�政令市又は都道府県を対象に、総務省「みん

なの公共サイト運用ガイドライン（2024年

版）」に基づいた、公式ホームページ以外の関

連サイトを含めた団体全体の取組に関する職

員研修を担当した実績があること。

オ　�ISO/IEC�17020(JIS�Q�17020)に適合したウェ

ブアクセシビリティの検査機関であること、

又は過去10年間にJIS� X� 8341- ３:2016�試験

実施ガイドラインに示された「実装チェック

リスト」を使用して検査を行った契約履行実
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績があることを示すこと。この際、試験対象

ページごとに「実装チェックリスト」を使用

して試験を行った結果を示すこと。

なお、「実装チェックリスト」の例は次のとおり。

・JIS�X�8341-３:2016�試験実施ガイドライン

https:/ / w a ic .j p / d o c s / jis 2 01 6 / t e s t -

guidelines/201604/#h4_3_1_1_icl_summary

「実装チェックリストの例�2020年12月版（xlsx形式,�

86KB）」

http s:/ / w a ic .j p / d o c s / jis 2 01 6 / t e s t -

guidelines/202012/#h4_3_1_1_icl_example

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

川崎市ホームページにおいて、一般競争入札参加資

格確認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説

明書を公開します。

また、この入札に参加を希望する者は、次により所

定の一般競争入札参加資格確認申請書及び２⑷の類似

の契約実績及び資格を証する書類（契約書及び仕様書

の写し等業務内容がわかるもの、HTML数３万ページを

超えるホームページであることについて、客観的に確

認できる資料）を持参又は郵送により提出してください。

・�「川崎市ホームページ」https://www.city.kawasaki.

jp/170/page/0000168793.html

なお、入札説明会は実施しません。

　⑴　提出場所及び問い合わせ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎11階

総務企画局シティプロモーション推進室広報担当

電　話　044－200－3606

ＦＡＸ　044－200－3915

e-mail　17koho@city.kawasaki.jp

　⑵　公開・提出期間

令和６年８月27日㈫から令和６年９月３日㈫まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただし、

閉庁日（土曜日及び日曜日）ならびに平日の正午か

ら午後１時までを除きます。

　⑶�　提出方法

持参又は郵送（配達記録が残るもので受付期間必着）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　場所　３⑴に同じ

　⑵�　日時　�令和６年９月４日㈬午後１時から午後５時

まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電

子メールのアドレスを登録した場合は、同日中までに

電子メールで送信します。

５�　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

令和６年８月27日㈫から令和６年９月６日㈮まで

の午前８時30分から午後５時までとします。ただし、

閉庁日（土曜日及び日曜日）、平日の正午から午後１

時までを除きます。

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又は郵送によります。

なお、電子メール又は郵送で送付した場合は、送

付した旨を３⑴の問い合わせ先に電話にて御連絡く

ださい。

また、郵送の場合は５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸�　回答方法

令和６年９月９日㈪午後５時までに、一般競争入

札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メー

ル又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、この

入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関

しては回答しません。

６�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　入札日時　令和６年９月11日㈬午前11時

　　イ�　入札場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市役所本庁舎３階　301会議室



川 崎 市 公 報

－4407－

（第1,898号）令和6年(2024年)９月10日

　⑶�　入札書の提出方法

持参とします。

　⑷�　入札保証金　免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入札

参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html）で閲覧することができます。

９�　その他

関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　提出場

所及び問い合わせ先」と同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第1238号

川崎事業所（扇町地区）火力発電設備リプ

レース計画（仮）に係る計画段階環境配慮

書に対する市長意見の公表について

標記の案件について、神奈川県環境影響評価条例（昭

和55年条例第36号）第25条の２第１項の規定に基づき神

奈川県知事宛てに、また、環境影響評価法（平成９年法

律第81号）第３条の７第１項の規定に基づき事業者宛て

に、それぞれ市長意見を述べたので、その内容を川崎市

環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条例第48

号）第46条及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第48条の規定を準用し

次のとおり公表します。

令和６年８月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市長意見 

「川崎事業所（扇町地区）火力発電設備リプレース計画（仮）」（以下「対

象事業」という。）に係る計画段階環境配慮書に対する知事意見の作成に際

して、当市が指摘する事項について配慮されるよう要望する。 

 

１ 全般的事項 

対象事業は、株式会社レゾナック川崎事業所（扇町地区）の火力発電所

のボイラー・タービン発電機４号機を廃止して、都市ガス及び水素を燃料

とする火力発電所へ更新（リプレース）するものであり、二酸化炭素排出

量を削減し、水素は新設のパイプラインにより供給、復水器の冷却は冷却

塔による淡水循環冷却方式を採用することにより、事業に伴う環境負荷を

できるだけ抑える計画としている。 

しかしながら、燃料を都市ガス及び二酸化炭素の発生がない水素とする

ことで二酸化炭素排出量を現在より年間 24 万トン以上削減する目標とし

ているものの、運転開始時における水素の燃料混焼率は 30％容積である

ことから、2050 年のカーボンニュートラル社会実現に向けて水素の燃料

混焼率を高めるよう努める必要がある。また、川崎市における一部の大気

環境の測定地点で、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づ

く二酸化窒素の対策目標値の下限値を達成していないことから、燃焼条件

等の検討の際には窒素酸化物の排出量に留意するとともに、可能な限り優

れた環境性能を備えた施設の採用及び効率的な運転管理を踏まえた対象

計画を策定する必要がある。 

計画段階環境配慮書に示されている複数案から対象計画を策定するに

当たっては、大気環境及び景観を始めとする様々な環境要素を考慮し、総

合的な見地に立って判断するとともに、策定の経緯について明らかにする

必要がある。 
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２ 計画段階配慮事項 

 (1) 対象事業では、新たな技術の導入を想定していること、燃焼条件等

により大気環境に与える影響が大きく異なることから、プラント設計

の詳細を明らかにし、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）

等において大気環境の環境保全措置を含めた詳細な予測・評価に繋げ

る必要がある。 

     復水器の冷却は冷却塔により行うため、冷却塔の設置基数が現在よ

りも増加し、風向、風速、温度・湿度などの気象条件によっては、京

浜運河等を通航する船舶や近隣道路を通行する自動車の交通に影響を

及ぼすことが懸念されることから、方法書等において「水蒸気白煙」

が与える影響について検討する必要がある。 

 

 (2) 煙突にあっては、時間帯、天候などの条件を踏まえて、高さだけで

はなく配置や形状、色彩等についても検討する必要がある。 

 

 (3) 緑化計画の策定に当たっては、方法書等において事業実施想定区域

内の緑化面積等の状況を定量的に明らかにするとともに、現況調査結

果を十分に勘案する必要がある。敷地外に緑化地を確保する場合にあ

っては、その選定理由を明らかにする必要がある。 

 

 (4) 動物の生息状況の調査に当たっては、重要な種の営巣・繁殖状況等

を正確に把握するため、動物の活動時間を踏まえるとともに、四季の

みではなく中間的季節を含んだ詳細な現地調査を行う必要がある。 
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参考 

 

○ 環境影響評価に関する手続経過 
令和６年 ６月 11 日 

 

７月 ２日 

７月 ４日 

 

７月 ５日 

 

 

８月 ５日 

事業者から計画段階環境配慮書の送付及び意

見を求める旨の予告文受領 

市長意見作成のため市長から審議会宛て諮問

計画段階環境配慮書の受理 

事業者から市長意見に係る依頼 

環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書

の公告及び縦覧開始 

神奈川県知事から市長意見提出に係る照会 

環境影響評価法に基づく縦覧終了及び意見書

の締切日 

 ８月 21 日 審議会から市長宛て答申 

 ８月 28 日 市長意見を神奈川県知事及び事業者宛て送付

 

○ 審議経過 

令和６年 ７月 ２日 

 

７月 ２日 

７月 17 日 

市長から審議会に配慮書に対する市長意見作

成のための審査について諮問 

現地視察 

審議会（事業者説明及び審議） 

 ８月 21 日 審議会（答申案審議） 
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別紙 

 

当該市長意見は、神奈川県知事宛てのものであり、別途、事業者宛てにも

述べる。事業者宛てに意見を述べるに当たっては、市長意見を次のとおり読

み替える。 

 

１ 事業者 

株式会社レゾナック 

代表取締役社長 髙橋 秀仁 

東京都港区東新橋１－９－１ 東京汐留ビルディング 

 

２ 市長意見の読み替え 

川崎市長意見冒頭の１～２行目の「に対する知事意見の作成に際して、

当市が指摘する事項について配慮されるよう要望する。」を「に係る計画

段階環境配慮書に対する意見は、以下のとおりである。」に、「１ 全般的

事項」の第２段落目５行目の「高めるよう努める必要がある」を「高める

よう努めること。」に、10 行目の「策定する必要がある。」を「策定する

こと。」に、第３段落目３～４行目の「明らかにする必要がある。」を「明

らかにすること。」に、「２ 計画段階配慮事項」の(1)４～５行目の「繋

げる必要がある。」を「繋げること。」に、第２段落目の５行目の「検討す

る必要がある。」を「検討すること。」に、(2)２行目の「検討する必要が

ある。」を「検討すること。」に、(3)３行目の「勘案する必要がある。」を

「勘案すること。」に、(3)４行目の「明らかにする必要がある。」を「明

らかにすること。」に、(4)３行目の「行う必要がある。」を「行うこと。」

に、それぞれ読み替える。 

  

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久本小学校プールろ過設備改修工事

履行場所 川崎市高津区久本３丁目11番３号

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川崎

市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾�　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月25日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上作延小学校プールろ過設備改修工事

履行場所 川崎市高津区上作延５丁目８番１号

履行期間 契約の日から令和７年２月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

川崎市公告第1239号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月28日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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参 加 資 格

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「給排水衛生設備（川崎

市上下水道指定）」ランク「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ

る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」に

登録があること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽�　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

⑾�　「川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者」かつ「川崎市排水設備指定工事店」であること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2100

入札日時等 令和６年９月25日　14時30分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道南加瀬22号線ほか街路樹更新工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬１丁目10地先

履行期間 契約の日から令和７年１月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島外貿岸壁防食改良その２工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先

履行期間 契約の日から令和６年12月27日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録されてい

ること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」又は「Ｂ」

で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満となった場合は

専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道鷺沼線街路樹更新工事

履行場所 川崎市宮前区小台１丁目19番地先

履行期間 契約の日から令和７年３月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
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参 加 資 格

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「造園」で登録されていること。

⑹�　令和５・６年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。

⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　造園工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑽�　監理技術者資格者証（業種「造園」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月25日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路補修（緊急24－２）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　川崎市高津区内に本社を有すること。

⑹�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」で登録されていること。
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川崎市公告第1240号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

令和６年８月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市宮前区水沢３丁目2784番１

� ほか２筆

� 2,782平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

川崎市宮前区土橋２丁目６番地17

株式会社　成建　代表取締役　常盤　孝一

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：15戸

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和５年９月７日

川崎市指令　ま宅審（�）第199号

令和６年６月24日

川崎市指令　ま宅審（�）第38号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1241号

道路の指定について

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４

号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

令和６年８月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称
都市計画道路宮内新横浜線（宮内工区）

都市計画道路鹿島田菅線（関連外郭部）

指定区間の

地名・地番

中原区宮内二丁目54番２、55番３、55番４、

1507番３、1507番７及び1507番８並びに54番３、

55番１、55番２、55番７、55番８、56番３、56

番４、56番６、56番10、1507番５、1508番２

及び無地番地の各一部

� 別図参照

幅員・延長
28.6　～　31.6ｍ　×　�3.3ｍ

　　　　　20.0ｍ　×　38.8ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第504号

令和６年８月29日

　　　───────────────────

川崎市公告第1242号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�西長沢公園（多目的広場及び専用駐車

場）出入口開閉等業務委託

　⑵�　履行場所　西長沢公園　川崎市宮前区潮見台５

　⑶�　履行期限　�令和６年10月１日から令和７年３月31

日まで

　⑷�　業務概要　�本委託は、宮前区役所道路公園セン

ターが管理する西長沢公園の多目的広

場及び専用駐車場の出入口に設置した

車止めの開閉等に係る業務を行うもの

です。

２�　競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

参 加 資 格

⑺�　令和５・６年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ

る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」に

登録があること。

⑻�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑼�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽�　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾�　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小」で登録されてい

る者。

　⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「施設維持管理」、種目「その他の施設維持管

理」で登録されている者。

３�　入札参加申込書の配付及び提出

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号

川崎市宮前区役所道路公園センター

電　話：044－877－1661

ＦＡＸ：044－877－9429

E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑵�　配付・提出期間

令和６年８月29日㈭から令和６年９月４日㈬（た

だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書

　⑷�　提出方法

持参

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴�　交付場所

入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和５・６年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス

に、確認通知書を令和６年９月９日㈪に送付します。

なお、当該電子メールアドレスを登録していない場

合は、ＦＡＸで送付いたします。

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　質問受付方法

電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ：044－877－9429

　⑵�　質問受付期間

令和６年９月10日㈫午前９時から令和６年９月11

日㈬午後５時までとします。（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶�　質問書の様式

入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　回答方法

令和６年９月12日㈭午後５時までに、競争入札参

加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付いたします。

なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６�　入札参加資格の喪失

入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書について、虚偽の記載をした

とき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法

持参による入札

　⑵�　入札の日時・場所

　　ア�　日時　令和６年９月25日㈭午前11時20分

　　イ�　場所　川崎市宮前区道路公園センター２階

　　　　　　　�会議室（川崎市宮前区有馬２丁目６番４

号）

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　開札の日時・場所

７⑵に同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

ただし著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　⑹�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８�　契約手続等

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　前払金

無

　⑶�　契約書作成の要否

要

　⑷�　契約条項等の閲覧
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川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　詳細は、入札説明書によります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第1243号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

令和６年８月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市多摩区長沢一丁目9041番２

� ほか４筆（第２工区）

� 131平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

川崎市宮前区土橋二丁目６番地17

株式会社　成建　代表取締役　常盤　孝一

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：10戸10棟

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和５年11月29日

川崎市指令　ま宅審（�）第224号

令和６年２月２日

川崎市指令　ま宅審（�）第240号（変更）

令和６年４月９日

川崎市指令　ま宅審（�）第１号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1244号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告

します。

令和６年８月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　工事を完了した開発区域の名称及び面積

川崎市多摩区枡形六丁目4260番１

� ほか７筆の一部

� 2,024平方メートル

２�　開発許可を受けた者の住所及び氏名

横浜市港北区高田東一丁目17番14号

株式会社　ホームセンター　

代表取締役　根岸　浩

３�　予定建築物の用途

一戸建ての住宅

� 計画戸数：15戸

４�　開発許可年月日及び許可番号

令和５年６月30日

川崎市指令　ま宅審（�）第170号

令和５年８月22日

川崎市指令　ま宅審（�）第194号（変更）

令和５年11月28日

川崎市指令　ま宅審（�）第223号（変更）

令和５年12月28日

川崎市指令　ま宅審（�）第228号（変更）

令和６年４月22日

川崎市指令　ま宅審（�）第３号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第1245号

堤根処理センター整備事業に係る条例環境

影響評価審査書について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第25条第１項の規定により、標記事業に係る

条例環境影響評価審査書を次のとおり公告します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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はじめに 

 

堤根処理センター整備事業は、川崎市が、川崎区堤根 52 番及び幸区柳町 74 

番３の約2.6haの区域において、老朽化した既存のごみ焼却処理施設を解体し、

最新の技術を用いた新たなごみ焼却処理施設を建設するものである。 

指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例（以下「条例」という。）

に基づき、環境配慮計画書の手続を経て、令和２年７月１日に指定開発行為実施

届及び条例環境影響評価方法書（以下「条例方法書」という。）を提出した。そ

の後、条例に基づく手続を経て、条例方法審査書に基づき、指定開発行為が環境

に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、令和６年１月 29 日に条例環

境影響評価準備書（以下「条例準備書」という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行ったところ、市民等から

意見書の提出があったことから、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出

を受け、これを公告、縦覧した。 

これらの結果をもって、川崎市環境影響評価審議会（以下「審議会」という。）

に諮問し、令和６年８月６日に答申を得た。 

市では、この答申を踏まえ、条例第 24 条に基づき、条例準備書等を総合的に

審査し、本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」という。）を作成した

ものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：川崎市 

代表者：川崎市長 福田 紀彦 

住 所：川崎市川崎区宮本町１番地 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：堤根処理センター整備事業 

種 類：都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（第３種行為） 

廃棄物処理施設の新設（一般廃棄物処理施設の新設）（第１種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の１の項及

び７の項に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位  置：川崎区堤根 52 番（以下「堤根敷地」という。） 

幸区柳町 74 番３（以下「柳町敷地」という。） 

区域面積：約 26,000 ㎡ 

用途地域：準工業地域 

 

(4) 計画の概要 

ア 目的 

老朽化した既存のごみ焼却処理施設を解体し、最新の技術を用いた新たなごみ

焼却処理施設の建設 
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イ 土地利用計画 

区分 面積 構成比 

建物等 

ごみ焼却処理施設（ランプウェイ、計量

棟（搬入）、事務棟を含む） 
約 8,000 m2 約 30.8％ 

計量棟（搬出） 約     80 m2 約  0.3％ 

洗車場・車庫 約    470 m2 約  1.8％ 

車庫・倉庫 約    690 m2 約  2.7％ 

合計 約 9,240 m2 約 35.5％ 

構内道路等 約 9,310 m2 約 35.8％ 

駐車場 約    750 m2 約  2.9％ 

緑化地 約 6,500 m2 約 25.0％ 

鉄塔 約    200 m2 約  0.8％ 

合 計 約 26,000 m2 100.0％  

注）割合は小数点第２位を四捨五入しているため、小計が合わない場合がある。 

 

ウ 建築計画 

建築物名称 
建築 

面積 

延床 

面積 
構造 階数 建物高さ 

ごみ焼却処理施 

設（ランプウェ 

イ、計量棟（搬 

入）を含む） 

約 8,000m2 約 27,100m2 

鉄骨造及 

び鉄骨鉄 

筋コンク 

リート造 

地下１階

地上６階

建築基

準法 
地上約 35m 

実高さ
地下約 25m 

地上約 39m 

計量棟（搬出） 約    80m2 約    80m2 鉄骨造 地上１階

建築基

準法・

実高さ

地上約６ｍ

洗車場・車庫 約   470m2 約   470m2 鉄骨造 地上１階

建築基

準法・

実高さ

地上約９ｍ

車庫・倉庫 約   690m2 約  1,380m2 鉄骨造 地上２階

建築基

準法・

実高さ

地上約 10ｍ

合計 約 9,240m2 約 29,030m2 － － － － 

注１） 建ぺい率は、堤根敷地が約 40 ％、柳町敷地が約 15 ％である。 

注２） 容積率は、堤根敷地が約 129 ％、柳町敷地が約 30 ％である。 
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エ 処理施設計画 

施設 項目 仕様等 

ごみ焼却処理施設 

施設規模 500t/24h（250t/24h×２系列）注） 

処理方式 ストーカ式（ごみ焼却施設） 

搬入・ 

処理日 

搬 入：６～７日/週 

処理日：通年 

余熱利用 

高効率の発電設備を設置し、施設内の電力を

賄うとともに、余剰電力の売電を行う。また、

蒸気についても、場内及び隣接するヨネッテ

ィー堤根に供給する。 

注）プラスチック資源循環施策等の廃棄物減量施策により、当初想定のごみ排出量が減少するため、方法書

時点の施設規模（540t/24h）から縮小した。 
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は、老朽化した既存のごみ焼却処理施設を解体し、最新の

技術を用いた新たなごみ焼却処理施設の建設するものであり、工事中や供用

時における環境上の配慮が求められることから、条例準備書に記載した環境

保全のための措置等を実施するとともに、本条例審査書の内容を確実に遵守

すること。 

また、工事着手前に周辺住民等に対する工事説明等を行い、環境影響に係

る低減策、問合せ窓口等について周知すること。 

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 温室効果ガス  

脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減に向けた一層の取組が

求められていることから、計画建物のエネルギー使用量の削減等につなが

る対策を講ずるよう努めること。 

 

イ 大気（大気質、悪臭） 

(ｱ) 大気質 

ごみ焼却処理施設の稼働時には、運転条件等により排出ガス量や性状

が変動することから、連続モニタリングや事後調査を行い、大気汚染物質

の濃度等を把握すること。 

また、計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、

条例準備書に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

(ｲ) 悪臭 

当施設は周辺住宅地に近接しており、周辺へ悪臭が漏洩していないこ

とを把握しておくとともに、条例準備書に記載した環境保全のための措

置を徹底すること。 

 

ウ 地盤（変状） 

計画地が住宅地及び鉄道に近接していることから、条例準備書に記載し

た環境保全のための措置を徹底すること。 
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エ 土壌汚染 

    土壌汚染の調査・対策の実施に当たっては、市関係部署と協議すること。 

 

オ 騒音・振動・低周波音 

(ｱ) 騒音 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、条例

準備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工程、

作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等

へ周知すること。 

 

(ｲ) 振動 

計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、条例

準備書に記載した環境保全のための措置を徹底するとともに、工事工程、

作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等

へ周知すること。 

 

(ｳ) 低周波音 

計画地が住宅等に近接していることから、条例準備書に記載した環境

保全のための措置を徹底すること。 

 

カ 廃棄物等（一般廃棄物、産業廃棄物、建設発生土） 

(ｱ) 一般廃棄物 

計画地が住宅等に近接していることから、焼却灰の搬出に当たっては、

周辺環境への影響を防止するため、条例準備書に記載した環境保全のた

めの措置を徹底すること。 

 

(ｲ) 産業廃棄物 

既存の煙突等の解体時にダイオキシン類等の飛散が懸念されること、

また、既存施設の一部でアスベスト含有建材を使用していることから、

既存施設の解体等に当たっては、条例準備書に記載した環境保全のため

の措置を徹底すること。 
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(ｳ) 建設発生土 

処理する建設発生土については、再利用等を含めた処理方法について、

その実施内容を市に報告すること。 

 

キ 緑（緑の質、緑の量） 

(ｱ) 緑の質 

既存樹木の保全を検討するとともに、伐採する樹木についてはその理

由を条例環境影響評価書にて明らかにするとともに、植栽予定の地被類

については、各ゾーニングの成育環境に合わせて適切に選択すること。 

また、樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等について十分配慮

するとともに、植栽基盤の整備に当たっては、樹木の育成を支える十分

な土壌厚の確保について、市関係部署と協議すること。 

 

(ｲ) 緑の量 

緑化のコンセプトとして示された４つの緑化エリアについて、計画の

詳細を条例環境影響評価書で明らかにすること。また、できるだけ高木

及び中木の植栽本数を増やすとともに、計画地内の樹木等について、適

正な管理及び育成に努めること。 

 

ク 景観 

建物の形状、外壁の色彩等については、川崎市景観計画を踏まえるとと

もに、市の関係部署との協議を行うこと。 

 

ケ 構造物の影響（日照阻害、テレビ受信障害） 

(ｱ) 日照阻害 

日影の影響を比較的大きく受ける建物については、その影響の程度に

ついて住民等に説明すること。 

 

(ｲ) テレビ受信障害 

 障害が発生したときの問合せ窓口を関係住民に明らかにし、その対策

については確実に実施すること。 
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コ 地域交通（交通安全、交通混雑） 

    計画地及び工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、工事に

当たっては、交通安全対策を最優先するとともに、事前に周辺住民等に対

し工事説明等を行い、交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について周知

すること。 

 

サ 安全（火災、爆発、化学物質の漏洩等） 

計画地が住宅等に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底すること。 

 

シ その他 

敷地境界線上に配置される外塀の配置、形状については、歩行者の視野

等にも配慮した計画とすること。 

 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「生物多様性」、「地球温暖化対

策」、「気候変動の影響への適応」、「酸性雨」及び「資源」の各項目における

環境配慮の措置については、その積極的な取組を図るとともに、具体的な実

施の内容について市に報告すること。 

 

ア 生物多様性 

生物多様性に配慮した「水場」の設置にあっては、その効果の程を改め

て検討すること。 

 

イ 気候変動の影響への適応 

治水・水害対策については、異常気象や海面上昇に関する最新の将来リ

スク情報を参考にしつつ、電気設備の浸水対策等を行うこと。 

 

(4) 事後調査に関する事項 

事後調査については、工事中の「土壌汚染」及び「産業廃棄物」、供用時の

「大気質」及び「緑の質」を行うとしているが、条例準備書に記載した事後

調査の内容に加え、環境影響評価項目に関する事項で指摘した内容を踏まえ
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て計画的な事後調査を行うこと。 

また、事後調査の結果、条例準備書で予測した数値を超えること等により、

生活環境の保全に支障が生じる場合は、直ちに市に連絡するとともに、生活

環境を保全するための適切な措置を講ずること。 
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３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

平成 31 年 ２月 21 日 環境配慮計画書の受領 

２月 28 日 環境配慮計画書公告、縦覧開始 

３月 29 日 環境配慮計画書縦覧終了、意見書の締切 

 意見書の提出 ３名、３通 

令和 元年 ５月 14 日 環境配慮計画見解書の受領 

５月 21 日 環境配慮計画見解書公告、縦覧開始 

６月 ４日 環境配慮計画見解書縦覧終了 

６月 26 日 市長から審議会に環境配慮計画書について諮問 

８月 21 日 審議会から市長に環境配慮計画書について答申 

８月 28 日 環境配慮計画審査書公告、環境配慮計画策定者宛て送付 

  

令和 ２年 ７月 １日 指定開発行為実施届の受理及び条例方法書の受領 

７月 ８日 条例方法書公告、縦覧開始 

８月 21 日 条例方法書縦覧終了、意見書の締切 

 意見書の提出 １名、１通 

９月 16 日 市長から審議会に条例方法書について諮問 

10 月 22 日 審議会から市長に条例方法書について答申 

10 月 29 日 条例方法審査書公告、指定開発行為者宛て送付 

  

令和 ６年 １月 29 日 条例準備書の受領 

２月 ５日 条例準備書公告、縦覧開始 

 ３月 21 日 条例準備書縦覧終了、意見書の締切 

意見書の提出 ４名、５通 

４月 18 日 条例見解書の受領 

５月 ７日 条例見解書公告、縦覧開始 

５月 21 日 条例見解書縦覧終了 

公聴会において意見を述べたい旨の申出の締切 

 申出者 なし 

６月 19 日 市長から審議会に条例準備書について諮問 

８月 ６日 審議会から市長に条例準備書について答申 

 月  日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付 
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４ 川崎市環境影響評価審議会の審議経過 

令和元年 ６月 26 日 
審議会（現地視察、環境配慮計画書事業者説明及び審

議） 

８月 20 日 審議会（環境配慮計画書答申案審議） 

  

令和２年 ９月 16 日 審議会（条例方法書事業者説明及び審議） 

10 月 21 日 審議会（条例方法書答申案審議） 

  

令和６年 ６月 19 日 審議会（条例準備書事業者説明及び審議） 

８月 ６日 審議会（条例準備書答申案審議） 

 

 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度中学校給食用食器（センター分）

履行場所 川崎市学校給食センター

履行期間 令和７年１月31日

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「日用品雑貨」種目「食

器・陶磁器類｣に登載されていること。

⑷�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録され

ている者

⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑹�　平成26年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。または、

この物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けていること。

　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　�　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。

⑺�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入できること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階）

電話番号��044－200－2091

入札日時等 令和６年10月15日11時00分�（川崎市役所入札室　�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎３階）

川崎市公告第1246号

（仮称）東扇島物流施設建設計画に係る条

例見解書について

川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第22条第１項の規定に基づく条例見解書の提

出がありましたので、同条第２項の規定に基づき、その

旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則（平成

12年川崎市規則第106号）第19条に定める事項について次

のとおり公告します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例見解書について

１�　指定開発行為実施者

名　称：ＲＷ東扇島特定目的会社

代表者：取締役　田渕　安春

住　所：東京都中央区日本橋一丁目４番１号

２�　指定開発行為の名称及び種類

　⑴�　名称

（仮称）東扇島物流施設建設計画

　⑵�　種類

大規模建築物の新設（第２種行為）

都市計画法第４条第12項に規定する開発行為（第

２種行為）

３�　指定開発行為を実施する区域

川崎市川崎区東扇島23番地１号

４�　指定開発行為の目的及び内容

　⑴�　目的

物流施設の建設

　⑵�　内容

延べ面積　約302,360㎡

開発区域の面積　約66,120㎡

５�　指定開発行為の施行期間

令和７年７月から令和11年１月

６�　条例見解書の要旨

第１章　指定開発行為の概要

第２章　環境影響評価の経過

第３章　�条例準備書に対する市民意見等の概要と指

定開発行為者の見解

第４章　関係地域の範囲

７�　条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴�　期間

令和６年８月30日㈮から令和６年９月13日㈮まで

　⑵�　場所及び時間

川崎区役所（12階）、大師支所（２階）、環境局環

境評価課(市役所本庁舎20階)

午前８時30分から午後５時まで（環境局環境評価

課は午後５時15分まで）。土曜日・日曜日は除く。

※�すべての縦覧場所で、縦覧開始日（８月30日）

は、午前10時から縦覧を行います。

　　　───────────────────

川崎市公告第1247号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市公告第1248号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

競争入札に

付する事項

件　　 名 フッ素たん白泡消火薬剤

履行場所 臨港消防署備蓄タンク（３槽）

履行期間 令和７年２月28日

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「消防・防災用品」種目

「消火器」に登載されていること。

⑷�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録され

ている者

⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑹�　平成26年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。

　�　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。

　�　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でもかまいません。

⑺�　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎16階）

電話番号��044－200－2093

入札日時等 令和６年10月11日11時00分�（川崎市役所入札室　�川崎市川崎区宮本町１番地　本庁舎３階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は契約課ホームページ　「入札情報　かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1249号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月30日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 白石町護岸基本・詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区白石町地先

履行期間 令和７年３月14日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「港湾及び空

港部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港）、技術士（総合技術監理部門：

建設－港湾及び空港）又はＲＣＣＭ（港湾及び空港部門）のいずれかの資格を有する者を配置できる

こと。
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参 加 資 格 　�　なお、管理技術者と照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年10月１日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃その２）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録され

ている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年10月１日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 坂戸公園整備設計業務委託

履行場所 川崎市高津区坂戸３丁目10－８

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「造園部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係�（〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号��044－200－2097

入札日時等 令和６年10月１日14時30分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第256号

入　　札　　公　　告

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

一般競争入札について次のとおり公告します。

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

微小粒子状物質測定装置賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所

麻生一般環境大気測定局（麻生区百合丘２－10）

１台

池上自動車排出ガス測定局（川崎区池上町３）

１台

宮前平駅前自動車排出ガス測定局

（宮前区土橋２－１－１）

１台

　⑶�　履行期間

令和７年３月１日から令和14年２月29日まで

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登載されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において類似の

賃貸借契約の実績があること。

　⑸�　契約締結後、確実に納入することができること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

川崎生命科学・環境研究センター３階

川崎市環境局環境総合研究所

地域環境・公害監視担当　伊東、山梨

電　話　044-276-9096

ＦＡＸ　044-288-3156

E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　ア�　配布・提出日

令和６年９月10日㈫から令和６年９月19日㈭まで

　　イ�　配布・提出時間

９時から12時まで及び13時から17時まで

　⑶�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ�　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷�　提出方法

　　ア�　持参の場合

令和６年９月10日㈫から令和６年９月19日㈭の

９時から12時まで及び13時から17時まで（ただし、

土曜日、日曜日、祝日及び12時から13時を除く）

とします。

　　イ�　郵送の場合

郵送での提出を希望する者は、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。また、提出書類に

不備や不足があった場合は受理できません。

　　　(ｱ)��書留郵便に限ります。

　　　(ｲ)��令和６年９月10日㈫から令和６年９月18日㈬

までに必着とします。

　　　(ｳ)��郵送した際は３⑴のE-mailアドレスにその

旨、連絡してください。

提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができま

す。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の

欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロードが

できない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所

で配布します。（「入札情報かわさき」https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、川崎市競争入札参加資格審

査申請書の委任先メールアドレスに令和６年９月30日

㈪までに送付します。委任先メールアドレスを登録し

ていない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴�　交付日時

令和６年９月30日㈪（９時から12時まで及び13時

から17時まで）

　⑵�　場所

上記３⑴に同じ。

そ　の　他 ・�詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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５�　仕様・入札に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

上記３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ期間

令和６年９月30日㈪から令和６年10月４日㈮17時

まで

　⑶�　問合せ方法

添付の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸ又は電子メールアドレスあて送付して

ください。

　⑷�　回答方法

質問があった場合の回答は、令和６年10月９日㈬

までに、参加全者あてに、電子メール又はＦＡＸに

て送付します。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84ヵ月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他事項につ

いては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア�　入札書の提出日時

令和６年10月22日㈫10時00分

　　イ�　入札書の提出場所

川崎市環境局環境総合研究所研修室

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

川崎生命科学・環境研究センター３階

　　ウ�　入札書の提出方法

持参に限ります。

　⑵�　入札保証金

免除とします

　⑶�　開札の日時

７⑴アに同じ

　⑷�　開札の場所

７⑴イに同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告(調達)第257号

特定調達契約に関する総合評価一般競争入札について

次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�川崎市中央卸売市場北部市場機能更新

事業

　⑵�　履行場所　�川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

　⑶�　履行期間　�本事業契約締結日から令和39年３月31

日まで

　　　　　　　　�ただし、選定事業者からの提案により

整備期間が異なる場合がある。

　⑷�　調達概要

本事業は、開場から42年が経過した、川崎市中央

卸売市場北部市場（以下、「本施設」という。）につい

て、施設老朽化への対応、社会経済環境の変化に対

応した機能強化を図るため、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号。以下、「ＰＦＩ法」という。）に基づ

き本施設の機能更新を行うものである。

本事業の実施にあたっては、選定事業者が本施設
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の施設整備業務を行った後、市に所有権を移転し、

事業期間中において維持管理業務を実施するＢＴＯ

方式（Build�Transfer�Operate）とする。

また、本施設の機能更新に合わせ、本施設内の敷

地の一部を選定事業者と事業用定期借地権設定契約

を締結し、選定事業者が市場機能連携施設を設置・

運営する事業を一体的に実施する。

　⑸�　予定価格

60,466,302,728円（消費税及び地方消費税を含ま

ない。）

　⑹�　契約方法

価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者

を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施行

令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１項の

規定により落札者を決定する入札をいう。以下同

じ）により行う。

２�　契約条項を示す場所等

　⑴�　契約条項を示す場所、入札説明書等の閲覧場所及

び契約に係る事務を担当する部局

川崎市経済労働局　中央卸売市場北部市場

（北部市場調整）

住　所：〒216-8522　

　　　　川崎市宮前区水沢１丁目１番１号

電　話：044-975-2225　

ＦＡＸ：044-975-2242

メールアドレス：28hokan＠city.kawasaki.jp

３�　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　⑴�　入札参加者の構成等

　　ア�　入札参加者の構成

　　　（�）��入札に参加する者は、本事業の設計業務に当

たる者、解体・撤去業務に当たる者、建設業

務に当たる者、工事監理業務に当たる者、維

持管理業務に当たる者、その他業務に当たる

者及び付帯事業者の複数の企業で構成される

グループ（以下、「参加グループ」という。）

とすること。

　　　（�）��参加グループは、特別目的会社（以下、「SPC」

という。）に出資する企業でSPCから直接業務

を請け負う者（以下、「構成員」という。）、

SPCに出資しない企業でSPCから直接業務を請

け負う者（以下、「協力企業」という。）及び付

帯事業者で構成すること。なお、参加グルー

プは、少なくとも構成員と付帯事業者で構成

すること。

　　　（�）��構成員及び協力企業は、SPCから請け負った

業務の一部について、第三者に委託し、又は

下請人を使用することができるが、その際

は、事前に市の承諾を得ることとし、当該委

託又は請負に係る契約の締結後速やかに市に

通知すること。

　　イ�　構成員、協力企業及び代表企業の選定

参加グループを構成する企業は、資格審査の申

請時に構成員、協力企業又は付帯事業者のいずれ

の立場であるかを明らかにすること。この場合に

おいて、構成員の中から代表企業を定め、代表企

業が資格審査の申請及び入札手続を行うこと。

　　ウ�　複数業務の禁止

同一者が複数の業務に当たることを妨げない。

ただし、解体・撤去業務又は建設業務と工事監理

業務を同一の者又は資本面若しくは人事面で関係

のある者※１が兼ねてはならない。

　　※１　資本面若しくは人事面で関係のある者とは

　　　　�　資本面において関係のある者とは、総株主の

議決権の100分の50を超える議決権を有し、又

はその出資の総額の100分の50を超える出資を

行っている者をいい、人事面において関係のあ

る者とは、当該企業の代表権を有している役員

を兼ねている者をいう。

　　エ�　複数提案の禁止

参加グループの構成員、協力企業及び付帯事業

者と資本面若しくは人事面において関係のある者

は、他の参加グループの構成員、協力企業又は付

帯事業者になることができない。

　⑵�　入札参加者の参加資格要件

　　ア�　入札参加者の参加資格要件（共通）

構成員、協力企業及び付帯事業者は、次の全て

に該当する者とする。

　　　（�）��本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な

財務能力を有していること。

　　　（�）��本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験

及びノウハウを有していること。

　　イ�　入札参加者の参加資格要件（業務別）

設計、解体・撤去、建設、工事監理及び維持管

理の各業務に当たる者は、上記アの要件の他にそ

れぞれ次の資格要件を満たすこと。

　　　（�）�設計業務に当たる者

設計業務に当たる者は構成員又は協力企業と

し、aからｃの要件を満たすこと。ただし、設計

業務に当たる者が複数である場合は、全ての企業

はa及びbの要件を満たし、cの要件を満たすもの

を１者以上入れること。

　　　ａ　�建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規

定に基づく一級建築士事務所の登録を行って

いること。

　　　ｂ　�市の令和５・６年度業務委託有資格業者名簿

に業種「建築設計」として登録されているこ
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と。なお、本事業契約は令和７年度に締結す

る予定であるため、令和７・８年度業務委託

有資格業者名簿に継続登録すること。

　　　ｃ　�平成21年４月１日以降に、延床面積10,000㎡

以上の卸売市場施設、事務所、倉庫、工場等

のいずれかの整備に係る新築又は改築（一部

を除く。）又は増築（別棟増築に限る。）の基本

設計業務又は実施設計業務を元請として受託

し、かつ、履行した実績を有していること。

　　　（�）��解体・撤去業務に当たる者

解体・撤去業務に当たる者は構成員又は協力企

業とし、aからcの要件を満たすこと。

ただし、解体・撤去業務に当たる者が複数であ

る場合は、全ての企業はa及びbの要件を満たし、

aからcの要件を満たす者を１者以上入れること。

　　　ａ　�建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規

定に基づく工事業について、特定建設業の許

可を受けていること。

　　　ｂ　�市の令和５・６年度工事請負有資格業者名簿

において、業種「解体」種目「解体」として登

録されていること。なお、本事業契約は令和

７年度に締結する予定であるため、令和７・

８年度工事請負有資格業者名簿に継続登録す

ること。

　　　ｃ　�平成21年４月１日以降に、延床面積5,000㎡

以上の卸売市場施設、事務所、倉庫、工場等

のいずれかの解体・撤去に係る工事の施工実

績を単独又は共同企業体の構成員（いずれも

元請）として有していること。ただし、共同

企業体の構成企業としての実績は、出資比率

が100分の20以上のものに限る。

　　　（�）��建設業務に当たる者

建設業務に当たる者は構成員とし、aからdの要

件を満たすこと。ただし、建設業務に当たる者が

複数である場合は、全ての企業はa及びbの要件を

満たし、aからdの要件を満たす者を１者以上入れ

ること。なお、aからdの要件を満たす構成員を１

者含むことで、他の者は協力企業とすることも可

能とする。

　　　ａ　�建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規

定に基づく工事業について、特定建設業の許

可を受けていること。

　　　ｂ　�市の令和５・６年度工事請負有資格業者名簿

において、業種「建築」種目「一般建築」とし

て登録されていること。なお、本事業契約は

令和７年度に締結する予定であるため、令和

７・８年度工事請負有資格業者名簿に継続登

録すること。

　　　ｃ　�令和５・６年度川崎市競争入札参加資格申請

時における経営規模等評価結果通知書・総合

評定値通知書の「建築一式」の総合評定値が

1,100点以上の者であること。

　　　ｄ　�平成21年４月１日以降に、延床面積10,000㎡

以上の卸売市場施設、事務所、倉庫、工場等

のいずれかの整備に係る新築又は改築工事

（一部を除く。）又は増築（別棟増築に限る）の

施工実績を単独又は共同企業体の構成員（い

ずれも元請）として有していること。ただし、

共同企業体の構成企業としての実績は、出資

比率が100分の20以上のものに限る。

　　　（�）��工事監理業務に当たる者

工事監理業務に当たる者は構成員又は協力企業

とし、aからｃの要件を満たすこと。ただし、工

事監理業務に当たる者が複数である場合は、全て

の企業はa及びbの要件を満たし、cの要件を満た

すものを１者以上入れること。

　　　ａ　�建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。

　　　ｂ　�市の令和５・６年度業務委託有資格業者名簿

に業種「建築設計」として登録されているこ

と。なお、本事業契約は令和７年度に締結す

る予定であるため、令和７・８年度業務委託

有資格業者名簿に継続登録すること。

　　　ｃ　�平成21年４月１日以降に、延床面積10,000㎡

以上の卸売市場施設、事務所、倉庫、工場等

のいずれかの整備に係る新築又は改築（一部

を除く。）又は増築（別棟増築に限る。）の工事

監理業務を元請として受託し、かつ、履行し

た実績を有していること。

　　　（�）��維持管理業務に当たる者

維持管理業務に当たる者は構成員又は協力企業

とし、ａからcの要件を満たすこと。ただし、維

持管理業務に当たる者が複数である場合は、全て

の企業はa及びbの要件を満たし、cの要件を満た

すものを１者以上入れること。

　　　ａ　�維持管理業務の遂行において、担当する業務

に必要となる資格（許可、登録、認定等）及

び資格者を有すること。

　　　ｂ　�市の令和５・６年度業務委託有資格業者名簿

に登録されていること。なお、本事業契約は

令和７年度に締結する予定であるため、令和

７・８年度業務委託有資格業者に継続登録す

ること。

　　　ｃ　�平成21年４月１日以降に、延床面積3,000㎡

以上の卸売市場施設、事務所、倉庫、工場等

のいずれかに係る２年以上の維持管理実績を
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有すること。

　　　（�）��その他業務に当たる者

その他業務に当たる者は、構成員又は協力企業

とし、市の令和５・６年度業務委託有資格業者名

簿に登録されていること。なお、本事業契約は令

和７年度に締結する予定であるため、令和７・８

年度業務委託有資格業者名簿に継続登録すること。

　　　（�）��付帯事業者

付帯事業者は、募集の趣旨に沿った事業構想を

有し、その実現にふさわしい企画力、資力、経験

及び社会的信用などを有する事業者であり、市場

機能連携施設用地に係る提案内容と同等の事業に

係る実績を有していること。複数の者で業務を分

担する場合、すべての者が業務の分担に応じて当

該要件を満たしていること。

　　ウ�　市の入札参加資格を有さない者の参加

市の令和５・６年度競争入札参加資格名簿に登

録されていない者で、新たに登録を希望する者

は、入札参加資格審査資料の提出期限までに登録

認定を受けていること。登録を認められなかった

場合は、入札の参加資格を欠くものとする。

　　エ�　入札参加者の制限

以下のいずれかに該当する者は、入札参加者と

なることはできない。

　　　（�）��地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

167条の４に規定する者に該当する者。

　　　（�）��地方自治法施行令第167条の４第２項各号に

該当する事実があった後３年を経過しない者

（当該事実と同一の事由により川崎市競争入

札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停

止（以下、「指名停止」という。）を受けている

者を除く。）又はその者を代理人、支配人そ

の他の使用人若しくは入札代理人として使用

する者。

　　　（�）��入札の公告日から契約締結日までの期間にお

いて、川崎市競争入札参加資格者指名停止等

要綱（昭和63年９月川崎市要綱）による指名

停止等の措置を受けている者。ただし、指名

停止期間が１か月以内のものである場合は、

この限りではない。

　　　（�）��直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事

業税、消費税及び地方消費税を滞納している

者。

　　　（�）��会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定

による特別清算開始の申立てがなされている

者。

　　　（�）��会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の

規定による更生手続開始の申立てがなされて

いる者（同法附則第２条の規定により、なお

従前の例によることとされる更生事件にかか

る同法による改正前の会社更生法（昭和27年

律第172号）第30条の規定による更生手続き

の申立てを含む。）

　　　（�）��民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（同

法に基づく再生手続開始の決定後、市競争入

札参加資格の認定を受けている者を除く。）。

　　　（�）��破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第

19条による破産の申立てがなされている者

（同法附則第３条の規定により、なお従前の

例によることとされる破産事件にかかる同法

による廃止前の破産法（大正11年律第71号）

第132条又は第133条による破産の申立てを含

む。）。

　　　（�）��手形交換所における取引停止処分を受けてい

る者、主要な取引先から取引停止を受けてい

る者及び経営状態が著しく不健全である者。

　　　（�）��債務不履行により所有する資産に対し、仮差

押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の

開始決定がなされている者。

　　　（�）��暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

規定する暴力団である者。

　　　（�）��役員のうち次のいずれかに該当する者がいる

法人。

　　　ａ　�成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法

令上これらと同様に取り扱われている者

　　　ｂ　�破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

又は外国の法令上これと同様に取り扱われて

いる者

　　　ｃ　�禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令に

よる刑を含む。）に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日か

ら起算して５年を経過しない者

　　　ｄ　�暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下、「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者

　　　ｅ　�営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者でその法定代理人がaからdまでの

いずれかに該当する者

　　　（�）��暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係

を通じて、その事業活動に支配的影響力があ

る法人。

　　　（�）��川崎市中央卸売市場開設運営協議会北部市場
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機能更新事業者選定部会（以下、「選定評価

委員会」という。）の委員が属する企業又はそ

の企業と資本面若しくは人事面において関連

のある者。

　　　（�）��ＰＦＩ法第９条に示す欠格事由に該当する者

であること。

　　　（�）��参加グループの構成員が、他の参加グループ

の構成員と資本関係※２又は人的関係※３に

ある者。

　　　※２�　資本関係とは

�　親会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条

第４号及び会社法施行規則第３条の規定によ

る。）と子会社（会社法第２条第３号及び会社法

施行規則第３条の規定による。）の関係にある場

合をいう。

　　　※３�　人的関係とは

　　　・�一方の会社の代表権を持つ役員が他方の会社の

代表権を持つ役員を現に兼ねている場合をいう。

　　　・�一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第

67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定

により選任された管財人を現に兼ねている場合

をいう。

　　　・�市の令和５・６年度競争入札参加資格名簿及び

令和７・８年度競争入札参加資格名簿におい

て、一方の会社の契約締結権者が、他方の会社

の契約締結権者を現に兼ねている場合をいう。

　　　（�）��市が本事業について、アドバイザリー業務を

委託した次の者と資本面又は人事面において

関連のある者。

　　　・�株式会社地域計画建築研究所

　　　・�株式会社地域経済研究所

　　　・�弁護士法人御堂筋法律事務所

　　　・�株式会社技研エンジニアネットワーク

　　オ�　入札参加資格要件の確認基準日

参加資格要件の確認基準日は、参加表明書、資

格審査書類を受付した日とする。

ただし、参加資格を確認後、落札者決定の日ま

での間に、代表企業が参加資格要件を欠くことと

なった場合には、失格とする。

　　カ�　入札参加者の変更

参加表明書の提出後は、入札参加者の構成を変

更又は追加することを原則として認めないものと

する。

ただし、やむを得ない事情により入札参加者の

構成を変更又は追加する必要が生じた場合、市が

承諾した場合に限り、これを認めるが、この場合

であっても代表企業の変更は認めないものとする。

４�　入札に関する手続等

　⑴�　参加表明書及び資格審査書類の受付

事業提案を提出する入札参加者は、入札参加資格

確認審査に係る提出書類を次の期間に提出するこ

と。

　　ア�　受付期間

令和６年11月５日㈫から令和６年11月14日㈭の

午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　イ�　提出場所

「６⑵契約に係る事務を担当する部局の名称」に

示す担当窓口

　　ウ�　提出方法

持参または郵送により提出すること。なお、持

参により提出する場合は、予め「６⑵契約に係る

事務を担当する部局の名称」に示す担当窓口に電

話で連絡を行い、指定された日時に提出すること。

郵便により提出する場合は、令和６年11月14日㈭

午後５時までに「６⑵契約に係る事務を担当する

部局の名称」に示す担当窓口に必着とし、必ず書

留郵便により送付することとする。

　　エ�　提出書類

入札説明書配付資料の「様式集」を参照

　　オ�　結果通知

資格審査結果は、令和６年12月17日㈫までに、

市から書面または電子メールにて通知する。

　⑵�　提案に係る書類の受付

提案審査に係る提出書類を提出する入札参加者は、

関係する書類を次の期間に提出しなければならない。

入札日時に遅れた場合は、入札に参加できない。

　　ア�　受付期間

令和７年３月12日㈬から令和７年３月26日㈬の

午前10時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　　イ�　提出場所

「６⑵契約に係る事務を担当する部局の名称」に

示す担当窓口

　　ウ�　提出方法

持参または郵送により提出すること。なお、持

参により提出する場合は、予め「６⑵契約に係る

事務を担当する部局の名称」に示す担当窓口に電

話で連絡を行い、指定された日時に提出すること。

郵便により提出する場合は、令和７年３月26日㈬

午後５時までに「６⑵契約に係る事務を担当する

部局の名称」に示す担当窓口に必着とし、さらに、

「入札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書留

郵便により送付することとする。

　　エ�　提出書類

入札説明書配付資料の「様式集」を参照
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　　オ�　入札の辞退

入札を辞退する者は、「入札辞退届（様式６）」

を、令和７年３月26日㈬の午後３時までに、「６

⑵契約に係る事務を担当する部局の名称」に示す

担当窓口まで提出すること。以降の辞退は認めな

いものとする。なお、予め「６⑵契約に係る事務

を担当する部局の名称」に示す担当窓口に電話で

連絡を行い、指定された日時に提出すること。

　⑶�　開札の手順

市は、入札参加者より提出のあった「入札書（様

式８-１）」を次により開札する。

　　ア�　開札日時

令和７年３月28日㈮午前10時

　　イ�　開札場所

川崎市中央卸売市場北部市場　管理棟　３階

第１会議室

　⑷�　ヒアリング等の実施

市は、入札参加者に対し、令和７年５月予定の提

案書の内容に関するヒアリング（入札参加者による

プレゼンテーション、質疑応答等）を実施する。詳

細については、該当者に別途連絡する。

また、市は、提案書の内容等について、ヒアリン

グまでの間に入札参加者に質問を行う場合がある。

　⑸�　入札保証金

入札保証金は免除する。

　⑹�　入札価格

入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方消

費税相当額を除いた金額を記載すること。

　⑺�　落札者の決定

本事業における事業者の募集及び選定について

は、競争性及び透明性の確保に配慮した上で、総合

評価一般競争入札により行うものとする。

市は川崎市中央卸売市場業務条例（昭和47年３月

28日条例第１号）に基づき設置された、選定評価委

員会で提案審査を実施する。

選定評価委員会は、本事業の公募に参加する者か

ら提出された提案書類を、入札公告時に合わせて公

表する落札者決定基準に基づいて加点審査した「加

点審査点」、提案された価格により換算した「価格審

査点」と合算し、最も合計点が高い参加者を最優秀

提案者として選定し、その結果を市に報告する。市

は、選定評価委員会の選定結果を基に、落札者を決

定する。

　⑻�　審査の基準

「落札者決定基準」のとおり

　⑼�　入札の中止等

競争入札妨害若しくは談合行為の疑い又は不正若

しくは不誠実な行為等により入札を公正に執行でき

ないと認められるとき又は競争性を確保し得ないと

認められるときは、執行延期、再公告、審査の取り

やめ等の対処を図る場合がある。

　⑽�　落札者を決定しない場合

市は、民間事業者の募集、審査及び落札者の選定

において、入札参加者がいない等の理由により、本

事業をPFI事業等として実施することが適当でない

と判断した場合には、特定事業の選定を取り消すこ

ととし、その旨を速やかに公表する。

　⑾�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とする。

５�　事業契約に関する事項

　⑴�　基本協定の締結

市と落札者は、入札説明書等及び入札提案書類に

基づき基本協定を締結する。

　⑵�　特別目的会社との契約手続

　　ア�　契約手続

市は落札者と協議を行い、基本協定を締結する。

基本協定に従い、落札者は仮事業契約締結までに

本事業を実施する特別目的会社を設立し、市は特

別目的会社等と事業契約を締結する。この場合に

おいて、当該特別目的会社等を選定事業者とする。

　　イ�　特別目的会社の設立等の要件

落札者は、本事業を実施するため、仮事業契約

の締結前までに、会社法に定める株式会社として

特別目的会社を市内に設立すること。

なお、参加グループの構成員は、特別目的会社

に対して必ず出資するものとし、構成員による特

別目的会社への出資比率が50％を超えるものとす

ること。代表企業の特別目的会社への出資比率は

出資者の中で最大とすること。

また、全ての出資者は、事業契約が終了するま

で特別目的会社の株式を保有するものとし、市の

事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、

担保権等の設定その他一切の処分を行ってはなら

ない。

　⑶�　仮事業契約の締結

市は、協定に基づいて落札者が設立した特別目的

会社等と本事業についての仮事業契約を締結する。

　⑷�　契約書作成の要否

要する。

　⑸�　事業契約に係る議会の議決

市は、事業契約に関する議案を、令和７年12月定

例会に提案する予定で、市議会の議決を経て本契約

となる。

　⑹�　契約を締結しない場合

落札者決定日の翌日から事業契約締結日までの
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間、落札者の代表企業、構成員、協力企業又は付帯

事業者が参加資格要件を欠くに至った場合、市は基

本協定又は事業契約を締結しない場合がある。この

場合において、市は落札者に対して一切の費用負担

を負わないものとする。

なお、落札者の構成を変更又は追加する場合、市

が承諾した場合に限り、これを認めるが、この場合

であっても代表企業の変更は認めないものとする。

　⑺�　契約締結に係る費用の負担

契約締結に係る落札者側の弁護士費用及び印紙代

等は、落札者の負担とする。

　⑻�　契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本通貨に限る。

　⑼�　特定工事請負契約及び特定業務委託契約の準用

市と特別目的会社等との間で締結する事業契約

は、川崎市契約条例（昭和39年条例第14号）第７条

第１項に定める特定工事請負契約及び特定業務委託

契約に準じた扱いとする。本事業の事業契約書に

は、特定工事請負契約及び特定業務委託契約に準じ

て、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定め

る。詳しくは、川崎市契約課のホームページ「入札

情報かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約

規則、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の

手引き」を参照すること。併せて、指定管理者制度

に係る特定契約については、市ホームページの「特

定契約制度について」（上記「入札情報かわさき」か

らリンクしている。)を参照すること。

６�　その他

　⑴�　詳細は、入札説明書等による。

　⑵�　契約に係る事務を担当する部局の名称

川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場（北部市

場調整）

７�　Summary

　⑴�　Project�Title

�Project�for�the�Renewal�of�Northern�Kawasaki�

Central�Wholesale�Market

　⑵�　Submission�Date

�From�10:00�a.m.�March�12�to�5:00�p.m.�March�

26,�2025

　⑶�　Contact�point�for�the�notice:

KAWASAKI�CITY�OFFICE

Northern�Kawasaki�Central�Wholesale�Market

Economic�and�Labor�Affairs�Bureau

１-１-１�,�Mizusawsa�,�Miyamae-ku

Kawasaki,�Kanagawa�216-8522�Japan

TEL:044-975-2225

E-mail:28hokan@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第258号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

マイナ保険証に係るシステム改修等業務委託（令和

７年１月稼働分）

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

川崎市川崎区宮本町１番地

３�　契約の相手方を決定した日

令和６年８月16日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

日本電気株式会社　神奈川支社

支社長　玉川　孝一

横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号

５�　契約金額

99,792,000円

６�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７�　随意契約理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第259号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

川崎市役所本庁内線網リモート拠点電話設備機器賃

貸借

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

総務企画局総務部庁舎管理課

川崎市川崎区宮本町１番地

３�　契約の相手方を決定した日

令和６年８月５日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

株式会社　ＪＥＣＣ

営業統括本部長　飯倉　義一

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

５�　契約金額

79,899,600円
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６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

令和６年６月25日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第260号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

雨水自動採取装置賃貸借

　⑵�　履行場所　

川崎生命科学・環境研究センター

（川崎区殿町３－25－13）屋上　１台

　⑶�　履行期間

令和７年３月１日～令和12年２月28日まで

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されている者

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者

　⑷�　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において類似の

賃貸借契約の実績があること。

　⑸�　契約締結後、確実に納入することができること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　

川崎生命科学・環境研究センター３階

川崎市環境局環境総合研究所

地域環境・公害監視担当　山梨、鏡淵

電　話　044-276-9096

ＦＡＸ　044-288-3156

E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　ア�　配布・提出日

令和６年９月10日㈫から令和６年９月18日㈬まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　イ�　配布・提出時間

９時から12時まで及び13時から17時まで

　⑶�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ�　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷�　提出方法

　　ア�　持参の場合

令和６年９月10日㈫から令和６年９月18日㈬の

９時から正午まで及び13時から17時まで（ただし、

土曜日、日曜日、祝日及び正午～ 13時を除く）と

します。

　　イ�　郵送の場合

郵送での提出を希望する者は、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。また、提出書類に

不備や不足があった場合は受理できません。

　　　(ｱ)��書留郵便に限ります。

　　　(ｲ)��令和６年９月10日㈫から令和６年９月17日㈫

までに必着とします。

　　　(ｳ)��郵送する又はした際は３⑴のE-mailアドレス

にその旨、連絡してください。

提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができ

ます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品

の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、川崎市競争入札参加資格審

査申請書の委任先メールアドレスに令和６年９月30日

㈪までに送付します。委任先メールアドレスを登録し

ていない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴�　交付日

令和６年９月30日㈪（９時から12時まで及び13時

から17時まで）

　⑵�　場所

上記３⑴に同じ。

５�　仕様・入札に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

上記３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ期間

令和６年９月30日㈪から令和６年10月７日㈪17時

まで

　⑶�　問合せ方法

添付の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸ又は電子メールアドレスあて送付して

ください。



川 崎 市 公 報

－4445－

（第1,898号）令和6年(2024年)９月10日

　⑷�　回答方法

質問があった場合の回答は、令和６年10月９日㈬

までに、当該競争入札参加資格を有する全ての者

に、電子メール又はＦＡＸにて送付します。なお、

原則、受付期間を過ぎて出された問い合わせには回

答しません。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60ヵ月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他事項につ

いては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア�　入札書の提出日時

令和６年10月23日㈬10時30分

　　イ�　入札書の提出場所

川崎市環境局環境総合研究所研修室

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

川崎生命科学・環境研究センター３階

　　ウ�　入札書の提出方法

持参に限ります。

　⑵�　入札保証金

免除とします

　⑶�　開札の日時

７⑴アに同じ

　⑷�　開札の場所

７⑴イに同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第261号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

気象観測装置賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所　

⑴　川崎局気象観測点

　　（川崎区東田町５－４）　　　１台

⑵　幸局気象観測点

　　（幸区戸手本町１－11－１）　１台

⑶　高津局気象観測点

　　（高津区溝口１－６－10）　　１台

⑷　多摩局気象観測点

　　（多摩区登戸1329）　　　　　１台

⑸　池上局気象観測点

　　（川崎区池上町３）　　　　　１台

　⑶�　履行期間

令和７年３月１日～令和12年２月28日まで

２�　競争入札参加資格に関する事項

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」に登録されており、

Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
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指名停止期間中でない者

　⑷�　過去５ヶ年に、本市又は他官公庁において類似の

賃貸借契約の実績があること。

　⑸�　契約締結後、確実に納入することができること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

川崎生命科学・環境研究センター３階

川崎市環境局環境総合研究所

地域環境・公害監視担当　山梨、鏡淵

電　話　044-276-9096

ＦＡＸ　044-288-3156

E-mail　30sotii@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　ア�　配布・提出日

令和６年９月10日㈫から令和６年９月18日㈬まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　イ�　配布・提出時間

９時から12時まで及び13時から17時まで

　⑶�　提出書類

　　ア�　競争入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷の内容を確認できる契約書等の写し

　　ウ�　納入予定物品の仕様を確認できるもの（カタロ

グ等の資料）

　⑷�　提出方法

　　ア�　持参の場合

令和６年９月10日㈫から令和６年９月18日㈬の

９時から正午まで及び13時から17時まで（ただし、

土曜日、日曜日、祝日及び正午～ 13時を除く）と

します。

　　イ�　郵送の場合

郵送での提出を希望する者は、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。また、提出書類に

不備や不足があった場合は受理できません。

　　　(ｱ)��書留郵便に限ります。

　　　(ｲ)��令和６年９月10日㈫から令和６年９月17日㈫

までに必着とします。

　　　(ｳ)��郵送する又はした際は３⑴のE-mailアドレス

にその旨、連絡してください。

提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書は、

インターネットからダウンロードすることができ

ます。（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品

の欄の「入札公表」の中にあります。）ダウンロード

ができない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の

場所で配布します。（「入札情報かわさき」https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）

４�　競争入札参加資格確認通知書の交付

競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、川崎市競争入札参加資格審

査申請書の委任先メールアドレスに令和６年９月30日

㈪までに送付します。委任先メールアドレスを登録し

ていない場合は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴�　交付日

令和６年９月30日㈪（９時から12時まで及び13時

から17時まで）

　⑵　場所

上記３⑴に同じ。

５�　仕様・入札に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

上記３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ期間

令和６年９月30日㈪から令和６年10月７日㈪17時

まで

　⑶�　問合せ方法

添付の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸ又は電子メールアドレスあて送付して

ください。

　⑷�　回答方法

質問があった場合の回答は、令和６年10月９日㈬

までに、当該競争入札参加資格を有する全ての者

に、電子メール又はＦＡＸにて送付します。なお、

原則、受付期間を過ぎて出された問い合わせには回

答しません。

６�　競争入札参加資格の喪失

競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法等

税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を60ヵ月で乗

じる方法で見積もりしてください。その他事項につ

いては、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア�　入札書の提出日時

令和６年10月23日㈬10時00分

　　イ�　入札書の提出場所

川崎市環境局環境総合研究所研修室

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

川崎生命科学・環境研究センター３階　
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　　ウ�　入札書の提出方法

持参に限ります。

　⑵�　入札保証金

免除とします

　⑶�　開札の日時

７⑴アに同じ

　⑷�　開札の場所

７⑴イに同じ

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８�　契約手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　前払金

否

　⑶�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」

(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

html)の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第262号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

グループウェアかわさき関連機器等に係る賃貸借及

び保守

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

総務企画局デジタル化施策推進室

川崎市川崎区東田町５番地４

３�　契約の相手方を決定した日

令和６年６月13日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

株式会社　ＪＥＣＣ

営業統括本部長　飯倉　義一

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

５�　契約金額

37,430,888円

６�　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７�　随意契約理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第263号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称及び数量

　⑴�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　

第１回　３台

　⑵�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　

第２回　３台

　⑶�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　

第３回　２台

　⑷�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　

第４回　２台

　⑸�　令和７年度　

中型ごみ収集車６㎥（強制圧縮）の購入　２台

　⑹�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ＥＶ）の購入　１台

２�　契約に関する事務担当部局

財政局資産管理部契約課

川崎市川崎区宮本町１番地

３�　落札者を決定した日

令和６年７月25日
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４�　落札者の氏名及び住所

　⑴�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第１回

神奈川特殊車輌　株式会社

代表取締役　森川　友生男

川崎市川崎区堀之内町13番16号

　⑵�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第２回

神奈川特殊車輌　株式会社

代表取締役　森川　友生男

川崎市川崎区堀之内町13番16号

　⑶�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第３回

株式会社　モリタエコノス　神奈川支店

支店長　肥田　武

横浜市鶴見区大黒町９番６号

　⑷�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第４回

神奈川特殊車輌　株式会社

代表取締役　森川　友生男

川崎市川崎区堀之内町13番16号

　⑸�　令和７年度　

中型ごみ収集車６㎥（強制圧縮）の購入

株式会社　モリタエコノス　神奈川支店

支店長　肥田　武

横浜市鶴見区大黒町９番６号

　⑹�　令和７年度　小型ごみ収集車（ＥＶ）の購入

株式会社　モリタエコノス　神奈川支店

支店長　肥田　武

横浜市鶴見区大黒町９番６号

５�　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）　

　⑴�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第１回

42,844,932円

　⑵�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第２回

42,844,932円

　⑶�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第３回

28,243,050円

　⑷�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ディーゼル）の購入　第４回

28,563,288円

　⑸�　令和７年度　

中型ごみ収集車６㎥（強制圧縮）の購入

34,120,804円

　⑹�　令和７年度　

小型ごみ収集車（ＥＶ）の購入

20,611,081円

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告を行った日

令和６年６月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第264号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�令和６年度画面キャプチャ制御ソフト

ウェア保守ライセンスの調達

　⑵�　履行場所　�川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　川崎市役所本庁舎

　⑶�　履行期限　令和６年11月１日

　⑷�　調達概要　入札説明書によります。

２�　一般競争入札参加資格

入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和５・６年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「コ

ンピュータ」種目「ソフトウェア・消耗品」に登載さ

れていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ(https://www.city.kawasaki.jp/170/page/ 

0000168925.html)にて掲載するとともに、次の配布・

提出場所においても配布します。

また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　

川崎市役所本庁舎10階

総務企画局デジタル化施策推進室　前島、清田

電　話　044－200－3076（直通）

ＦＡＸ　044－200－3752

電子メール　17digital@city.kawasaki.jp
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　⑵�　配布・提出期間

令和６年９月10日㈫から９月18日㈬までとします

（８時30分から正午まで及び13時00分から17時15分

まで（土日祝日を除く。））。

　⑶�　提出方法

持参又は郵送（いずれの場合も、令和６年９月18

日㈬17時15分までに、必要な書類全てが川崎市役所

総務企画局デジタル化施策推進室に確実に到着する

必要があります。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等

の交付

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴�　日時

令和６年９月25日㈬13時00分から17時15分まで

ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールアドレスを登録している場合は、同日の

未明に電子メールで配信されます。

　⑵�　場所

３⑴に同じ

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴に同じ

　⑵�　問合せ受付期間

令和６年９月25日㈬から10月２日㈬までとします

（８時30分から正午まで及び13時00分から17時15分

まで（土日祝日を除く。））。

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参にて提出

してください。また、質問書を電子メールで提出し

た場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで電

話で御連絡ください。ただし、入札参加資格のない

者からの質問には回答しません。

　⑷�　回答

令和６年10月９日㈬までに、入札参加資格がある

と認められる者に対し、電子メールで送付します。

６�　入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

７�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　契約総額（税抜き）を入札金額として行います。

また、この金額には調達に要する諸費用の一切を

含め見積もるものとします。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。

　⑵�　入札方法

入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札

件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時　令和６年10月16日㈬13時30分

　　イ�　場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　川崎市役所本庁舎10階　開発室１

　⑷�　入札書の提出方法

持参

　⑸�　入札保証金

免除とします。

　⑹�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

８�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10�　契約手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免
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除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　落札者は契約書２通を作成し、令和６年10月23日㈬

午後５時15分までに３⑴の場所に持参してください。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所又は川崎市のホームページの「入札

情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

11�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口

３⑴に同じ

　⑸�　本入札に関して提出する一切の書類について、筆

記した文字等を容易に消すことができるボールペン

は使用しないでください。提出された書類について

は、使用の有無を確認させていただき、使用が認め

られた場合は、当該書類についてこれを無効とします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第265号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名（賃貸借物品）

令和６年度普通乗用自動車Ｅの賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所

川崎市役所公用車車庫

　⑶�　賃貸借期間及び台数

令和７年３月３日から令和14年３月２日まで　１台

　⑷�　賃貸借物品の特質等

仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」で登

載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされている

こと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎３階

総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

電話　044－200－2157

　⑵�　配布・提出期間

令和６年９月10日㈫午前９時から令和６年９月17

日㈫正午まで（令和６年９月17日㈫は午前９時から

正午まで、それ以外は土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）とします。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　類似業務の履行実績資料

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和５・

６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメールア

ドレスに、令和６年９月19日㈭までに一般競争入札参加

資格確認通知書、仕様書及び質問書を送付します。

また、当該メールアドレスを登録していない者には、

令和６年９月19日㈭の午前９時から正午に上記３⑴の

場所において一般競争入札参加資格確認通知書及び仕

様書を交付します。

５�　仕様書の交付

上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間まで、

縦覧に供します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

令和６年９月19日㈭午前９時から令和６年９月25

日㈬正午までとします。

　⑶�　問い合わせ方法
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上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷�　回答方法

質問があった場合、令和６年９月27日㈮までに参

加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）にて

回答します。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で積算

してください。なお、入札は所定の入札書をもって

行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて提出し

てください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年10月７日㈪　午前10時00分

　　イ�　場所

川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎18階第４会議室

　⑶�　入札書の提出

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

10�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できます。

11�　契約内容の変更等

当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

12�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、仕様書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷�　賃貸借料の支払いについては、毎月払いとします。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第266号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名（賃貸借物品）

令和６年度普通乗用自動車Ｄの賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所

川崎市役所公用車車庫

　⑶�　賃貸借期間及び台数

令和７年３月13日から令和14年３月12日まで　１台

　⑷�　賃貸借物品の特質等

仕様書によります。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給等
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有資格業者名簿の業種「リース」、種目「車両」で登

載されており、Ａ又はＢの等級に格付けされている

こと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、郵送による提出は認

めません。

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎３階

総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

電話　044－200－2157

　⑵�　配布・提出期間

令和６年９月10日㈫午前９時から令和６年９月17

日㈫正午まで（令和６年９月17日㈫は午前９時から

正午まで、それ以外は土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）とします。

　⑶�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加申込書

　　イ�　類似業務の履行実績資料

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和５・

６年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメールア

ドレスに、令和６年９月19日㈭までに一般競争入札参加

資格確認通知書、仕様書及び質問書を送付します。

また、当該メールアドレスを登録していない者には、

令和６年９月19日㈭の午前９時から正午に上記３⑴の

場所において一般競争入札参加資格確認通知書及び仕

様書を交付します。

５�　仕様書の交付

上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間まで、

縦覧に供します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所

上記３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

令和６年９月19日㈭午前９時から令和６年９月25

日㈬正午までとします。

　⑶�　問い合わせ方法

上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷�　回答方法

質問があった場合、令和６年９月27日㈮までに参

加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）にて

回答します。

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で積算

してください。なお、入札は所定の入札書をもって

行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて提出し

てください。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　日時

令和６年10月７日㈪　午前10時00分

　　イ�　場所

川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎18階第４会議室

　⑶�　入札書の提出

持参とします。

　⑷�　入札保証金

免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９�　開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

10�　契約の手続等

次により、契約を締結します。
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　⑴�　契約保証金

免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できます。

11�　契約内容の変更等

当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を変更又は解除することができるものとします。

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損

失の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

12�　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、仕様書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷�　賃貸借料の支払いについては、毎月払いとします。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第267号

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�クラウド接続用ネットワーク機器等の

賃貸借及び保守契約

　⑵�　履行場所　川崎市役所本庁舎　

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地ほか

　⑶�　履行期間　�令和７年３月１日から令和12年２月28

日まで

　⑷�　調達概要

本調達では、令和７年10月14日のMicrosoft�Office 

2016/2019(パッケージ版)のサポート終了に向けて、

M365等クラウドサービスと接続するための機器の調達

及び設定を行うものである。

２�　競争入札参加資格

この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日規則第28号）

第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されてお

り、かつ、Ａの等級に格付けされていること。

なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理部

契約課に所定の様式により資格審査申請を令和６年

９月17日㈫までに行ってください。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３�　入札説明書及び競争参加申込書の配布、提出及び問

合せ先

一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市役所本庁舎10階

総務企画局デジタル化施策推進室

担当　清田、前島

電　話　044－200－3076

ＦＡＸ　044－200－3752

E-mail　17digital@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

令和６年９月10日㈫から令和６年９月17日㈫まで

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

午前８時30分から午後５時15分（ただし、正午～

午後１時を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア�　入札参加申込書

　　イ�　上記２⑷を証明する契約書等の写し

契約の履行を証明する書類が日本語以外の記載

の場合は、その翻訳文を添付してください。

　　ウ�　上記２⑸を証明するアフターサービス体制表

　⑷�　提出方法

持参に限る。

４�　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

入札参加申込書を提出した者には、次により確認通

知書を交付しますので、次の日時・場所のとおり御来

庁ください。また、競争参加資格があると認めた者に

は併せて入札説明書を交付します。

また、入札説明書は３⑴の場所において令和６年９

月10日㈫から令和６年９月17日㈫まで縦覧に供します

（土曜日・日曜日及び国民の祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）。

　⑴�　日時

令和６年９月26日㈭
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午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵�　場所

３⑴に同じ

５�　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

３⑴に同じ

　⑵�　問合せ受付期間

令和６年９月26日㈭から令和６年10月３日㈭まで

とします（土曜日・日曜日及び国民の祝日を除く、

毎日８時30分から正午まで及び13時00分から17時15

分まで）。

　⑶�　問合せ方法

入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問合せ先まで電子メール、ＦＡＸ又は持参で提

出してください。また、ＦＡＸ・メールで質問する

場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで電話

で御連絡ください（土曜日・日曜日及び休日を除く、

毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで）。ただし、競争入札参加資格のな

い者からの質問には回答しません。

　⑷�　回答

令和６年10月９日㈬までに、競争入札参加資格が

あると認めた者に対し、電子メールで送付します。

６�　カタログの提出について

この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書

（カタログ等）を令和６年10月16日㈬17時15分までに３

⑴の場所に提出しなければなりません。また、競争入

札参加者は、開札日の前日までの間において、本市か

ら該当書類に関し説明を求められたときには、これに

応じなければなりません。

７�　競争入札参加資格の喪失

次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記「２　競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争参加申込書、提出書類等について、虚偽の記

載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　ア�　契約総額（税抜き）を入札金額として行います。

また、この金額には調達物品の輸送、設置、調整、

試験、保守、ネットワーク設計、その他の諸費用

一切を含め見積もるものとし、リース料金として

換算してください。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額から

消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金

額を入札書に記載するものとします。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ

い。なお、郵送による入札を行う場合は、さらに、

「入札書在中」と明記した封筒に封印した入札書を

入れて、必ず書留郵便により送付してください。

この場合は郵送した日に３⑴の場所に必ず電話を

してください（土曜日・日曜日及び国民の祝日を

除く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分まで）。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア�　持参による入札の場合

日時　令和６年10月22日㈫13時30分

場所　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所本庁舎10階　開発室２

　　イ�　郵送による入札の場合

入札書の提出期限　令和６年10月21日㈪必着

入札書の提出場所　３⑴に同じ

　⑶�　入札保証金

免除とします。

　⑷�　落札者の決定方法

川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」

第７条に該当する入札は無効とします。

９�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には確認通

知書を必ず持参してください。

10�　再度入札の実施

落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

11�　契約手続等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免
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除します。

　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　前払金　無

　⑶�　契約書作成の要否　要

　⑷�　落札者は契約書２通を作成し、令和６年10月29日

㈫17時15分までに３⑴の場所に持参してください。

　⑸�　契約条項等の閲覧

川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所又は川崎市のホームページの「入札

情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

12�　入札に関する苦情等

入札に関する苦情等については、川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立てる

ことができます。

13�　その他

　⑴�　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口

３⑴に同じ

　⑸�　本入札に関して提出する一切の書類について、筆

記した文字等を容易に消すことができるボールペン

は使用しないでください。提出された書類について

は、使用の有無を確認させていただき、使用が認め

られた場合は、当該書類についてこれを無効とします。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を川崎市に対して請求することができ

るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

14�　Summary

　⑴�　�Nature� and� quantity� of� the� products� to� be�

leased：

�The� contract� for� the� lease� and� maintenance�

of�Network�equipment�for�cloud�connectivity.

　⑵�　�Time-limit�for�tender：1：30�P．M．October�22, 

2024

　⑶�　�Time-limit� for� tender� by� mail：October� 21, 

2024

　⑷�　Contact�point�for�the�notice：

KAWASAKI�CITY�OFFICE

Digitalization�Policy�Advancement�Office

General�Affairs�and�Planning�Bureau

�1� Miyamoto-cho,� Kawasaki-ku,� Kawasaki,�

Kanagawa�210-8577,Japan

Tel：044-200-3076

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第268号

落札者等の公示

川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　調達の名称

令和６年度川崎市立中学校自然教室（冬季）運営委託

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

教育委員会事務局学校教育部指導課

川崎市川崎区東田町５番地４

川崎市役所第３庁舎７階

３�　契約の相手方を決定した日

令和６年８月19日

４�　契約の相手方の氏名及び住所

株式会社　日本旅行　神奈川法人営業部

部長　野田　史郎

横浜市中区尾上町６丁目81番地

ニッセイ横浜尾上町ビル４階

５�　契約金額

80,868,400円

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告（公示）を行った日

令和６年７月10日

税 公 告

川崎市税公告第116号

次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和

25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考
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令和６年度

市民税・

県民税

（普通徴収）

第２期分

以降

令和６年９月２日

（第２期分）
計219件

令和６年度

（令和４年度

課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月随時分
令和６年９月２日

（８月随時分）
計１件

令和６年度

（令和５年度

課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

７月随時分
令和６年９月２日

（７月随時分）
計１件

令和６年度

（令和５年度

課税分）

市民税・

県民税

（普通徴収）

８月随時分
令和６年９月２日

（８月随時分）
計９件

令和６年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

第２期分

以降

令和６年９月２日

（第２期分）
計３件

令和６年度
軽自動車税

（種別割）
全期分

令和６年９月２日

（全期分）
計13件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第117号

課税額変更（取消）通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例

（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告

します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第118号

次の市税に係る税額決定通知書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例

（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告

します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和６年度

市民税・県民税

（公的年金からの

特別徴収）

計６件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第119号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市

条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第120号

納期限変更告知書を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川

崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第121号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市

条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第122号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市

条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第123号
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差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎市

条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月23日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第56号

川崎市排水設備指定工事店の指定について

川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

令和６年８月19日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指定有効期間

令和６年９月１日から

令和11年７月31日まで

２�　指 定 工 事 店

指 定 番 号　1254

商号又は名称　東洋水工株式会社

営業所所在地　横浜市戸塚区名瀬町2222番地１号

代 表 者 氏 名　田中　顕輔

指 定 番 号　1255

商号又は名称　株式会社皐月

営業所所在地　川崎市高津区久地１－７－40

　　　　　　　一鶴ビル１階

代 表 者 氏 名　橘井　広幸

指 定 番 号　1256

商号又は名称　株式会社小塩設備工業

営業所所在地　藤沢市鵠沼海岸一丁目11－３

　　　　　　　クリオ鵠沼海岸グランロワ401

代 表 者 氏 名　小塩　良�

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第57号

川崎市排水設備指定工事店の指定について

川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

令和６年８月26日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指定有効期間

令和６年９月１日から

令和11年７月31日まで

２�　指 定 工 事 店

指 定 番 号　1257

商号又は名称　日広工業株式会社

営業所所在地　�相模原市南区相模大野八丁目10番20

号

代 表 者 氏 名　鎌田　隆之

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第58号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定更新について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定更新したので、同規程第９条第２号の規定により

告示します。

令和６年８月26日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1330号

　　氏名又は名称　河野建設株式会社

　　住　　　　所　�横浜市港北区日吉本町二丁目47番27

号

　　代 表 者 氏 名　河野　由美子

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

２�　指 定 番 号　第1337号

　　氏名又は名称　Ａ・Ｔ・Ａ興業

　　住　　　　所　�横浜市泉区和泉中央南五丁目３番22

号

　　代 表 者 氏 名　齊木　政紀

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

３�　指 定 番 号　第1357号

　　氏名又は名称　株式会社ＯＳＧコーポレーション

　　住　　　　所　大阪市北区天満一丁目26－３

　　代 表 者 氏 名　山田　啓輔

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

４�　指 定 番 号　第1359号

　　氏名又は名称　旭シンクロテック株式会社

　　住　　　　所　東京都港区港南二丁目13番34号

　　代 表 者 氏 名　峯田　雅章

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日
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　　有 効 期 限　令和11年９月29日

５�　指 定 番 号　第1393号

　　氏名又は名称　髙橋設備

　　住　　　　所　�横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目23

番16号ヨコミゾテラス101

　　代 表 者 氏 名　髙橋　直也

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

６�　指 定 番 号　第1395号

　　氏名又は名称　株式会社航晴社

　　住　　　　所　横浜市戸塚区名瀬町2170番地

　　代 表 者 氏 名　髙田　剛

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

７�　指 定 番 号　第1396号

　　氏名又は名称　�ティーケイケイエンジニアリング株

式会社

　　住　　　　所　�横浜市南区三春台25番地

　　代 表 者 氏 名　田尻　晴也

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

８�　指 定 番 号　第1402号

　　氏名又は名称　株式会社新木工業

　　住　　　　所　相模原市南区当麻1034番地

　　代 表 者 氏 名　前田　裕二

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

９�　指 定 番 号　第1404号

　　氏名又は名称　株式会社広伸ホーム

　　住　　　　所　横浜市神奈川区子安通一丁目55番地

　　代 表 者 氏 名　廣瀬　稔

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

10�　指 定 番 号　第1416号

　　氏名又は名称　株式会社長嶺工業所

　　住　　　　所　神奈川県大和市中央四丁目６番32号

　　代 表 者 氏 名　長嶺　博之

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

11�　指 定 番 号　第1461号

　　氏名又は名称　株式会社ｓｕｎ　ｒｅａｌｉｖｅ

　　住　　　　所　東京都世田谷区野毛１－10－４

　　代 表 者 氏 名　小滝　将史

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

12�　指 定 番 号　第1483号

　　氏名又は名称　本多土木株式会社

　　住　　　　所　�東京都世田谷区喜多見九丁目17番12

号

　　代 表 者 氏 名　本多　政夫

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

13�　指 定 番 号　第1499号

　　氏名又は名称　株式会社タワラ

　　住　　　　所　�神奈川県大和市深見西六丁目４番14

号

　　代 表 者 氏 名　石川　誠治

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

14�　指 定 番 号　第1523号

　　氏名又は名称　株式会社アクティホーム

　　住　　　　所　大阪府豊中市岡町北三丁目２番17号

　　代 表 者 氏 名　福本　充博

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

15�　指 定 番 号　第1535号

　　氏名又は名称　有限会社新井設備事務所

　　住　　　　所　�川崎市中原区今井西町17番５－402

号レシオン武蔵小杉Ｂ棟

　　代 表 者 氏 名　新井　康哲

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

16�　指 定 番 号　第1546号

　　氏名又は名称　横浜エンジニアリング株式会社

　　住　　　　所　横浜市都筑区東山田四丁目11番27号

　　代 表 者 氏 名　岡崎　洋政

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

17�　指 定 番 号　第1547号

　　氏名又は名称　有限会社菅原設備管工舎

　　住　　　　所　�横浜市保土ケ谷区和田一丁目２番６

号

　　代 表 者 氏 名　菅原　幸夫

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

18�　指 定 番 号　第1552号

　　氏名又は名称　株式会社三友

　　住　　　　所　川崎市多摩区中野島三丁目９番31号

　　代 表 者 氏 名　岩見　智春

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

19�　指 定 番 号　第1556号

　　氏名又は名称　浅川建設工業株式会社

　　住　　　　所　川崎市高津区久地二丁目12番６号

　　代 表 者 氏 名　浅川　達也

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日
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　　有 効 期 限　令和11年９月29日

20�　指 定 番 号　第1563号

　　氏名又は名称　株式会社伏見工業

　　住　　　　所　�東京都大田区西蒲田八丁目13番５号

ＦＫビル

　　代 表 者 氏 名　伏見　正国

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

21�　指 定 番 号　第1606号

　　氏名又は名称　株式会社ホゼン

　　住　　　　所　東京都豊島区南池袋二丁目34番５号

　　代 表 者 氏 名　米澤　昭洋

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

22�　指 定 番 号　第1622号

　　氏名又は名称　株式会社ウーズコーポレーション

　　住　　　　所　�横浜市磯子区洋光台五丁目６番29－

302号

　　代 表 者 氏 名　�鈴木　ちえ

　　指 定 更 新 日　�令和６年８月26日

　　有 効 期 限　�令和11年９月29日

23�　指 定 番 号　�第1627号

　　氏名又は名称　�株式会社サンユウ

　　住　　　　所　�横浜市神奈川区六角橋二丁目16番７

号ローズクオーツ１階

　　代 表 者 氏 名　�三浦　友昭

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

24�　指 定 番 号　第1628号

　　氏名又は名称　エイチエスシー株式会社

　　住　　　　所　�神奈川県横須賀市吉井四丁目６番10

号

　　代 表 者 氏 名　平野　浩一

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

25�　指 定 番 号　第1643号

　　氏名又は名称　結工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市泉区上飯田町1818－16

　　代 表 者 氏 名　福田　寛美

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

26�　指 定 番 号　第1654号

　　氏名又は名称　株式会社Ｎ４エンジニアリング

　　住　　　　所　�相模原市中央区横山台二丁目34番19

号

　　代 表 者 氏 名　大西　規夫

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

27�　指 定 番 号　第1661号

　　氏名又は名称　松村建設株式会社

　　住　　　　所　川崎市川崎区大島上町22番17号

　　代 表 者 氏 名　松村　政勝

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

28�　指 定 番 号　第1665号

　　氏名又は名称　有限会社アイシン商事

　　住　　　　所　�横浜市港北区新吉田東八丁目37番24

号

　　代 表 者 氏 名　夏　廣民

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

29�　指 定 番 号　第1673号

　　氏名又は名称　株式会社ライフ・アクア

　　住　　　　所　横浜市泉区中田南五丁目28番３号

　　代 表 者 氏 名　鎌田　基希

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

30�　指 定 番 号　第1680号

　　氏名又は名称　旭化成ライフライン株式会社

　　住　　　　所　東京都板橋区板橋一丁目48番17号

　　代 表 者 氏 名　宇梶　文彦

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

31�　指 定 番 号　第1682号

　　氏名又は名称　株式会社プレミアアシスト

　　住　　　　所　東京都千代田区麹町二丁目４番地１

　　代 表 者 氏 名　橋本　幹夫

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

32�　指 定 番 号　第1691号

　　氏名又は名称　水こまネット

　　住　　　　所　�横浜市南区大岡一丁目25番14号スカ

イコート横浜弘明寺408

　　代 表 者 氏 名　嘉藤　秀生

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

33�　指 定 番 号　第1694号

　　氏名又は名称　ＡＩＭＳ株式会社

　　住　　　　所　�東京都世田谷区三軒茶屋二丁目56番

７号

　　代 表 者 氏 名　北田　憲二

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年９月29日

34�　指 定 番 号　第1696号

　　氏名又は名称　株式会社萬田

　　住　　　　所　相模原市緑区原宿一丁目７番22号
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　　代 表 者 氏 名　萬田　信太郎

　　指 定 更 新 日　令和６年８月26日

　　有 効 期 限　令和11年10月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第59号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1973号

　　氏名又は名称　ノアテック合同会社

　　住　　　　所　�川崎市麻生区王禅寺東六丁目６番19

号

　　代 表 者 氏 名　�上田　麻世

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

２�　指 定 番 号　第1974号

　　氏名又は名称　株式会社マーフィード

　　住　　　　所　�横浜市中区日本大通60朝日生命横浜

ビル

　　代 表 者 氏 名　池田　比呂志

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

３�　指 定 番 号　第1975号

　　氏名又は名称　有限会社皆良

　　住　　　　所　埼玉県三郷市幸房124番地１

　　代 表 者 氏 名　長谷川　宏

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

４�　指 定 番 号　第1976号

　　氏名又は名称　株式会社スリムエイト

　　住　　　　所　�相模原市中央区水郷田名四丁目10番

26号

　　代 表 者 氏 名　八木　秀一

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

５�　指 定 番 号　第1977号

　　氏名又は名称　株式会社水道屋のはせがわ

　　住　　　　所　神奈川県大和市草柳三丁目20番地10

　　代 表 者 氏 名　長谷川　真之

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

６�　指 定 番 号　第1978号

　　氏名又は名称　株式会社ＥＡＲＬＹ　ＡＲＭＳ

　　住　　　　所　横浜市鶴見区梶山二丁目18番19号

　　代 表 者 氏 名　杉山　周平

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

７�　指 定 番 号　第1979号

　　氏名又は名称　株式会社Ｌｅｆｔｙ

　　住　　　　所　川崎市宮前区菅生ケ丘26番27号

　　代 表 者 氏 名　白石　良亮

　　指 定 年 月 日　令和６年９月１日

　　有 効 期 限　令和11年８月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第60号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の指定事項の変更について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま

したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第757号

　　氏名又は名称　株式会社ジャパンリフォーム

住　　　　所　（新）�東京都新宿区新宿一丁目11番

17号第２ＫＳビル６Ｆ

　　　　　　　（旧）�東京都新宿区新宿一丁目17番

３号

　　代 表 者 氏 名　（新）田中　一也

　　　　　　　　　（旧）多田　博明

変 更 年 月 日　（住所）令和６年４月23日

変 更 年 月 日　（代表者）令和６年７月１日

２�　指 定 番 号　第822号

　　氏名又は名称　株式会社金子産商湘南

　　住　　　　所　�横浜市金沢区東朝比奈三丁目16番２

号

　　代 表 者 氏 名　（新）金子　武史

　　　　　　　　　（旧）金子　久雄

　　変 更 年 月 日　令和６年７月１日

３�　指 定 番 号　第851号

　　氏名又は名称　南設備工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市南区庚台72番地１

　　代 表 者 氏 名　（新）浜中　守紀

　　　　　　　　　（旧）青木　健一

　　変 更 年 月 日　令和６年６月１日

４�　指 定 番 号　第934号

　　氏名又は名称　株式会社久島工業

　　住　　　　所　相模原市南区大野台三丁目22番29号

　　代 表 者 氏 名　（新）久島　洋一
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　　　　　　　　　（旧）久島　壽子

　　変 更 年 月 日　令和６年７月11日

５�　指 定 番 号　第1399号

　　氏名又は名称　株式会社水工

　　住　　　　所　（新）�神奈川県大和市福田二丁目２

番９号カーサ関根１階

　　　　　　　　　（旧）�神奈川県大和市福田一丁目６

番地７第一田辺ビル２Ｆ

　　代 表 者 氏 名　神﨑　清

　　変 更 年 月 日　令和６年７月１日

６�　指 定 番 号　第1442号

　　氏名又は名称　双葉工業株式会社

　　住　　　　所　横浜市磯子区森三丁目８番地２号

　　代 表 者 氏 名　（新）中元　祐樹

　　　　　　　　　（旧）中元　勇治

　　変 更 年 月 日　令和６年６月30日

７�　指 定 番 号　第1453号

　　氏名又は名称　有限会社たかなみ

　　住　　　　所　�神奈川県横須賀市太田和三丁目1203

番地

　　代 表 者 氏 名　（新）川井　直哉

　　　　　　　　　（旧）川井　利勝

　　変 更 年 月 日　平成30年５月31日

８�　指 定 番 号　第1521号

　　氏名又は名称　株式会社久保設備

　　住　　　　所　栃木県宇都宮市睦町10番15号

　　代 表 者 氏 名　（新）久保　栄次郎

　　　　　　　　　（旧）久保　浩一

　　変 更 年 月 日　令和６年１月16日

９�　指 定 番 号　第1564号

　　氏名又は名称　（新）株式会社ＳＡＩＮ

　　　　　　　　　（旧）有限会社ＳＡＩＮ

住　　　　所　（新）�神奈川県横須賀市武四丁目３

番12号

　　　　　　　　　（旧）�横浜市磯子区田中一丁目26番

４号

代 表 者 氏 名　池田　優

変 更 年 月 日　令和６年６月27日

10�　指 定 番 号　第1961号

　　氏名又は名称　（新）�ジャパンベストレスキューシ

ステム株式会社

　　　　　　　　　（旧）�ＭＢＫＰ　Ａｌｔａｉｒ株式

会社

住　　　　所　（新）�名古屋市中区錦一丁目10番20

号

　　　　　　　（旧）�東京都千代田区永田町二丁目

10番３号

　　代 表 者 氏 名　（新）若月　光博

　　　　　　　　　（旧）野中　多聞

変 更 年 月 日　令和６年７月１日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第61号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の廃止について

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止を行いました

ので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1422号

氏名又は名称　南関東ソフナー

住 所　�川崎市中原区小杉御殿町一丁目940

番23号

代 表 者 氏 名　樋渡　利男

廃 止 年 月 日　令和６年９月30日

２�　指 定 番 号　第1469号

氏名又は名称　株式会社水正工業

住 所　岡山県岡山市中区円山６番２号

代 表 者 氏 名　佐々木　和也

廃 止 年 月 日　令和６年７月29日

３�　指 定 番 号　第1577号

氏名又は名称　総合設備Ｌｅｆｔｙ

住 所　川崎市宮前区菅生ケ丘26番27号

代 表 者 氏 名　白石　良亮

廃 止 年 月 日　令和６年８月14日

４�　指 定 番 号　第1642号

氏名又は名称　株式会社パンドーラ

住 所　東京都町田市成瀬６丁目12－33－21

代 表 者 氏 名　河内　晃一郎

廃 止 年 月 日　令和６年８月17日

５�　指 定 番 号　第1664号

氏名又は名称　緊急水道マスターノア

住 所　�川崎市麻生区王禅寺東六丁目６番19

号

代 表 者 氏 名　上田　麻世

廃 止 年 月 日　令和６年７月５日

６�　指 定 番 号　第1672号

氏名又は名称　有限会社石橋建設

住 所　横浜市旭区上川井町3168番地

代 表 者 氏 名　石橋　哲也

廃 止 年 月 日　令和６年７月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第62号

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

の休止について
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　中原区ほか既設管実態調査委託第104号

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 令和７年３月14日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録されて

いる者

⑷�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレビ

カメラ調査」で登録されている者

⑸�　次のア又はイのいずれか１つの要件を満たすこと。

　ア�　平成31年度以降に契約した、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した既設管実態調査委

託について、元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　イ�　管径800㎜未満の下水道本管内の状況を調査可能な機器を自社で所有していること。かつ、下

水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査）のいずれ

かの資格を有する者を配置できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に

３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえ

ない。）があることが必要

⑹�　産業洗浄技能士（高圧洗浄作業）及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を配置

できること。なお、当資格者は、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍

出向者、派遣社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえない。）があることが必要

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和６年９月12日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契

約（公契約）に該当します。

　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧下さい。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定の休止を行いました

ので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１�　指 定 番 号　第1503号

氏名又は名称　有限会社岩本設備工業

住 所　�神奈川県足柄上郡中井町井ノ口2764

番８号

代 表 者 氏 名　岩本　修

休 止 年 月 日　令和６年７月26日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第65号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月20日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度下水道工事資材価格調査業務委託その２

履行場所 川崎市全区

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「市場調査」で登録さ

れている者

⑷�　平成26年度以降に契約した、国又は地方公共団体発注の資材価格調査業務委託について、元請け

としての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和６年９月12日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼配水所ほか１箇所　照明、配電設備等改良工事に伴う設計業務委託

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所）ほか１箇所

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者

⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者で

あること。

⑸�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「設備設計」、種目「電気設備設計」で登録

されている者

⑹�　平成31年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した電気設備の改修工事に係る設

計業務委託の元請けとしての履行完了実績を有すること。

⑺�　管理技術者は、建築士法第２条５項に規定する建築設備士の資格を有し、かつ業務経験５年以上

有する者を配置できること。

　�　なお、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約

社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）であることが必要。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）　

� 電話　044－200－2097

入札日時等 令和６年９月12日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。
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川崎市上下水道局公告第66号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月20日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水処理センターにおける水質計器の適用可能性の調査研究委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

履行期間 令和８年３月13日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「下水道部

門」で登録されている者

⑷�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。また、ア及びイは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接

的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要

　ア�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下水

道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　イ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下水

道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和６年９月17日　14時00分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　川崎・幸区�水道施設等緊急修理工事（下期�単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和６年10月１日から令和７年４月30日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員

２」という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上

回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　カ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク
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参 加 資 格

　　「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業

者であること。

　ク�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ

ていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日（必着）財政局資産管理部契約課土木契約係

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　中原・高津・宮前区�水道施設等緊急修理工事（下期�単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和６年10月１日から令和７年４月30日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員

２」という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上

回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　カ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。
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参 加 資 格

　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業

者であること。

　ク�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ

ていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日（必着）財政局資産管理部契約課土木契約係

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　多摩・麻生区�水道施設等緊急修理工事（下期�単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期間 令和６年10月１日から令和７年４月30日まで

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構成員

２」という。）により結成されている共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）でなければなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を上

回らなければいけません。

⑴�　全ての構成員に必要な条件

　ア�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　ウ�　次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　　（ア）令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　　（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　　（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　エ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ�　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　カ�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。
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参 加 資 格

　キ�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業

者であること。

　ク�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ケ�　本工事の一般競争入札参加資格確認申請にあたって、本工事の他の共同企業体の構成員になっ

ていないこと。

⑵�　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ�　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

⑶�　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア�　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ�　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

　　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月11日（必着）財政局資産管理部契約課土木契約係

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度中部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市中原区、高津区地内

履行期間 契約の日から令和７年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク

「Ｂ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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参 加 資 格

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月17日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場　硫酸注入配管仕切弁等修理工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 契約の日から令和７年３月14日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されてい

ること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

　�　契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100
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入札日時等 令和６年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 渋川ポンプ場Ｎｏ.5雨水ポンプ用エンジン整備工事

履行場所 川崎市幸区矢上４－１

履行期間 契約の日から令和７年３月14日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑸�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

⑻�　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成21年４月１日以降に有すること。

　�　上下水道施設※における、ポンプ設備又は自家発電設備に係るエンジンの分解整備工事の完工実績。

　�　ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が20％以上であること。

　　※�　上下水道施設とは、水道法第３条第８項又は下水道法第２条第２項（処理施設・ポンプ施

設・貯留施設に限る。）に定義された施設。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和６年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生水処理センターＮｏ.1－１初沈汚泥かき寄せ機整備その他工事

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期間 契約の日から令和７年３月14日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
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参 加 資 格

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されてい

ること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和６年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長沢浄水場ほか１箇所　計装設備改良工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）ほか一箇所

履行期間 契約の日から令和７年３月28日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」種目「その他の電気設備」ランク

「Ｃ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼�　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

　�　契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更することができます。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100
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川崎市上下水道局公告第67号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

入札日時等 令和６年９月11日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和６年度　生田浄水場脱水ケーキ運搬業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期間 令和７年３月31日限り

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶�　令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集

運搬業」で登録されている者

⑷�　平成25年度以降に国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した汚泥運搬業務委託について、元

請けとしての履行完了実績を有すること。

⑸�　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれているこ

と。）を有すること。

⑹�　東京都産業廃棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に汚泥が含まれていること。）を有するこ

と。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577�川崎市川崎区宮本町１番地）　

電話　044－200－2097

入札日時等 令和６年９月24日　13時30分�（本庁舎３階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第68号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月27日

� 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 六郷ポンプ場改築土木その２工事

履行場所 川崎市川崎区本町２－４

履行期間 契約の日から令和７年６月30日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
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　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「一般土木」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月24日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅北浦地区下水枝線第69号工事

履行場所 川崎市多摩区菅北浦２丁目、３丁目地内

履行期間 契約の日から225日間

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。
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⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク

「Ａ」で登録されていること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者

であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和６年９月24日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 戸手ポンプ場ほかしさ破砕機整備その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手４－４－２ほか

履行期間 契約の日から令和７年３月14日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶�　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ�　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ�　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに

よる申込ができません。

⑷�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されてい

ること。

⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業者
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交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第52号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月23日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　

� 交通局長　水　澤　邦　紀　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

施設基礎調査支援業務委託

　⑵�　履行場所

川崎市宮前区菅生ケ丘41－１ほか

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和７年３月14日まで

　⑷�　業務概要

本業務は、川崎市バス鷲ヶ峰営業所について、現

状、バス車両の折り返し所となっている菅生車庫を

建替の候補地の一つとし、必要施設のレイアウト、

バスの運行継続を考慮した施設の配置等を含めた建

替の可能性について検討を行うことを目的とする。

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「建設コンサルタント」で登録されてい

ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成25年４月１日以降、バス営業所の建替え設計

業務及び基本計画策定支援業務委託の契約実績を有

すること。

３�　一般競争入札参加に必要な手続

この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴�　提出書類

　　ア�　一般競争入札参加資格確認申請書

参 加 資 格

　であること。

⑺�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻�　機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特

定建設業の許可を要しません。

⑼�　監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま

せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術

者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と

なった場合は専任を要しません。

　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和６年９月25日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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　　イ�　２⑷の実績を証明する書類（契約書及び仕様書

の写し等）

　⑵�　提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル９階

企画管理部経理課　契約担当　田中

電話　044－200－3228

　⑶�　提出期間

令和６年８月23日から令和６年８月30日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷�　提出方法

持参

４�　入札説明書の入手方法

市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」→

「交通局委託入札公表一覧」→「令和６年度」からダウ

ンロードしてください。なお、交通局経理課でも配布

しています。

５�　一般競争入札参加資格確認の通知

一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和６年９月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

自動車部　立石

電話　044－200－1508

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴�　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚

偽の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵�　入札書の提出方法等

郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア�　郵送

　　　（�）�提出期限　令和６年９月13日　必着

　　　（�）�宛　　先　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ�　持参

　　　（�）�提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和６年９月13日まで

の、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　（�）�提出先　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９�

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶�　開札の日時及び場所

　　ア�　日　時　　　令和６年９月18日　午前９時30分

　　イ�　場　所　　　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　⑷�　入札保証金

免除

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

必要

10�　その他

　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規

程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第53号

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月23日

� 川崎市交通事業管理者　　　　　　

� 交通局長　水　澤　邦　紀　　

１�　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名
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後方支援システム（勤務編・整備編）ハードウェ

ア購入

　⑵�　履行場所

川崎市交通局が指定する神奈川県横浜市内の場

所

詳細は、契約締結後に局が契約業者に通知するも

のとする。

　⑶�　履行期間

契約締結日から令和６年12月16日まで

　⑷�　業務概要

後方支援システム（勤務編・整備編）ハードウェ

ア購入

仕様書のとおり

２�　一般競争入札参加資格

この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「コンピュータ」、種目

「コンピュータ」、ランク「Ａ」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３�　一般競争入札参加に必要な手続

この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴�　提出書類

一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵�　提出場所及び問い合わせ先

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル９階

企画管理部経理課　契約担当　田中

電話　044－200－3228

　⑶�　提出期間

令和６年８月23日から令和６年８月30日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷�　提出方法　

持参

４�　入札説明書の交付

市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」→

「交通局物品入札公表一覧」→「令和６年度」からダウ

ンロードしてください。なお、交通局経理課でも配布

しています。

５�　一般競争入札参加資格確認の通知

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和６年９月６日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６�　仕様に関する問い合わせ先

企画管理部庶務課労務担当　梅森

電話　044－200－3230

自動車部運輸課車両係　須藤

電話　044－200－3241

７�　一般競争入札参加資格の喪失

一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴�　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８�　入札の手続等

　⑴�　入札方法

総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵�　入札書の提出方法等

郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア�　郵送

　　　（�）�提出期限　令和６年９月13日　必着

　　　（�）�宛　　先　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ�　持参

　　　（�）�提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和６年９月13日まで

の、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　（�）�提出先　　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶�　開札の日時及び場所

　　ア�　日　時　　　令和６年９月18日　午前10時30分

　　イ�　場　所　　　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　⑷�　入札保証金

免除

　⑸�　落札者の決定方法

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た
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だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑹�　入札の無効

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９�　契約の手続等

次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

必要

10�　その他

　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規

程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じです。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第42号

入　　札　　公　　告

一般競争入札について次のとおり公告します。

令和６年８月26日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄　　

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以下

「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規程並

びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け

付けます（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15

分）。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和５・６年度川

崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　　（�）�契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　　（�）��川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　　（�）��法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　　（�）��本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行す

ること。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者には、

別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ

いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸�　仕様等に関する問合せの方法について

仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）。

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口に回

答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

なお、回答後に再質問は受け付けません。また、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

　⑹�　入札及び開札について

　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ�　入札書の提出方法は、持参とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和６年度井田病院におけるイントラネットワーク機器賃貸借及び保守に関する契約

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和７年２月１日から令和14年１月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「リース」

種　目�「事務用機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月17日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月24日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 イントラパソコン用ウイルス対策ソフトライセンス

履行場所 川崎市川崎区砂子１－８－９川崎御幸ビル７階（川崎市病院病院局経営企画室）

履行期間 契約締結日から令和６年10月25日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「コンピュータ」

種　目�「ソフトウェア・消耗品」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人としま

す。なお、代理人が立会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受け

た旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ�　入札保証金は免除します。

　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定

価格を上回り、落札者を決定できないときは、再

度入札を行います。ただし、その前回の入札が参

加者心得の規定により無効とされた者及び開札に

立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ�　契約書の作成を必要とします。

　⑻�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

契約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月17日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月24日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院で使用する医療画像データ等バックアップ装置の調達

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和７年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「コンピュータ」

種　目�「コンピュータ」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月17日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月24日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センターで使用するベッドサイドモニター一式の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和８年４月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。
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競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月12日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センターで使用する無影灯の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和８年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月12日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院内視鏡センターで使用する高周波手術装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和７年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月12日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
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病院局公告(調達)

川崎市病院局公告(調達)第26号

落札者等の公示

川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条の

規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。

令和６年９月10日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄　　

１�　物品及び役務の名称

　⑴�　井田病院で使用する内視鏡下手術支援ロボット装

置の調達

　⑵�　井田病院内視鏡下手術用支援ロボット装置保守業

務委託

２�　契約事務担当部局の名称及び所在地

病院局経営企画室契約担当

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階

３�　落札者を決定した日

令和６年８月５日

４�　落札者の氏名及び住所

株式会社　イノメディックス　

代表取締役　二之宮　義泰

東京都文京区湯島二丁目16番11号

５�　落札金額

163,200,000円（消費税額及び地方消費税額を除く。）

６�　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７�　入札の公告(公示)を行った日

令和６年６月25日

　　　───────────────────

川崎市病院局公告(調達)第27号

入　　札　　公　　告

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄　　

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院手術室で使用する高周波手術装置一式の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和７年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「医療機器」

種　目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年８月26日から令和６年９月５日まで受け付けます。

競 争 参 加 資 格

確 認 通 知
令和６年９月12日までに送付します。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年９月19日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以下

「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規程並

びに調達に関する仕様書は、病院局契約担当の窓口

で閲覧できるほか、インターネットにおいて、病院

局入札情報のページで閲覧することができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷�　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申立てが行われ

た場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申立

検討期間中、契約手続を一時停止することがあります。

　⑸�　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

２�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴�　競争参加申込書は、案件ごとに定められた期間に

病院局契約担当窓口への持参により受け付けます。

　⑵�　競争参加者は、次の全ての条件を満たす必要があ

ります。

　　ア�　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ�　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶�　「令和５・６年度川崎市製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿（以下「名簿」といいます。）」に登

録のない者（別紙の案件に定められた業種に登録の

ない者も含みます。）は、所定の様式をもって競争参

加の申込締切日までに財政局資産管理部契約課で資

格審査の申請を行ってください。

　⑷�　競争参加資格があると認められた者には、案件ご

とに競争参加資格確認通知書を事前に交付します。

競争参加資格があると認め難い者には、別途お知ら

せします。

　⑸�　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３�　仕様等に関する問合せの方法について

　⑴�　仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）。

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出された質問書は、１⑵の照会窓口に回答書と

ともに掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報の

ページにも掲載を行います。

　⑶�　回答後に再質問は受け付けません。また、この入

札の参加資格を満たしていない者からの質問に関し

ては回答しません。

４�　商品説明書について

競争参加者は、別紙の案件ごとの競争参加の申込期

間に、納入を予定する物品の商品説明書をそれぞれ３

部ずつ病院局契約担当窓口に提出してください。なお、

案件ごとの備考で不要とされた場合を除きます。また、

商品説明書の構成は次のとおりとします。ただし、次

のうち⑶⑷⑸⑹を取りまとめての作成、又は⑶⑷⑸⑹

を⑴に含めての作成は可とします。

　⑴�　提案書（応札機種リスト・応札する商品のカタロ

グを含む。）

　⑵�　応札仕様書（所定の様式にて作成のこと。）

　⑶�　設置条件に関する資料

　⑷�　納入に要する期間に関する資料

　⑸�　消耗品に関する資料

　⑹�　保守及び障害支援体制に関する資料

　⑺�　出庫証明書又は販売店若しくは代理店であること

を証する書面

　⑻�　定価証明書（単価のほか、総価を示すもの）

５�　入札及び開札について

　⑴�　入札及び開札の日時・場所等については、案件ご

との定めるところによります。

　⑵�　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とし、その者は競争参

加資格確認通知書を必ず持参するものとします。な

お、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び

開札の立会いに関する権限の委任を受けた書面を事

前に提出しなければなりません。

　⑶�　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷�　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センターで使用する救急CTの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和８年４月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種�「医療機器」

種目�「撮影装置」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年９月10日から令和６年９月24日まで受け付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年10月11日までに送付します。

現 場 視 察

競争参加申込後、希望がある場合は令和６年９月10日から令和６年９月25日

までの間、職員同行の上、現場視察を行うこととします。

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩田

044－233－5521（代表）

問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00分を除く。）

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年９月10日から令和６年９月25日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和６年10月23日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第28号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年10月21日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�services�to�be�purchased:�

　　CT�Scanner�at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital

２�　Time-limit�for�tender:

　　10:00�A.M.�23�October�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　21�October�2024

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。

なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸�　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

６�　契約の締結について

落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締結

します。

　⑴�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵�　前払金の適用はありません。

　⑶�　契約書の作成を必要とします。

７�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、契

約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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Summary

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-shi,�Kanagawa-ken,

　　210-0006�JAPAN

　　Tel　044-200-3857(Direct-in)

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 振る舞い検知システム機器賃貸借及び保守に関する契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）他

履行期間 令和７年３月１日から令和12年２月28日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種�「リース」

種　目�「事務用機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和６年９月10日から令和６年９月24日まで受付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年10月９日までに送付します。

現 場 視 察 実施しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年９月10日から令和６年９月24日まで受付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年10月23日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年10月21日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�purchased:

　　�Lease� of� behavior� detection� device� at� Kawasaki� Municipal� Kawasaki� Hospital,�

Kawasaki�Municipal�Ida�Hospital�and�more

２�　Time-limit�for�tender:

　　10:00�A.M.�23�October�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　21�October�2024

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-shi,�Kanagawa-ken,�210-0006�JAPAN

　　TEL�044-200-3857�(Direct-in)

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告(調達)第28号

入　　札　　公　　告

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

令和６年９月10日

� 川崎市病院事業管理者　金　井　 　雄　　

１�　総則

　⑴�　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以下

「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規程並

びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類は、病

院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、インター

ネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧及

びダウンロードすることができます。

（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.

html）

　⑷�　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申立てが行われ

た場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申立

検討期間中、契約手続を一時停止することがあります。

　⑸�　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

２�　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴�　競争参加申込書は、案件ごとに定められた期間に

病院局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵�　競争参加者は、案件ごとに定めた競争参加資格の

ほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　ア�　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ�　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ�　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶�　「令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿

（以下「名簿」といいます。）」に登録のない者（別紙

の案件に定められた業種に登録のない者も含みま

す。）は、所定の様式をもって競争参加の申込締切日

までに財政局資産管理部契約課で資格審査の申請を

行ってください。

　⑷�　競争参加資格があると認められた者には、案件ご

とに競争参加資格確認通知書を事前に交付します。

競争参加資格があると認め難い者には、別途お知ら

せします。

　⑸�　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３�　仕様等に関する問合せの方法について

　⑴�　仕様等に関する問合せは、別紙の案件ごとに定め

られた期間に質問書（様式は病院局入札情報のペー

ジで取得できます。）により受け付けます（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除く午前８時30分～正午及

び午後１時～午後５時15分）。

電子メールアドレス　83keiyaku@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出された質問書は、１⑵の照会窓口に回答書と

ともに掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報の

ページにも掲載を行います。

　⑶�　回答後に再質問は受け付けません。また、この入

札の参加資格を満たしていない者からの質問に関し

ては回答しません。

４�　入札及び開札について

　⑴�　入札及び開札の日時、場所等については、案件ご

との定めるところによります。

　⑵�　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とします。なお、代理

人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立会いに関する権限の委任を受けた書面を事前に提

出しなければなりません。

　⑶�　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷�　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。

なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センターで使用する救急CT装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 納入日から72か月間(納入日から12か月間の無償保証期間を含む)

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種�「医療関連業務」

種目�「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年９月10日から令和６年９月24日まで受け付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年10月11日までに送付します。

現 場 視 察 設定しません。

仕 様 に 関 す る

問 い 合 わ せ 等
令和６年９月10日から令和６年９月25日まで受け付けます。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和６年10月23日　午前10時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第27号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年10月21日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�services�to�be�purchased:�

　　�Maintenance� of� CT� Scanner� at� Kawasaki� Municipal� Kawasaki� Hospital� that� are�

announced�by�the�public�notice�No.27.

２�　Time-limit�for�tender:

　　10:00�A.M.�23�October�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　21�October�2024

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-shi,�Kanagawa-ken,

　　210-0006�JAPAN

　　Tel　044-200-3857(Direct-in)

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

　⑸�　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

５�　契約の締結について

落札者とは案件ごとに次の条件で契約を締結します。

　⑴�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵�　前払金の適用はありません。

　⑶�　契約書の作成を必要とします。

６�　その他

この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、契

約規程、参加者心得等の定めるところによります。
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消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第６号

サイレンの吹鳴について

消防法(昭和23年法律第186号)第26条第３項の規定に

より消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公告

します。

令和６年８月23日

� 川崎市消防長　望　月　廣太郎　　

訓
練

日　時 令和６年９月１日㈰10時45分～ 11時45分

場　所
麻生区上麻生６丁目15番１号

麻生水処理センター　ふれあいの広場

消防隊数
消防隊　４隊　救急隊　１隊　消防団　１隊

� 計５隊

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第20号

川崎市教育委員会会議（臨時会）を次のとおり招集し

ます。

令和６年８月16日

� 川崎市教育委員会　　　

� 教育長　小田嶋　満　　

１�　日　　時　令和６年８月25日㈰　９時30分から

２�　場　　所　川崎市高津市民館　大会議室

３�　議事事項

議案第19号　�令和７年度使用小学校教科用図書の採

択について

議案第20号　�令和７年度使用中学校教科用図書の採

択について

議案第21号　�令和７年度使用川崎高等学校附属中学

校教科用図書の採択について

議案第22号　�令和７年度使用高等学校教科用図書の

採択について

議案第23号　�令和７年度使用特別支援学校教科用図

書の採択について（学校教育法第34条

第１項検定済教科用図書）

議案第24号　�令和７年度使用特別支援学校小中学部

及び小中学校特別支援学級教科用図書

の採択について（学校教育法第34条第

１項文部科学省著作教科用図書）

議案第25号　�令和７年度使用特別支援学校小中学部

及び小中学校特別支援学級教科用図書

の採択について（学校教育法附則第９

条教科用図書）

議案第26号　�令和７年度使用特別支援学校高等部教

科用図書の採択について（学校教育法

附則第９条教科用図書）

人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第８号

令和６年度川崎市職員（大学卒程度）秋実

施採用試験の実施について

令和６年度川崎市職員（大学卒程度）秋実施採用試験

を次のとおり行います。

令和６年８月20日

� 川崎市人事委員会　　　　　

� 委員長　瀧　峠　雅　介　　
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市 議 会 告 示

川崎市議会告示第１号

川崎市議会の個人情報の保護に関する条例第51条及び

川崎市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程第31

条の規定により、次のとおり運営状況を報告します。

令和６年８月21日

� 川崎市議会議長　青　木　功　雄　　

１�　個人情報ファイル及び業務の届出件数　１件�

２�　保有個人情報開示の請求件数　　　　　０件

３�　請求承諾件数及び同拒否件数　　　　　０件

４�　苦情の処理件数　　　　　　　　　　　０件

麻 生 区 告 示

川崎市麻生区告示第１号

次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能により無

効とし、失効したので告示します。

令和６年８月22日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　４－79 令和６年８月21日

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第146号

国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月16日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第149号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和

６年度

後期高齢者

医療保険料
第１期

令和６年８月31日

（第１期分）
計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第150号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和６年度 介護保険料 第３期
令和６年８月31日

（第３期）
計７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第151号

次の介護保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条、介護保

険法（平成９年法律第123号）第143条及び高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第112条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第152号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、国民健康保険法（昭

和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
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和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第153号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第154号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第155号

国民健康保険料及び介護保険料に係る差押調書（謄

本）を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、

居所、事務所及び事業所が不明のため送達することがで

きないので、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第

78条及び介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第

143条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第156号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第157号

介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成９

年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日

件数

・

備考

令和６年度 介護保険料 第４期 令和６年８月31日 計16件

令和６年度 介護保険料 第３期 令和６年８月31日 計３件

令和６年度 介護保険料 第２期 令和６年８月31日 計１件

令和６年度 介護保険料 第１期 令和６年８月31日 計１件

令和６年度 介護保険料
６月

過随分
令和６年８月31日 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第158号

介護保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に

送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事

業所が不明のため送達することができないので、介護保

険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月23日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第159号

次の国民健康保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの
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で、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月30日

� 川崎市川崎区長　中　山　健　一　　

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第43号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月15日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第44号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第45号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月22日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第46号

差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和33年

法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月29日

� 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第42号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第43号

国民健康保険料に係る差押調書等を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市中原区長　板　橋　茂　夫　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第60号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
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不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日

件数

・

備考

令和６年度
国民健康

保険料

過随

５月分

令和６年８月31日

（過随５月分）
計１件

令和６年度
国民健康

保険料

第１期

分

令和６年８月31日

（第１期分）
計25件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第61号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公

告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市高津区長　高　橋　友　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日

件数

・

備考

令和６年度
介護

保険料

第４期

分

令和６年８月31日

（第４期分）
計３件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第40号

国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月15日

� 川崎市宮前区長　齋　藤　正　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第41号

次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市宮前区長　齋　藤　正　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第42号

次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市宮前区長　齋　藤　正　孝　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市宮前区公告第43号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市宮前区長　齋　藤　正　孝　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第32号

介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。
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令和６年８月20日

� 川崎市多摩区長　佐　藤　直　樹　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第33号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市多摩区長　佐　藤　直　樹　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第34号

次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78

条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市多摩区長　佐　藤　直　樹　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限

件数

・

備考

令和６年度 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第35号

次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78

条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の

２の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月26日

� 川崎市多摩区長　佐　藤　直　樹　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限

件数

・

備考

令和６年度 計３件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第44号

国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公

告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第45号

国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

令和６年８月20日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第46号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第１

項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職権

消除しましたので、同条第４項の規定により、その者に

通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

令和６年８月21日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求につ

いての裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告の代表

者となります。）提起することができます。
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（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第47号

川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。

令和６年８月21日

� 川崎市麻生区長　山　本　奈保美　　

この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、川

崎市長に対して審査請求をすることができます。この処

分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを

知った日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請

求についての裁決があったことを知った日）の翌日から

起算して６箇月以内に、川崎市を被告として（川崎市長

が被告の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

川崎区選挙管理委員会告示

川崎市川崎区選挙管理委員会告示第６号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市川崎区選挙管理委員会　　

� 委員長　山　中　典　幸　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

幸区選挙管理委員会告示

川崎市幸区選挙管理委員会告示第６号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市幸区選挙管理委員会　　

� 委員長　目　黒　光　雄　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

中原区選挙管理委員会告示

川崎市中原区選挙管理委員会告示第５号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市中原区選挙管理委員会　　

� 委員長　秋　谷　義　一　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

高津区選挙管理委員会告示

川崎市高津区選挙管理委員会告示第６号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市高津区選挙管理委員会　　

� 委員長　堀　米　達　也　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

宮前区選挙管理委員会告示

川崎市宮前区選挙管理委員会告示第５号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市宮前区選挙管理委員会　　

� 委員長　鵜　野　智　幸　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

麻生区選挙管理委員会告示

川崎市麻生区選挙管理委員会告示第５号

令和６年９月１日における公職選挙法（昭和25年法律
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「

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する内視鏡下手術支援ロボット装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年12月27日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種�「医療機器」

種目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月２日まで受け付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年９月９日までに送付します。

現 場 視 察

競争参加申込後、希望がある場合は令和６年８月26日から令和６年９月２日

までの間、職員同行の上、現場視察を行うこととします。

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩田

044－233－5521（代表）

問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00分を除く。）

入 札 及 び 開 札
日 時

令和６年９月13日　午後２時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第25号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年９月11日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�services�to�be�purchased:�

　　Surgical�System�at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital

２�　Time-limit�for�tender:

　　2:00�P.M.�13th�September�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　11th�September�2024

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

第100号）第22条第１項の規定による選挙人名簿の登録を

行う日を、同項の規定により登録月の１日の直後の同項

に規定する地方公共団体の休日以外の日とし、次のとお

りとします。

令和６年８月21日

� 川崎市麻生区選挙管理委員会　　

� 委員長　石　川　恭　由　　

登録を行う日　　令和６年９月２日

正 誤

川崎市公報第1897号（令和６年８月26日発行）4308ペー

ジ川崎市病院局公告（調達）第24号中
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Summary

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki

　　Kawasaki,�Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

　　Tel　044-200-3857(Direct-in)

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院救命救急センターで使用するコラムシステム一式の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和８年４月30日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種�「医療機器」

種目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月９日まで受け付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年９月24日までに送付します。

現 場 視 察

競争参加申込後、希望がある場合は令和６年８月26日から令和６年９月10日

までの間、職員同行の上、現場視察を行うこととします。

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩田

044－233－5521（代表）

問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00分を除く。）

入 札 及 び 開 札
日 時 令和６年10月８日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年10月４日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�services�to�be�purchased:�

　　Column�system�at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital

２�　Time-limit�for�tender:

　　10:00�A.M.�８th�October�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　4th�October�2024

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki

　　Kawasaki,�Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

　　Tel　044-200-3857(Direct-in)

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」
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は

「

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する内視鏡下手術支援ロボット装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和６年12月27日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種�「医療機器」

種目�「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし

競争参加の申込 令和６年８月26日から令和６年９月２日まで受け付けます。

競 争 参 加 資

格 確 認 通 知
令和６年９月９日までに送付します。

現 場 視 察

競争参加申込後、希望がある場合は令和６年８月26日から令和６年９月２日

までの間、職員同行の上、現場視察を行うこととします。

視察時間：現場と相談の上、決定すること。

問い合わせ先：川崎市立川崎病院　庶務課経理係　岩田

044－233－5521（代表）

問い合わせ時間：午前８時30分から午後５時00分まで

（閉庁日及び開庁日の正午から午後１時00分を除く。）

入 札 及 び 開 札
日 時

令和６年９月13日　午後２時00分

※　川崎市病院局公告（調達）第25号　案件１と合併入札

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和６年９月11日必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室　経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１�　Nature�and�quantity�of�services�to�be�purchased:�

　　Surgical�System�at�Kawasaki�Municipal�Kawasaki�Hospital

２�　Time-limit�for�tender:

　　2:00�P.M.�13th�September�2024

３�　Time-limit�for�tender�by�mail:

　　11th�September�2024

４�　Contact�point�for�the�notice:

　　KAWASAKI�CITY�OFFICE

　　Contract�Section,�Management�Planning�Office,

　　Municipal�Hospital�Management�Bureau

　　Kawasakimiyuki�bldg.�7F

　　1-8-9,�Isago,�Kawasaki

　　Kawasaki,�Kanagawa,�210-0006,�JAPAN

　　Tel　044-200-3857(Direct-in)

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

の誤り。
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